
 

 

 

 

 

施設類型別計画の進捗状況について 

 

1 概要 

公共施設等総合管理計画の実施計画である施設類型別計画の令和 7 年度末　における進

捗状況は以下の通りです。 

（１）取組完了施設　69 施設／第Ⅰ・Ⅱ期対象施設 135 施設（進捗率 51.1％） 

（２）更新等費用抑制額　113.5 億円／計画期間目標値 460 億円（進捗率 24.7％） 

 

2 取組の状況 

（１）取組の進捗状況（第Ⅰ・Ⅱ期対象施設 135 施設） 

　※１　用途廃止されたが、建物が残っている状態、更新等を行わない施設 

※２　運営手法の見直しや他機能を受け入れる複合化を実施した、更新等費用の抑制に影響

しない施設 

 

（２）更新等費用抑制額（計画期間（～2044 年度）目標値 460 億円） 

※３　計画策定時に更新費用試算ソフト(総務省)により試算した額 

 

 

 

 

 
取組完了　（　進捗率 51.1％　） 事業 

実施中

関係者 

協議

庁内 

協議
 

計
除却・譲渡

完了

除却・譲渡

予定※1

その他 

※2
 

18 件 24 件 24 件
 

69 件 33 件 27 件 9 件

 （億円）

 更新等費用 

抑制額 

（進捗率 24.7％） 

Ａ＝Ｂ－Ｃ

更新等費用削減額　※3

新設費用 

Ｃ　※３

 
計 

Ｂ
除却・譲渡完了 除却・譲渡予定

 
113.5 209.7 52.0 157.7 96.2

総務政策委員会資料　１ 

令和 8 年６月３日 

担当：資産経営部資産経営課



3 類型別の状況 

（１）取組の進捗状況 

 
（２）更新等費用抑制額 

（件）

計
除却・

譲渡完了
除却・

譲渡予定
その他

集会施設 23 9 9 5 16 12 3 54

文化施設 0 0 0 0 1 1 2 4

図書館 0 0 0 0 0 0 2 2

スポーツ施設 2 0 1 1 0 1 4 7

産業系施設 2 2 0 0 0 0 2 4

学校 8 0 8 0 0 7 0 15
幼稚園・保育所
・認定こども園 14 5 9 0 0 2 2 18

幼児･児童施設 1 1 0 0 1 0 3 5

高齢福祉施設 2 2 0 0 0 0 3 5

障がい福祉施設 5 4 0 1 0 0 0 5

保健医療施設 4 2 0 2 0 1 1 6

庁舎等 0 0 0 0 0 0 2 2

消防･防災施設 5 5 0 0 0 0 0 5

公営住宅 1 1 0 0 0 0 0 1

その他 2 2 0 0 0 0 0 2

計 69 33 27 9 18 24 24 135

取組完了
施設類型

事業
実施中

関係者
協議

庁内
協議

合計

（百万円）

集会施設

文化施設

図書館

スポーツ施設

産業系施設

学校

幼稚園・保育所
・認定こども園

幼児･児童施設

高齢福祉施設

障がい福祉施設

保健医療施設

庁舎等

消防･防災施設

公営住宅

その他

計

更新等費用削減額

計
除却・譲渡

完了
除却・譲渡

予定

1,750 1,750 799 951 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

691 691 0 691 0

810 810 810 0 0

4,665 12,420 0 12,420 7,755

2,288 2,948 1,241 1,707 660

122 122 122 0 0

208 208 208 0 0

238 238 238 0 0

704 704 704 0 0

△ 1,129 0 0 0 1,129

959 1,038 1,038 0 79

16 16 16 0 0

26 26 26 0 0

11,348 20,971 5,202 15,769 9,623

施設類型
更新等費用

抑制額
新設費用
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第３次伊勢市総合計画後期基本計画（案）の 

パブリックコメントの結果について 

 

１　パブリックコメント実施の結果及び対応について 

（１）パブリックコメント実施の概要 

　　①意見募集した案件 

　　　　第３次伊勢市総合計画 後期基本計画（案） 

　　②意見募集の期間 

　　　　令和８年２月 26 日（木）～令和８年３月 26 日（木） 

　　③周知方法 

　　　　市公報、市ホームページ、市広報紙、市公式ＬＩＮＥ、 

　　　　市行政チャンネル文字放送　など 

　　④計画（案）の閲覧場所（19箇所） 

　　　　・市役所（企画調整課、総務課、本館１階市民ホール） 

　　　　・各総合支所生活福祉課（二見、小俣、御薗） 

　　　　・各支所（神社、大湊、浜郷、宮本、豊浜、北浜、城田、四郷、沼木） 

　　　　・伊勢図書館、小俣図書館 

　　　　・生涯学習センターいせトピア、二見生涯学習センター 

　　⑤意見提出の対象者 

　　　　伊勢市内に在住、通勤又は通学されている人など 

 

（２）意見募集の結果 

　　　　意見数 35 件（意見人数 15 人） 

　　　　　内訳：オンライン 24 件（10 人）、直接持参 10 件（4人）、ＦＡＸ１件（１人） 

 

（３）意見による計画案の修正（２箇所） 

　　　　・意見Ｎｏ.17 による修正 

　　　　・意見Ｎｏ.21 による修正 

 

２　その他修正 

（１）指標の令和７年度の実績値（R8.5.1 時点判明分）の追加 

（２）令和７年度実績値確定による目標値（Ｒ８～Ｒ１１）の修正 

（３）その他市議会における意見や内部調整による修正・追記 
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３　スケジュール 

　　・附属機関での審議・答申 

　　　　行政改革推進委員会　　　　　令和８年４月 15 日審議、令和８年５月１日答申 

　　　　まち・ひと・しごと創生会議　令和８年４月 21 日審議、令和８年５月１日答申 

　　　　総合計画審議会　　　　　　　令和８年４月 23 日審議、令和８年５月１日答申 

　　・総務政策委員会　パブリックコメント結果報告（令和８年６月３日） 

　　・市議会議案提出（令和８年６月定例会） 

　　・策定・公表 



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

1 Ⅰ 基本的事項 3

本計画に統合・包含する計画につい
て
「人口減少の克服」という表現は人
口が減少することがあたかも悪いこ
とで人口減少を食い止めるという意
味で克服ということばを使っている
印象をあたえます。今日の人口減少
は地球環境における自然の摂理であ
り継続的な生命の繁栄のために望ま
しいことであると受け止め、それを
前提に私たちの社会をどう作って行
くか考えることがすべての人類に課
せられた課題であると認識しなけれ
ばなりません。

「人口減少の克服」という表現に
つきましては、本計画を国の「ま
ち・ひと・しごと創生法」に基づく
「市町村まち・ひと・しごと創生総
合戦略」として位置づけていること
から、国の掲げる政策目的の趣旨に
沿って記載したものです。

本市といたしましては、人口減少
そのものを抑制することのみを目的
とするのではなく、人口減少に伴っ
て生じる様々な地域課題を乗り越
え、持続可能な地域社会を形成して
いくという意味合いを込めておりま
す。

いただいたご意見は、今後の施策
展開における課題認識として受け止
めさせていただきます。

無

2 Ⅱ 取組方針 5

取組方針について
「伊勢が持つ魅力」について、伊勢
市という「伊勢」を名乗る行政体が
考える伊勢は当然に「伊勢市」を指
すと思って記述して居られることと
思います。しかしながら、伊勢は桑
名から柏崎まで広い地域の名称とし
て親しまれ、多くの県民が「伊勢」
に愛着を持っていることに深甚な敬
意を表し、伊勢市地域に局限した意
味においてたんに「伊勢」と表現す
ることには極めて慎重でなければな
りません。(以後、複数個所の「伊
勢市」への書き換えを求めます。)

ご指摘のとおり、「伊勢」という
名称は古くから広域的な地域を指す
言葉として、市内外の多くの方々が
深い愛着を持っておられます。本市
といたしましても、その歴史的な重
みや広がりについては十分に認識し
ております。

その上で、本計画におきまして
は、市民の皆様に親しみを持って計
画を読んでいただくための表現とし
て、伊勢市を指す言葉として「伊
勢」と表記している箇所がございま
す。

いただいたご意見は、今後のまち
づくりを進める上で重要な認識とし
て受け止めさせていただきます。

無

3

Ⅳ 創生戦略
創生戦略1 未来を支
える人づくり
施策2 教育環境の充
実

Ⅴ 分野別計画
分野7 都市基盤
施策3 交通

12

132

市内の過疎地域に住む高校生が自ら
学校に通えるよう、検討してほし
い。例として、バスの運行が少な
く、駅が遠い沼木地区。市内の高校
や他市町村の高校に自ら通うのは困
難な環境である。自らがいきたいと
思える学校にいけるための交通手段
の支援や助成金をお願いしたい。

バスの運行本数が限られる中で
も、通学で利用しやすいダイヤ設定
や使いやすい定期券制度・内容な
ど、通いたい学校に通えるような地
域交通の確保・構築の検討を進めて
まいります。

無

第３次伊勢市総合計画 後期基本計画（案)　パブリックコメント意見に対する考え方について

総務政策委員会資料２－２

令和８年６月３日

担当：情報戦略局 企画調整課
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No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

4

Ⅳ 創生戦略
創生戦略2 まちの躍
動・輝きづくり
前文
施策1 文化力の向上

21

まちの躍動・輝きづくりについて
「本市固有の文化」というくくりが
抽象的で概念があいまいです。現在
の伊勢市は宇治・山田だけではな
く、合併を繰返し広い地域を含みま
す。地域ごとに歴史がありそれぞれ
に固有の文化がありそれぞれに誇り
があることを、現在の行政区域の都
合から一方的に単純化するようなこ
とがあってはなりません。反対に、
伊勢市成立以前の宇治山田市の時代
あるいはもっと古くから伊勢の名で
呼ばれていた文化を本市固有だと矮
小化することも避けるべきです。

ご指摘のとおり、現在の伊勢市は
合併を経て形成されており、宇治・
山田地域だけでなく、それぞれの地
域に、先人たちが守り育ててきた固
有の歴史や文化、そして誇りがあり
ます。また、「伊勢」という名称が
持つ広域的な広がりについても、本
市として十分に認識しております。

計画案に記載しております「本市
固有の文化」という表現につきまし
ては、宇治・山田等の特定地域の文
化のみを指すものではなく、現在の
伊勢市を構成する各地域が持つ多様
な歴史・文化・伝統を総称したもの
として記載しております。

いただいたご意見は、今後の文化
行政やまちづくりを進める上で、各
地域の多様性を尊重する重要な視点
として、受け止めさせていただきま
す。

無

5

Ⅳ 創生戦略
創生戦略2 まちの躍
動・輝きづくり
施策1 文化力の向上

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策5 文化

21

54

・アーティスト・イン・レジデンス
制度の創設：市内の空き家・空き店
舗をガラス作家や工芸作家の制作拠
点として優遇賃貸する「伊勢アート
リジデンス」制度を設ける。家賃補
助や設備投資補助（ガラス窯・工房
整備費等）を市が一部負担する。
・地元作家認定制度（伊勢クラフト
マーク）：一定期間市内で制作活動
を行う作家に「伊勢クラフト認定作
家」の称号を付与し、市の観光施
設・おかげ横丁周辺エリアでの販
売・展示において出店料の減免・優
先枠の設定を行う。
・公共施設への作品設置義務化：市
が整備・改修する公共施設におい
て、内外装の一部に認定作家の作品
（ガラスパネル・照明・タイルアー
ト等）を採用することを方針として
明記する。

市内で活動する作家の制作拠点の
確保や販路支援を通じて、地元アー
ティストの定住・定着を図るという
ご提案の趣旨は、文化芸術の担い手
を育てるという観点から、その方向
性は理解できるものです。

いただいたご意見は、今後の事業
を検討していく上での参考とさせて
いただきます。

無

2



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

6

Ⅳ 創生戦略
創生戦略2 まちの躍
動・輝きづくり
施策1 文化力の向上

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策5 文化

21

54

音楽・芸術が日常にあふれるまちの
環境整備
・「地域の誇りをつなぐまち」とい
う基本理念のもと、音楽や芸術を市
民の日常に組み込む施策を提案しま
す。
・ストリートミュージック公認制度
の導入：おはらい町・河崎地区・伊
勢市駅前エリア等に**公認演奏ス
ポット（バスキングゾーン）**を設
け、地元アーティスト・学生バンド
等が定期的に演奏できる仕組みをつ
くる。地元登録アーティストを優先
的に割り当てる。
・「伊勢音楽月間」の制定：神宮ゆ
かりの雅楽・神楽などの伝統音楽
と、現代音楽・ジャズ・ポップスが
融合するフェスティバルを毎年開催
し、地元出演者比率を過半数以上と
するルールを設ける。
・アートストリート化事業：市内の
老朽シャッター商店街・通学路等の
壁面を、地元アーティストへの制作
委託によるウォールアートで彩る。
制作費は市が助成し、地域住民と作
家が協働するワークショップ形式を
採用する。

音楽・芸術が日常にあふれるまち
づくりを通じて、市民が身近に文化
芸術に触れる機会を広げるというご
提案の趣旨は、本市が目指す文化芸
術振興の方向性と合致するものとし
て受け止めています。

いただいたご意見は、今後の事業
を検討していく上での参考とさせて
いただきます。

無

7

Ⅳ 創生戦略
創生戦略2 まちの躍
動・輝きづくり
施策1 文化力の向上

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策5 文化

21

54

次世代アーティスト育成と教育の連
携 （関連分野：第2章 教育）
・学校での地元作家派遣プログラ
ム：市内小中学校に認定作家（作
家・陶芸家・音楽家等）を年間複数
回派遣し、体験授業を実施。子ども
たちが地域の文化的誇りを体感でき
る機会をつくる。
・若手アーティスト奨励金制度：市
内在住・在学のアーティストを対象
に、制作活動・発表活動への奨励金
制度を設け、伊勢を拠点に活動する
若手の定住・定着を図る。

市では、次世代のための文化芸術
推進事業として、小中学生を対象と
する文化体験講座を実施していま
す。ご提案いただいた内容も参考に
今後の講座内容について検討してい
きたいと考えます。

市内在住・在学の若手アーティス
トの制作・発表活動を支援し、伊勢
を拠点とした定住・定着を促進する
というご提案の趣旨は、人口減少・
若者流出が課題となる本市におい
て、文化芸術の担い手を育成・確保
するという観点から、重要な視点で
あると受け止めています。いただい
たご意見は今後の事業検討における
参考とさせていただきます。

無

8

Ⅳ 創生戦略
創生戦略2 まちの躍
動・輝きづくり
施策1 文化力の向上

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策5 文化

21

54

観光・産業との連携による持続可能
な文化経済圏の形成 （関連分野：
第6章 産業・経済、第7章 都市基
盤）
・「芸術街道」構想：作家・工芸作
家のアトリエを結ぶ観光ルートを設
定し、市の観光案内・デジタルマッ
プに掲載。「見て・体験して・買え
る」工房ツーリズムとして国内外に
発信する。
・マルシェ・アートイベントへの公
有地提供：市有地・公園を活用した
アートマルシェを定期開催し、地元
アーティストへの出展枠を一般事業
者より低コストで提供する優遇枠を
明示的に設ける。

文化芸術を観光施策や公園施設運
営との連携を通じてまちづくりにつ
なげるという視点は、分野横断によ
る「まちの躍動・輝きづくり」の施
策展開の考え方と合致するものと認
識しています。

総合計画においては、具体的な事
業手法の記載は行いませんが、分野
横断による文化芸術の振興を図る視
点は、今後の個別施策や事業検討に
おいて重要な視点として参考とさせ
ていただきます。

無

3



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

9

Ⅳ 創生戦略
創生戦略2 まちの躍
動・輝きづくり
施策1 文化力の向上

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策5 文化

21

54

第3次伊勢市総合計画の基本構想は
「つながりが誇りと安らぎを育む
魅力創造都市 伊勢」を将来像と
し、「地域の誇りをつなぐまち」を
基本理念の一つに掲げています。作
家・地元アーティストの定住・活躍
を支える制度と、音楽・芸術が日常
にあふれる環境整備は、この将来像
を体現する最も具体的な手立ての一
つです。後期基本計画（令和8〜11
年度）において、上記施策を産業・
経済・教育・都市基盤の各分野に横
断的に位置づけることを強く希望し
ます。

文化芸術を産業・経済、教育、都
市基盤などと関連づける視点は、本
計画の創生戦略における施策展開の
考え方と合致するものと認識してい
ます。

分野別計画においても、教育分野
での伝統や文化への関心の醸成、産
業・経済分野における観光地の魅力
向上、都市基盤分野における景観形
成の促進など、各分野に文化に関す
る取り組みを位置づけています。

総合計画では具体的な事業手法は
示していませんが、こうした視点に
ついては、今後の個別施策や事業検
討において活かしてまいります。

無

10

Ⅳ 創生戦略
創生戦略2 まちの躍
動・輝きづくり
施策2 観光による賑
わいづくり

Ⅴ 分野別計画
分野6 産業・経済
施策3 観光

22

117

伊勢市駅周辺についてです。
情報発進等で年々観光客は増加傾向
で、伊勢は観光で経済利益が大きい
と思っており、集客に対して発進を
しているのは大変良いことですが、
肝心な受入体制が整備されていない
と感じます。
伊勢市駅周辺もホテルも建設されつ
つあり、遷宮もあり今後更に宿泊消
費も増えると思ってます。
その中で、大型連休以外の連休でも
常に飲食店には長い行列が出来てい
る所もあり、夕食時は観光客もです
が市民も予約しないとどこの店も入
れず、ちょっと外食しようかと気軽
に行けず夕食難民になっています。
他県の商店街の視察も行っているか
と思いますので、駅前商店街の活性
化を含め、市民だけでなく観光客も
足をとめていただけるような店舗の
整備が必要と思います。

「Ⅴ分野別計画」の分野６「産
業・経済」施策２「商工業」【取組
の方向性】「6-2-3.商店街等の振
興」に記載のとおり、市民や観光客
が集まる活気のある商店街となるよ
う、商店街を歩きたくなるような居
心地の良い空間づくりに取り組みま
す。

また、「Ⅴ分野別計画」の分野６
「産業・経済」施策３「観光」【取
組の方向性】「6-3-1.「伊勢の物語
性」の継承と展開」に記載のとお
り、食を含めたさまざまな市内の地
域資源を磨き上げ、新たな観光コン
テンツの創出につなげていきます。

無

4



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

分野別計画（概要版）について
分野１・２・４・６（地域発展に関
連）
【発展要項】
〔地域〕
・商業の発展と促進／民営と公営の
循環
・施設のデザイン性（建築デザイ
ナーの起用と交流導線）公共施設の
開放と定着
・介護施設（高齢者）と学校（学
生）に地域事業者（個人可）の介入
（収益性）できる環境整備
・いろんな考え方に触れる機会（事
業者との交流機会／多様文化の海外
客の流入経路）

本計画は、施策の基本的な方針等
を示すものであるため、いただいた
具体的な事業手法や内容等に関する
記載の追加等は行いませんが、今後
の個別計画の策定や具体的な事業展
開における参考とさせていただきま
す。

11

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
分野2 教育
分野4 医療・健康・
福祉
分野6 産業・経済

47～

〔観光〕
（地域▶国内観光▶インバウンド／イ
ンバウンド▶国内▶地域）
・世界観の統一（関西／関東圏のよ
うに近隣県がないため）と文化継承
事業者の斡旋
・ウェルネス志向の浸透
・日本から世界の心の故郷に、地域
全体を体験型リトリートのパッケー
ジ化
（インドのアーユルヴェーダ的な／
長期滞在する目的）
・住民の日本文化の体験機会と継承
で現代版に昇華（観光発展と地域交
流機会）
・AIと機器の共有とDX活用（AR・VR
やLuup電動バイクの貸し出し）
・祭りやイベントの多様化・軽化と
LIVE中継（市営LINEで疑似体験）

無

〔企業〕
・ DX 化 促 進 （ CMS 活 用 と LINE
（Saas）構築・商品の再設計）
・ターゲットごとのオンラインコ
ミュニティ（地域商店／全国展開／
海外輸出）
・企業間の委託・協業の斡旋
・エネルギー・インフラ事業への投
資斡旋（太陽光と蓄電池）

5



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

12

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策1 地域コミュニ
ティ

49

地域コミュニティについて
「「公助」の限界」という新自由主
義的な表現がこのような公共の文書
で公然と表現されていることに驚愕
を覚えます。何事にも限界があるこ
とは当然ではありますが、人類の平
和な共存繁栄のために、理念を忘れ
努力を放棄するような線引きを思考
停止のように記述することがあって
はなりません。

市民の安全を守る上で、「公助」
は市が果たすべき重要な責務である
と認識しています。その一方で、過
去の大規模災害の教訓から、発災直
後には行政の支援が迅速に行き届か
ないおそれがあります。

このような状況下においては、公
助とともに、日頃からの地域社会の
結びつきを基盤とした住民同士の助
け合いとしての「共助」が欠かせま
せん。防災の観点からも地域コミュ
ニティの重要性を共有し、いざとい
う時に命と暮らしを守る共助の重要
性をお伝えする意図で記載したもの
として、ご理解いただければ幸いで
す。

以上のことから、計画の修正は行
わないこととします。

無

13

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策5 文化

54

‛文化・芸術の振興’の表現ですが
文化とは生活そのものであって市民
生活全体のありようではないかと思
いますがどうですか。
背景の6について、小中学生の文化
体験講座・この講座・体験とは幅が
広くあって鑑賞も身体的体験も学習
講座もあろうかと思うがどのように
考えているのか、一口に全体を含む
ということになるとつかみどころが
ないと思う。生涯学習センター等の
体験型の文化？芸術？の活動がある
としてもそれらが市民との関係性が
低いのではなかろうかと感じる。お
木曳行事については各団々のあり様
があってそれがそれぞれの文化と
なっているのではないか、一般論の
お木曳行事は文化庁の書籍で学ぶこ
とですか。

「文化とは生活そのもの」という
ご意見について、本市としても、市
民の日常的な営みや、お木曳行事に
おける各団の特長など、地域に根ざ
した活動や伝統が、本市の重要な文
化であると認識しております。

計画案に掲げる「小中学生の文化
体験講座」につきましては、鑑賞・
実技・芸能体験など多様な形態を含
むものとして実施しており、次代を
担う子どもたちが、郷土の歴史や伝
統文化、優れた芸術に直接触れ、体
験する機会を創出することで、郷土
への愛着や誇りを育むことを目的と
して取り組むものです。

また、生涯学習センター等におけ
る各種講座につきましては、文化・
芸術の振興を直接の目的とするもの
ではなく、市民の皆様に生涯を通じ
た多様な学習機会を提供し、学習環
境の充実を図る「社会教育」の一環
として実施しております。

いただいたご意見は、本市におけ
る文化のあり方や、今後の施策・事
業を展開していく上での重要な視点
として受け止めさせていただきま
す。

無

6



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

14

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策5 文化

54

文化について
「郷土愛を醸成」国際社会では、
ヨーロッパを中心に発達した「国」
の概念をなりたちの異なる地域民族
にまで押し広げ軋轢を作ってきまし
た。国という固定した概念に馴染ま
ない民族や習俗は数多く、愛する対
象も様々です。日本の地方行政にお
いても行政区域と地域意識に乖離が
あることは自明で、何を郷土と感じ
何を愛するかは個人の自由意思で
す。郷土愛を漠然とした表現で当然
としてはなりません。
「伊勢らしい文化・芸術」伊勢市の
行政当局が市民の文化・芸術の振興
を考えるとき「伊勢らしい」という
判断は必要ですか。伊勢市では伊勢
らしい文化や芸術がいかに伊勢らし
いかを競って評価されるのでしょう
か。何が伊勢らしいのでしょうか。
かつてあったようなその音楽は革命
的かどうかなどと同じような愚か
さ・滑稽さを感じます。少し考えれ
ばわかることを、考えもしないで無
批判に記述するのはやめてくださ
い。

「郷土愛」の意味・範囲は個人に
よって異なるという慎重なご意見と
して、真摯に受け止めています。本
計画における「郷土愛を醸成」とい
う表現は、市民一人ひとりが伊勢市
の自然・文化・歴史への理解を深め
る中で、地域への愛着を自然に育ん
でいくことを期待する趣旨であり、
特定の価値観を強制するものではあ
りません。多様な価値観を前提とし
た表現としてご理解いただければ幸
いです。

「伊勢らしい」という表現が価値
判断や序列化につながりかねないと
いうご指摘は、重要な問題提起とし
て受け止めています。本計画におけ
るこの表現は、市内各地の地域資源
と結びついた文化芸術活動を大切に
する趣旨で用いているものであり、
行政が特定の文化・芸術を評価・選
別する意図はなく、多様な文化芸術
活動を幅広く支援するという立場に
変わりはありません。

無

15

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策5 文化

55

「将来」という言葉の使い方につい
て
11行目に「将来を担う子どもたちに
対して文化芸術に触れる機会を提供
…」、62ページには「伊勢市の将来
を担う人材の育成…」と最終行にあ
ります。後者は「地域」「郷土」と
いう言葉から「伊勢市の将来を担
う」ということで良いと思いますが
前者についても「（伊勢市の）将来
を担う」と意味でしょうか。そうで
はなくてもっと広い意味で「過去」
や「現在」と比べて使っているので
あれば「将来」より「未来」が良い
と思います。

本計画における「将来を担う子ど
もたち」の「将来」は、62ページの
「伊勢市の将来を担う人材の育成」
と同様に、伊勢市のまちの将来を担
うという意味で用いており、表現の
意図は両箇所において一致していま
す。

また、本計画は伊勢市のまちづく
りの方向性を示す行政計画であるこ
とから、「将来像」「将来を担う」
など市政・まちづくりの文脈におけ
る将来という用語を一貫して使用し
ており、「将来」の表記は適切であ
ると考えています。

以上のことから、計画の修正は行
わないこととします。

無

16

Ⅴ 分野別計画
分野1 自治・人権・
文化
施策5 文化

55

文化への「取り組の方向性」につい
て
1-5-2．文化芸術活動の促進
掲げられた3項目の推進は素晴らし
い事と実感致します。

ご意見ありがとうございます。今
後もなお一層文化芸術活動の促進に
取り組んでまいります。

無

7



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

17
Ⅴ 分野別計画
分野2 教育
施策1 学校教育

63

「2-1-1」について
1,2も3,5,6の項もいずれも主体が
「子どもたち」であるのなら、
3,5,6の項の「子どもたちが」は省
いても良いと思います。
4の項についても「教員のICT活用力
向上に取り組むことでICT機器を効
果的に…」とすれば良いと思いま
す。
また、7つめの「幼児教育の…」は
「2-1-3」へ移項すると良いと思い
ます。理由は、就学前から小学1年
生への円滑な接続が安心して学習に
取り組む教育環境づくりに直結する
と思うからです。

3,5,6の項につきまして、ご指摘
のとおり修正します。

4の項につきましては、「教員の
活用力向上」と「ICT環境の整備」
を、並行して推進するという市の姿
勢を示すため、原案の表現を維持さ
せていただきます。

7の項につきまして、幼児教育か
ら小学校教育への円滑な接続につい
ては、「学力等の向上」と、「安心
安全な教育環境づくり」の２つの目
的があり、どちらも重要なものであ
ると考えております。今回の計画上
では、学力等の向上という側面に比
較的重きを置いて2-1-1での記載と
しますが、ご指摘いただいた点につ
いても同時並行で取り組んでまいり
ます。

有

18
Ⅴ 分野別計画
分野2 教育
施策1 学校教育

63

「2-1-2」について
「豊かな心の育成」には「子どもの
読書活動の推進に関する法律」にも
あるように「読書活動」が「他者と
のふれあい」や「音楽・美術など芸
術に接すること」などと共に大切な
ことだと思います。
学校教育において読書活動が推進さ
れていくよう取り組んでいることを
記載してはいかがでしょうか。

ご意見のとおり、読書活動は子ど
もたちの豊かな心の育成につながる
大切な取り組みであり、学力形成の
基盤となるものと認識しておりま
す。

本計画では、こうした観点から、
2-1-1において読書習慣の形成を位
置づけており、読書活動の充実に取
り組んでまいります。

無

19
Ⅴ 分野別計画
分野2 教育
施策1 学校教育

63

「2-1-3.安全で安心な教育環境づく
り」について
推進方針にある「誰一人取り残さな
い教育」に基づいて、ひとつめの項
はよく理解できます。加えて、「伊
勢市子ども読書活動推進計画」の10
ページにある「すべての子どもに対
する配慮」の内容や、小中学校、就
学前施設における子どもたちや保護
者に対する支援の充実について記載
されてはいかがでしょうか。（特別
支援や教育相談）（インクルーシブ
教育）

2-1-3の１文目で、誰一人取り残
さない学びの保障を目指した取り組
みの方向性を示しております。本計
画では具体的な取り組み内容までは
記載しておりませんが、特別な支援
を必要とする子どもや不登校等によ
り支援が求められる子どもなど、誰
もが安心して学び続けられる環境づ
くりに取り組んでいきます。

いただいたご意見の趣旨について
は、本計画に基づく取り組みの中で
引き続き大切にしてまいります。

無

20
Ⅴ 分野別計画
分野2 教育
施策1 学校教育

63

「2-1-3」の4つめの項について
「小中学校で防災ノートを用いて
…」の内容は「安全で安心な教育環
境づくり」という取組の方向性とし
ては少し違和感を覚えます。防災対
策について記載することで「安全で
安心な…」とすることは賛成です
が、この文章内容のままであれば
「2-1-1」へ移行した方が良いと思
います。

安全で安心な教育環境づくりの取
組の一つとし、学校安全に関する取
組の充実を目指しております。防災
に関して子どもたちへの意識付けを
図り、安全で安心な教育環境づくり
に繋げるという意図の表現となりま
すので、原案を維持させていただき
ます。

無

8



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

21
Ⅴ 分野別計画
分野2 教育
施策2 社会教育

64

69

「市立図書館」（13行目）、「公共
図書館」（20行目、下から5行目）
について
「公共図書館」と「市立図書館」が
同義であればいずれかに統一しては
いかがでしょうか。69ページの（指
標の算出方法）には「公共…」が
「伊勢市子ども読書活動推進計画」
では「市立…」が使われています
ね。

P64 20行目については、公共図
書館としての課題について記載して
いるため、「公共図書館」の表記と
させていただきます。

P64下から5行目及びP69指標の算
出方法における記載については、市
立図書館の取り組みを指すため、
「市立図書館」に修正します。

有

22
Ⅴ 分野別計画
分野2 教育
施策3 スポーツ

65

スポカルウォーク
年間5回の開催で毎回100人余の参加
があり、全ての回に参加される方も
全体の65％となってきましたが参加
者の年令層は60才～70才と高令者が
多く、今後の課題としては若い方や
家族での参加が増える手段を考慮
し、スポカルウォークに参加するこ
とでいろいろの体験、体感の出来る
よう充実を図り又コースの地域の方
達の協力で活動の広がりを行ってい
く必要があると考えています。

ご指摘のとおり、幅広い年代の市
民に参加していただき、運動をする
機会の提供と地域の文化に触れてい
ただくことが重要であると考えてい
ます。

広報にあたっては、従来の広報い
せ及び伊勢市ホームページに加え、
公式ＳＮＳでの配信を活用し、幅広
い年代の参加者の獲得に努めます。

地域の方とのつながりについて
は、地域の文化に関する情報や当日
の解説に協力を求める等、地域の
方々と協力した企画運営を行い、イ
ベントの充実を図ります。

無

23

Ⅴ 分野別計画
分野3 環境
分野5 防災・防犯・
消防
分野7 都市基盤

71～

分野別計画（概要版）について
分野３・５・７（地域保守に関連）
【保守要項】
・自然景観の保持とエネルギー・イ
ンフラ整備
・自然環境に行き来する興味関心
（家庭菜園の浸透）
・森林の朽木の回収と活用
・エネルギー事業者（太陽光と蓄電
池）の促進・斡旋
・災害時、LPガスの電気変換機の導
入、太陽光発電の一時開放
・精神的・身体的な健康改善の概念
と支援の機会（東洋思想の根本療
法）
・経済と地域の循環構造の詳細をわ
かりやすく体型化
・自己投資（時間とお金）のサポー
ト
・個人が個人の経営者目線となる機
会の創出

本計画は、施策の基本的な方針等
を示すものであるため、いただいた
具体的な事業手法や内容等に関する
記載の追加等は行いませんが、今後
の個別計画の策定や具体的な事業展
開における参考とさせていただきま
す。

無

9



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

24
Ⅴ 分野別計画
分野3 環境
施策1 循環型社会

72

73

他市町村で昨年していた家庭向けの
エコ家電の助成金をしてほしい。

本市では、分野別計画において
も、「家庭におけるエコ住宅・エコ
カー・エコ家電の導入等のライフス
タイル転換」を推進することとして
おり、現在、広報紙・イベント・街
頭啓発等を通じた情報発信に努めて
います。

ご提案の助成制度は普及促進に向
けた有効な施策となる一方、多額の
財政負担を伴うため、現時点では制
度創設は困難であると認識していま
す。ご理解いただきますようお願い
いたします。

無

25
Ⅴ 分野別計画
分野3 環境
施策1 循環型社会

72

73

環境 循環型社会（脱炭素）プラス
チックに係る資源循環の促進
回収方法にてプラは現在オレンジの
網袋で委託回収しているが、特に令
和6年からの変更後網袋の損傷が酷
く（パッカー車で押しつぶす）網の
修理時間、枚数が多く洗浄、セット
作業、費用（人件費）等、果たして
最適な回収方法か？他の自治体（他
県）との回収方法の違い？費用対効
果？網の回収方法以外に方法が無い
のか疑問である。

プラスチック類の回収につきまし
ては、現在、資源ステーション等に
おいて網袋を使用し、委託により回
収を実施しております。

一方で、他の自治体におきまして
は、指定袋や透明・半透明の袋を用
いて回収を行っている事例もあり、
回収方法については自治体ごとに
様々な方式が採用されております。
ご意見にございますように、網袋方
式の場合、袋の購入のほか、洗浄や
損傷した際の補修などの作業が必要
となりますことから、維持管理に一
定の手間や経費が生じる面もござい
ます。

頂戴しましたご意見も参考にしな
がら、回収作業の効率性や経費等の
観点も踏まえ、今後の回収方法につ
いて検討してまいりたいと考えてお
ります。

無

26

Ⅴ 分野別計画
分野4 医療・健康・
福祉
施策2 地域福祉

85

「SOSを出せない人を把握し～」に
ついて
どのような方法で把握していくの
か？具体案を教えていただきたい。

地域の支援関係者・機関などへの
アンケート調査等に基づき、支援を
必要としながらも支援につながって
いない人の把握に努めてまいりま
す。

無

27

Ⅴ 分野別計画
分野4 医療・健康・
福祉
施策2 地域福祉

86

誰かとつながる場つくりについて
気軽に立ち寄れる居場所の推進は必
要であると思います。

ご意見のとおり、気軽に立ち寄れ
る居場所は、地域のつながりを育
み、孤独・孤立の予防や困りごとを
抱えた方が早期に支援につながる
きっかけとなる重要な取り組みであ
ると認識しています。

今後も、関係機関・地域団体等と
連携しながら取り組みの推進に努め
てまいります。

無

10



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

28

Ⅴ 分野別計画
分野4 医療・健康・
福祉
施策3 障がい福祉

87

88

障がい者本人の高齢化又その保護者
の高齢化が進むなか親なき後の問題
等待ったなしの現状であります。
国も地域生活移行、グループホーム
の確保に向けて方向が推進されてい
ます。
当市において特に肢体不自由者のグ
ループホーム等の施設が無い為に市
外に行かざるをえません。
ぜひ、あらゆる角度から検討をして
いただき整備推進に取り組んでくだ
さい。

無

29

Ⅴ 分野別計画
分野4 医療・健康・
福祉
施策3 障がい福祉

87

88

障がいのある人が住み慣れた地域で
安心して住み続けられるよう、グ
ループホームの確保を是非お願いし
たい。
特に重度身体障がい者は、家で親が
見ていることが多く、親が高齢に
なったり、介護してもらう方がいな
くなったら、施設もグループホーム
もなく、市外の施設に入所になる。
本人の意思とは関係なく、玉城町や
松阪市や四日市へ、転居や入所され
ている。
伊勢で生まれ、障害がありながら
も、伊勢市で地域の方の理解や支援
のもと、生活していても、最終的に
伊勢市で住み続ける事が困難な状況
になっている。
この状態をなんとかして欲しい。資
金や人材不足で、なかなか進まない
状況を伊勢市として、具体的な施策
を盛り込んでもらいたい。
地域で、安心して生活していく権利
を、重度障がい者にもお願いしま
す。

無

　国の方針に基づき入所施設からの
地域移行を進める一方で、「Ⅴ分野
別計画」の分野４「医療・健康・福
祉」施策３「障がい福祉」に記載の
とおり、親なき後も住み慣れた地域
で暮らし続けられる環境整備が求め
られています。特に重度障がいのあ
る人が利用できるグループホームの
不足は全国的な課題です。
　そのため、施設整備費の予算確保
や、適正な人員配置を可能にする報
酬及び加算の充実を全国市長会を通
じて国へ要望しています。
　これまで、市としても、市が所有
する高齢者施設を障がい者施設へ転
換し、グループホームや重度肢体不
自由の人向けの生活介護や短期入所
施設を整備してきました。
　現在は、整備費への市独自の上乗
せ補助や、県と協働した緊急整備事
業により事業者負担の軽減を図るほ
か、民間事業者への働きかけや人材
確保・育成支援にも取り組んでいま
す。
　今後も、国に対し、適切な報酬設
定や人材確保の取組を一層推進する
よう要望するとともに、障がいのあ
る人や事業者の皆様に参画いただい
ている伊勢市障害者施策推進協議会
等を通じて多角的な支援策を検討
し、整備を推進してまいります。

11



No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

30

Ⅴ 分野別計画
分野4 医療・健康・
福祉
施策3 障がい福祉

87

88

重度障がい者の親なき後の受け入れ
先不足の解決として、具体的な目標
数値を出して欲しい、受け入れ時に
は、補助金が何円で、加算をどのく
らい等の明確さが必要だと思いま
す。 事業所は人とお金の両方が不
足しているとの事、もう８０５０問
題を越えている家庭もあります、悲
しい事がこれから伊勢市で起こらな
い様に助けてください。

伊勢市第７期障がい福祉計画等で
は、国の基本指針に基づくグループ
ホーム利用者数の見込みを指標とし
て設定するとともに、重度障がいの
ある人の利用者数についても市独自
に設定しており、次期計画策定にお
いても継続してまいります。

重度障がいのある人が利用できる
グループホームの整備を推進するた
め、国・県の補助金や市独自の支援
制度の情報共有を図りつつ、民間事
業者の皆様へ積極的な整備促進を働
きかけているところでございます。

重度障がいのある人が利用できる
グループホームの不足は全国的な課
題であるため、今後も、国に対し、
適切な報酬単価の設定や介護人材の
確保・育成・定着に向けた取組を一
層推進するよう要望してまいりま
す。また、伊勢市障害者施策推進協
議会等において、ご指摘の人材不足
や費用負担の両面から支援のあり方
を検討し、整備の促進に努めてまい
ります。

無

31

Ⅴ 分野別計画
分野5 防災・防犯・
消防
施策1 防災・減災

101

（5-1-1について）
防災講習や防災イベントはとてもい
い機会だと思います。ただ、それっ
て元々防災に関心があって、且つイ
ベントに参加できる予定や意欲があ
る人だけになってしまうのではない
のでしょうか。
仮に学校で開催していても、学校に
行っていない親やが年配の方々、移
住してきた人たちは自主的に防災の
情報を把握できるのかなと思ってし
まいました…。
経費などの関係で難しいかもしれま
せんが、TVCMや大型施設で防災につ
いて具体的な動き方や避難経路を災
害の内容によって月ごと流すなど、
ご家庭にテレビがあれば目に入りま
すし、テレビ離れしている世代や観
光で伊勢に来た人も大型施設の利用
はあると思うので、もしものときの
動きが自然と想像しやすくなりそう
かなと思いました。
私は移住してきた者なので、土地勘
も分からずで、特に津波が来たらど
うしようと思うことがあり書かせて
いただきました。

本市は、安心して暮らせるまちづ
くりを目指し、市民の皆様の防災意
識を高め、災害に備えた地域づくり
を推進しています。テレビＣＭ等に
よる周知は、費用が高額となること
から難しいところですが、限られた
予算の中でＳＮＳや広報紙など多様
な手段を活用し、具体的で効果的な
情報発信に努めてまいります。

無

32

Ⅴ 分野別計画
分野5 防災・防犯・
消防
施策1 防災・減災

101

（5-1-2について）
防災マップの作成、確認を一緒に誰
かとしていただける機会はとても頼
りになります！もし今までもされて
いたら存じ上げず申し訳ないのです
が、そのようなイベントの開催など
の宣伝を強化していただきたいで
す！！え！知らなかった！で月日が
経つことがよくあります。

自治会による地域防災マップの作
成支援については、毎年自治会にご
案内し、取り組みを促進していま
す。地域の防災力向上や住民同士の
つながりを広げるため、引き続き活
動を強化し、支援を行ってまいりま
す。

無
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No 課題・分野 頁 意見内容 市の考え方
修正の
有無

33

Ⅴ 分野別計画
分野5 防災・防犯・
消防
施策1 防災・減災

101

（5-1-3について）
避難所環境の整備、設備をとても進
めていただきたいです！特にプライ
バシーの確保と水回りです。
プライバシーの確保に関しては、段
ボールの仕切りなどではなく、個室
テントの用意が安心できます。仕事
柄、伊勢の方々とお話しする機会が
多く、心温かい方ばかりだなと毎日
感じます。ただ、災害時、避難時は
本当にいろんな方々がいると思いま
す。海外の方も増えていると思いま
す。プライバシーの確保が手薄なこ
とから発生する性被害が本当に怖い
です。ただでさえ災害が起きて心身
共に休められない上に、性被害の危
険性があるのが怖くてたまりませ
ん。
避難するほどの災害が起こらないの
が一番ですが、そんな災害が起きた
ときに少しでも安心して避難できる
環境があったらいいなと、心から思
います。
ご検討お願いいたします。

避難所でのプライバシー保護のた
め、室内用テントやパーティション
の備蓄を進めています。また、災害
用マンホールトイレに関しては、男
女の間隔に配慮した設置を行ってい
ます。今後も、警察と連携し、避難
所の安全性向上に取り組み、犯罪防
止を含めた安心できる避難所づくり
に努めてまいります。

無

34

Ⅴ 分野別計画
分野6 産業・経済
施策3 観光

Ⅴ 分野別計画
分野7 都市基盤
施策3 交通

117

132

外宮周辺の道路及び駐車場について
です。
通常の連休でも駐車場に向かうあち
こちの道が大渋滞で、市民しか通ら
ないような中の道路も渋滞になった
り、家にたどり着くのにかなり時間
を要し生活に支障をきたしてます。
観光客の立場で考えてもあの大渋滞
は困惑してると感じます。特に外宮
前交番近くの道が何方向からも出入
り出来る状態で、これも渋滞の要因
かと思っており、いつ事故がおきて
もおかしくないです。北御門の信号
付近も交差点真ん中で停まっていた
り、横暴な運転される方も見え、市
民として子供や高齢者含め歩行する
のさえ安全に不安を感じます。駐車
場付近に警備の方も見えますが不十
分です。警察の協力も視野に入れつ
つ、パーク＆ドライブだけでなく駐
車場の増設が必要と思います。これ
では外宮周辺で観光客の方がゆっく
り時間を作ることが出来ず離れてし
まいます。早急に対策お願いしま
す。

外宮周辺におきましては、正月や
ゴールデンウィーク時には、臨時駐
車場の開設や交通規制等を実施して
いるところです。

今後、関係機関と協議しながら更
なる交通環境の改善に努めてまいり
ます。

無

35 全体

155ページ脚注の「2市民」ほか、体
裁について
改行のまちがいは正してください。
ほかの文章で「両端揃え」にすると
良いと思われるところがあります。
（P54,P64,P65など）

印刷刊行時に調整いたします。

無

13



第３次伊勢市総合計画 後期基本計画（案） 修正箇所等一覧

No 項目 頁数 修正内容

1
Ⅳ 創生戦略
創生戦略1
施策3

18

令和７年度実績値の確定により、目標値を修正しました。

2

Ⅳ 創生戦略
創生戦略1
施策4

創生戦略3
施策2

Ⅴ 分野別計画
分野4
施策1

19

35

93

令和７年度実績値の確定により、目標値を修正しました。

3

Ⅳ 創生戦略
創生戦略2
施策3

Ⅴ 分野別計画
分野6
施策1

28

122

策定中としていた目標値を定めました。

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

男41.7
女33.2

男41.0
女34.8

男41.1
女35.2

男42.0
女37.0

男43.0
女38.0

男44.0
女39.0

男45.0
女40.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

男41.7
女33.2

男41.0
女34.8

男41.1
女35.2

男42.2
女36.0

男43.1
女37.0

男43.9
女38.0

男44.8
女39.0

男45.6
女40.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週
２日以上、１年以上実施している人
の割合（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市健康づくり指針（R8～R17）【策定中】

(指標の算出方法) 市国保特定健康診査を受けた人のうち、上記指標を実施している人の割合

修
正
後

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週
２日以上、１年以上実施している人
の割合（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市健康づくり指針（R8～R17）

(指標の算出方法) 市国保特定健康診査を受けた人のうち、上記指標を実施している人の割合

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

被害面積
1,419
被害額
15,249

被害面積
1,407
被害額
16,646

被害面積
1,414
被害額
23,311

－

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

被害面積
1,419
被害額
15,249

被害面積
1,407
被害額
16,646

被害面積
1,414
被害額
23,311

被害面積
1,358
被害額
22,388

被害面積
1,331
被害額
21,940

被害面積
1,304
被害額
21,501

－

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

修
正
前

有害鳥獣による農作物の被害面積と
被害額（上段＝ａ，下段＝千円）

(時点)

（出典） 伊勢市鳥獣被害防止計画（R8～R10）【策定中】

(指標の算出方法)
上段：有害鳥獣による農作物の被害を受けた面積
下段：被害面積×面積あたりの収量×農作物の単価（年度毎の収量と単価）

修
正
後

有害鳥獣による農作物の被害面積と
被害額（上段＝ａ，下段＝千円）

(時点)

（出典） 伊勢市鳥獣被害防止計画（R8～R10）

(指標の算出方法)
上段：有害鳥獣による農作物の被害を受けた面積
下段：被害面積×面積あたりの収量×農作物の単価（年度毎の収量と単価）

指標(単位)
実績値 目標値

策定中

総務政策委員会資料２－３

令和８年６月３日

担当：情報戦略局 企画調整課

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

50 50 50 50

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

8 30 30 30 30

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
市内に定住かつ就職希望の若者（35歳以下）で、条件を満たした場合に奨
学金返還支援の対象となる新規登録者

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

市の奨学金返還支援助成制度の登録
者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
市内に定住かつ就職希望の若者（35歳以下）で、条件を満たした場合に奨
学金返還支援の対象となる新規登録者

修
正
後

市の奨学金返還支援助成制度の登録
者数（人）

1



No 項目 頁数 修正内容

4

Ⅳ 創生戦略
創生戦略3
施策1

Ⅴ 分野別計画
分野5
施策1

34

107

算出根拠の見直しにより、実績値・目標値を修正しました。

5

Ⅳ 創生戦略
創生戦略3
施策1

Ⅴ 分野別計画
分野7
施策5

34

142

策定中としていた目標値を定めました。

6

Ⅳ 創生戦略
創生戦略3
施策1

Ⅴ 分野別計画
分野7
施策7

34

144

個別計画の改定に合わせて、令和９年度目標値を定めました。

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

4 4 6

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

4 4 6 20 30 30 30 30

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

耐震補強工事補助件数

(時点)

（出典） 伊勢市建築物耐震改修促進計画（第3次計画）（R8～R11）【策定中】

(指標の算出方法) 耐震補強工事補助金の交付件数

修
正
後

耐震補強工事補助件数

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 耐震補強工事補助金の交付件数

策定中

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

315.0 315.0 335.6 335.6 - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

315.0 315.0 335.6 335.6 335.6 431.8 - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

指標(単位)
実績値 目標値

（出典） 流域関連伊勢市公共下水道事業計画（H21～R8）

(指標の算出方法)
5年に1回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した区域の
面積（整備対象881ha）

修
正
後

降雨に対応する下水道整備が完了し
た区域の面積＜累計＞（ha）

(時点)

（出典） 流域関連伊勢市公共下水道事業計画（H21～R9）

(指標の算出方法)

修
正
前

降雨に対応する下水道整備が完了し
た区域の面積＜累計＞（ha）

(時点)

5年に1回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した区域の
面積（整備対象881ha）

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

91.9 94.8 98.0 100.0 - -

R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

88.6 91.1 96.0 97.2 100.0 - -

R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

(指標の算出方法) 伊勢市備蓄計画に基づく備蓄数量に対する達成率

修
正
後

備蓄数量の達成率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市備蓄計画（R5～）

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

備蓄数量の達成率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市備蓄計画（R5～）

(指標の算出方法) 伊勢市備蓄計画に基づく備蓄数量に対する達成率

2



No 項目 頁数 修正内容

7

Ⅳ 創生戦略
創生戦略3
施策1

Ⅴ 分野別計画
分野7
施策7

34

144

個別計画の改定に合わせて、令和９年度目標値を定めました。

8

Ⅳ 創生戦略
創生戦略3
施策2

Ⅴ 分野別計画
分野4
施策3

36

96

令和７年度実績値の確定により、目標値を修正しました。

9

Ⅳ 創生戦略
創生戦略3
施策3

Ⅴ 分野別計画
分野5
施策4

38

110

令和７年度実績値の確定により、目標値を修正しました。

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2 4 4 6 - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

2 4 4 5 6 6 - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

指標(単位)
実績値

修
正
前

施設の更新に着手した雨水ポンプ場
数（箇所）

(時点)

（出典） 流域関連伊勢市公共下水道事業計画（H21～R8）

(指標の算出方法) 施設の更新に着手した雨水ポンプ場の箇所数（対象施設9箇所）

修
正
後

施設の更新に着手した雨水ポンプ場
数（箇所）

(時点)

（出典） 流域関連伊勢市公共下水道事業計画（H21～R9）

(指標の算出方法) 施設の更新に着手した雨水ポンプ場の箇所数（対象施設9箇所）

目標値

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

16,886 19,969 20,229 20,630 20,830 21,030 21,230

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

16,886 19,969 20,229 22,625 22,830 23,030 23,230 23,430

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

修
正
前

障がい者相談支援件数（件）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
障がい者基幹相談支援センター、障がい者地域相談支援センター、福祉総
合支援センターにおける相談支援件数

修
正
後

障がい者相談支援件数（件）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
障がい者基幹相談支援センター、障がい者地域相談支援センター、福祉総
合支援センターにおける相談支援件数

指標(単位)
実績値 目標値

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1 1 3 4 6 8 10

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1 1 3 12 12 12 12 12

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

修
正
後

交通安全教室等を開催した学校数
（校）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 中学校、高校、大学（全20）のうち交通安全教室等を開催した学校数

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

交通安全教室等を開催した学校数
（校）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 中学校、高校、大学（全20）のうち交通安全教室等を開催した学校数

3



No 項目 頁数 修正内容

10
Ⅴ 分野別計画
分野1
施策3

51

令和８年３月定例会前常任委員会・協議会において、「非核平和都市宣言の自治体とし
ての施策の記載が必要ではないか」という意見をいただいたことから、再度記載内容に
ついて検討した結果、下記のとおり【背景】【課題】【取組の方向性】へそれぞれ追加
しました。

【背景】

【課題】

【取組の方向性】

11
Ⅴ 分野別計画
分野2
施策1

68

令和７年度実績値の確定により、目標値を修正しました。

12
Ⅴ 分野別計画
分野3
施策1

77

実績値の把握が困難となったため、指標の算出方法を変更しました。

追
加

・ 国際社会においては、紛争や核兵器をめぐる不安定な情勢が続く中、平和の実
現は人権の尊重と不可分とされています。

追
加

・ 戦後80年が経過し戦争や核兵器の被害を経験した世代が減少する中で、非核平
和都市宣言の理念や平和の尊さを、次世代にどのように継承していくかが課題
となっています。

追
加

・ 非核平和都市宣言の理念を踏まえ、平和の尊さや核兵器廃絶の必要性につい
て、市民が学び考える機会を提供します。

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
59.1

中学校
53.5

小学校
43.8

中学校
49.6

小学校
60.0
中学校
55.0

小学校
61.0
中学校
56.0

小学校
62.0
中学校
57.0

小学校
63.0
中学校
58.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
59.1

中学校
53.5

小学校
43.8

中学校
49.6

小学校
65.2
中学校
47.7

[暫定値]

小学校
66.0
中学校
50.0

小学校
67.0
中学校
51.0

小学校
68.0
中学校
52.0

小学校
69.0
中学校
53.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(指標の算出方法)
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科
学省）

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

欠席日数50日以上の不登校児童・生
徒が、学校内外の機関等で専門的な
相談・指導等を受けた割合（％）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法)
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科
学省）

修
正
後

欠席日数50日以上の不登校児童・生
徒が、学校内外の機関等で専門的な
相談・指導等を受けた割合（％）

(時点)

（出典） －

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

295,112 289,882 301,291 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

334,026 328,312 341,421 - - - -

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

修
正
前

市域の家庭・小規模事業所などにお
ける電力使用量（ＭＷｈ）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 中部電力パワーグリッド(株)が電灯契約（低圧）で供給した電力量

修
正
後

市域の家庭・小規模事業所などにお
ける電力使用量（ＭＷｈ）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 資源エネルギー庁 電力調査統計の市町村別需要電力量（低圧）の公表値

指標(単位)
実績値 目標値

4



No 項目 頁数 修正内容

13
Ⅴ 分野別計画
分野3
施策1

77

実績値の把握が困難となったため、指標の算出方法を変更しました。

14
Ⅴ 分野別計画
分野3
施策3

79

令和８年３月定例会前常任委員会・協議会において「ボランティア清掃ごみ袋の目標指
標について、個人だけでなく、団体・企業なども含む指標が必要ではないか」という意
見をいただいたことから、下記のとおり指標を追加しました。

15
Ⅴ 分野別計画
分野5
施策3

109

令和７年度実績値の確定により、目標値を修正しました。

16
Ⅴ 分野別計画
分野6
施策1

113

数値に誤りがありましたので、下記のとおり修正しました。

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

46 44 40 54 60 65 70 75

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

指標(単位)
実績値 目標値

追
加

団体がボランティア清掃を実施した
回数（回）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法)
市が配布したボランティア清掃ごみ袋（団体用）を利用した清掃活動の回
数

修
正
前

・

修
正
後

・

これまで生産効率の向上に向けた市内農地の集積化に取り組み、担い手への農
地集積率は41.3％（令和６年度末）まで向上するなど、持続可能な農業経営の
基盤づくりを進めてきました。

これまで生産効率の向上に向けた市内農地の集積化に取り組み、担い手への農
地集積率は42.5％（令和６年度末）まで向上するなど、持続可能な農業経営の
基盤づくりを進めてきました。

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

5,540 5,773 6,039 6,420 6,640 6,860 7,080

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

5,718 5,934 6,213 6,660 6,880 7,100 7,320

R4.12.31 R5.12.31 R6.12.31 R7.12.31 R8.12.31 R9.12.31 R10.12.31 R11.12.31
修
正
後

太陽光発電設置件数（件）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法における太陽光
発電設備の導入件数（法施行日にすで発電を開始していた設備「移行認定
分」を含む）

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

太陽光発電設置件数（件）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市環境基本計画改定版（R2～R11）

(指標の算出方法) 中部電力パワーグリッド(株)に系統接続している太陽光発電設備の件数

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2,437 4,427 5,117 5,200 5,200 5,200 5,200

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2,437 4,427 5,117 5,411 5,500 5,500 5,500 5,500

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

修
正
後

救命講習受講者数（人）
（普通救命講習、救命入門コース等）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
伊勢市消防本部管内で開催した救命講習（普通救命講習、救命入門コース
等）の受講者数

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

救命講習受講者数（人）
（普通救命講習、救命入門コース等）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
伊勢市消防本部管内で開催した救命講習（普通救命講習、救命入門コース
等）の受講者数

5



No 項目 頁数 修正内容

17
Ⅴ 分野別計画
分野6
施策1

114

令和８年３月定例会前常任委員会・協議会において、「農家が生産から加工・販売まで
すべてを担うこと（６次産業化）は難しいのではないか」という意見をいただいたこと
から、再度記載内容について検討した結果、下記のとおり【取組の方向性】を修正しま
した。

18
Ⅴ 分野別計画
分野6
施策4

125

令和７年度実績値の確定により、目標値を修正しました。

19
Ⅴ 分野別計画
分野7
施策1

129

令和７年度実績値へ更新しました。

20
Ⅴ 分野別計画
分野7
施策3

132

【取組の方向性】の記載について、内容を見直し、下記のとおり修正しました。

21
Ⅴ 分野別計画
分野8
施策1

146

令和７年度実績値へ更新しました。

修
正
前

・

修
正
後

・

儲かる農水産業を目指し、６次産業化などによる付加価値向上、消費者ニーズ
に応じた生産、産地・特産品としての認知度向上などに取り組みます。

儲かる農水産業を目指し、６次産業化や農商工連携などによる付加価値向上、
消費者ニーズに応じた生産、産地・特産品としての認知度向上などに取り組み
ます。

修
正
前

・

修
正
後

・ 国や県、警察など関係機関と連携し、駐車場対策や交通規制、パーク＆バスラ
イドの実施、交通渋滞に関する調査や情報発信などを実施するとともに、駐車
場の再編に取り組み、地域の交通渋滞の緩和や発生抑止に取り組みます。

国や県、警察など関係機関と連携し、駐車場対策や交通規制、パーク＆バスラ
イドの実施、交通渋滞に関する調査や情報発信など、地域の交通渋滞の緩和や
発生抑止に取り組みます。

修
正
前

・

修
正
後

・

地籍調査の進捗率は、市全域の10.0％（R7.3.31時点）と遅滞しています。

地籍調査の進捗率は、市全域の10.2％（R8.3.31時点）と遅滞しています。

修
正
前

・

修
正
後

・

これまで公共施設マネジメントの取り組みを計画的に進め、除却・譲渡27件を
含む56件の取り組みが完了し、更新等費用抑制額は104億円に達しました（令和
６年度末時点）。

これまで公共施設マネジメントの取り組みを計画的に進め、除却・譲渡33件を
含む69件の取り組みが完了し、更新等費用抑制額は113億円に達しました（令和
７年度末時点）。

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

3 0 10 10 - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

3 0 1 5 10 - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

南三重就活ナビからつながった就職
者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
南三重地域就労対策協議会が運営するマッチングサイト「南三重就活ナ
ビ」を通じた就職者数

修
正
後

南三重就活ナビからつながった就職
者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
南三重地域就労対策協議会が運営するマッチングサイト「南三重就活ナ
ビ」を通じた就職者数
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No 項目 頁数 修正内容

22
Ⅴ 分野別計画
分野8
施策1

150

令和７年度実績値の確定により、目標値を修正しました。

23
Ⅴ 分野別計画
分野8
施策1

150

目標値について再度検討し、下記のとおり修正しました。

24
Ⅴ 分野別計画
分野8
施策1

150

令和７年度実績値の確定により、目標値を修正しました。

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

44 53 56 65 101 101 104

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

44 53 56 69 82 101 101 104

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

修
正
後

施設類型別計画における取組完了施
設数＜累計＞

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
施設類型別計画（Ⅰ～Ⅱ期：平成27年度～令和16年度）の目標値135件に対
する取組完了施設数（平成27年度～）

指標(単位)
実績値 目標値

修
正
前

施設類型別計画における取組完了施
設数＜累計＞

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
施設類型別計画（Ⅰ～Ⅱ期：平成27年度～令和16年度）の目標値135件に対
する取組完了施設数（平成27年度～）

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

17.7 20.9 22.7 26.7 37.5 37.5 41.0

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

17.7 20.9 22.7 24.7 30.1 34.3 34.3 34.3

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

(指標の算出方法)

修
正
前

施設類型別計画における更新等費用
抑制額の進捗状況（％）

(時点)

（出典）

施設類型別計画（Ⅰ～Ⅲ期：平成27年度～令和26年度）の目標値460億円
（抑制される更新等費用）に対する進捗率

修
正
後

施設類型別計画における更新等費用
抑制額の進捗状況（％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
施設類型別計画（Ⅰ～Ⅲ期：平成27年度～令和26年度）の目標値460億円
（抑制される更新等費用）に対する進捗率

指標(単位)
実績値 目標値

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1,052.3 2,007.8 3,538.2 4,600.0 4,800.0 5,000.0 5,200.0

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

1,052.3 2,007.8 3,538.2 5,639.8 6,300.0 6,500.0 6,700.0 6,900.0

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

伊勢市デジタル行政推進ビジョン（R8～R11）【策定中】

(指標の算出方法) デジタル技術の導入により、導入前と比べて短縮された業務時間の合計

修
正
前

デジタル技術の活用により削減でき
た業務時間数（時間）

(時点)

（出典） 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（R8～R11）【策定中】

(指標の算出方法) デジタル技術の導入により、導入前と比べて短縮された業務時間の合計

修
正
後

デジタル技術の活用により削減でき
た業務時間数（時間）

(時点)

（出典）

指標(単位)
実績値 目標値
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No 項目 頁数 修正内容

25
Ⅴ 分野別計画
分野8
施策1

150

策定中としていた目標値を定めました。

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

0以下 0以下 0以下

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

0以下 0以下 0以下 40以下 56以下 57以下 51以下

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

修
正
前

将来負担比率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市の財政収支見通し（R8～R11）【策定中】

(指標の算出方法) （将来負担額－控除財源）/（標準財政規模－基準財政需要額算入額）

修
正
後

将来負担比率（％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) （将来負担額－控除財源）/（標準財政規模－基準財政需要額算入額）

指標(単位)
実績値 目標値

策定中
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Ⅰ 基本的事項

１．計画の位置づけ

本市では、伊勢市総合計画条例に基づき、総合的かつ計画的な市政の運営を図る

ための最上位の計画として、基本構想・基本計画・実施計画の３層からなる総合計

画を策定することとしています。

現在、平成 30 年度から令和 11年度を計画期間とする第３次伊勢市総合計画・基

本構想の計画期間中であり、「まちの将来像」を実現するための施策の基本的な方

針等を体系的に示したものとして、中期基本計画に引き続き、後期基本計画を策定

するものです。

まちの将来像

つながりが誇りと安らぎを育む魅力創造都市 伊勢

２．本計画に統合・包含する計画

本計画は、人口減少の克服と持続可能な地域社会の形成を目指し、「まち・ひと・

しごと創生法」に基づく「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」として位置づ

け、一体的に策定するものです。あわせて、デジタル技術の活用による課題解決に

地域が一体となって取り組む姿を示した「スマートシティ伊勢推進構想」を本計画

全体に包含するとともに、持続可能な行財政運営を目指す行財政改革の取組方針を

分野別計画に包含しました。これにより、関連する計画の整合性を確保し、施策を

総合的かつ効率的に推進します。

３．計画の期間

令和８年度から令和 11 年度までの４年間

構成 概要

基本構想
市の目指すべき将来像及び将来像を実現するための基本理念等を示したもの

計画期間 平成 30 年度（2018 年度）～令和 11 年度（2029 年度）（12 年間）

基本計画
基本構想を実現するための施策の基本的な方針等を体系的に示したもの

計画期間 4 年間

実施計画 基本計画に掲げる施策を推進するための具体的な事業を示したもの

3



４．計画の構成

（１）取組方針

「まちの将来像」の実現に向け、後期基本計画の計画期間における施策展開の

方針として設定しております。

（２）視点

施策展開にあたって踏まえるべき基本的な考えとして設定しています。

（３）創生戦略

人口減少の克服と持続可能な地域づくりの実現を目的として分野を横断して

取り組む方針を「創生戦略」として設定しています。

（４）分野別計画

政策分野を８つに分け、それぞれの分野における課題や取組の方向性等につい

て、分野別計画として整理しています。

（５）指標

①モニタリング指標

「施策を取り巻く環境・前提条件」や「外的要因の影響を強く受けるものの

施策の進捗」を表す指標で、施策や事業等の検討にあたっての基礎資料とする

ために設定するものです。

②目標指標

各分野における目標及び進捗状況を明らかにするために設定するものです。

なお、各分野に関連する下位計画との整合を図るため、下位計画の改定等にあ

わせ、更新します。
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Ⅱ 取組方針

市民とともに築く、安心と希望のまちづくり ～ 未来へつなぐ伊勢の力 ～

本方針は、第３次伊勢市総合計画・基本構想に掲げる「まちの将来像」の実現に向け、

計画期間における施策展開の方向性を定めるものです。

新型コロナウイルス感染症の影響により希薄となった人と人の「つながり」を再生・

強化するとともに、デジタル技術の活用により希望あふれる未来を切り拓くスマートシ

ティの実現を図ります。あわせて、次期式年遷宮に向けた諸行事が始まったこの好機を

最大限に生かし、市民一人ひとりが日々の暮らしに安心を感じ、未来へ希望を抱けるよ

う、伊勢が持つ魅力を次世代へ確実に継承・発展させていくことを目指します。
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Ⅲ 視点

視点は、施策を進めるにあたって踏まえるべき基本的な考えを示すものです。

３つの視点は、それぞれが独立したものではなく、相互に深く関連し合うまちづくり

の土台となる考えです。

視点１ 連携・分担

市役所のみならず、地域住民や企業、学校、団体など、多様な関係者との連携

を深めます。それぞれの強みを生かした役割分担を行い、互いに力を合わせ、地

域課題の解決と目指すべきまちづくりを進めます。

視点２ 効率・効果

限られた経営資源を有効に活用し、施策の効果を最大化することを目指します。

そのために、小規模でのチャレンジから、実行、検証、改善を繰り返し、素早く

求められる施策や仕組みを構築します。

視点３ 対話・共感

関係者との対話を重視し、課題やビジョンを共有するとともに、市民の声に耳

を傾け、多くの人々から共感を得ることで、地域全体が一体となって協働のまち

づくりを進めます。
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基礎指標（モニタリング指標・目標指標）

創生戦略１　未来を支える人づくり

施策１　子どもを産み・育てやすい環境整備

施策２　教育環境の充実

施策３　地域・職場を支える人材の育成・確保

施策４　自分らしく生きられる環境整備

施策５　移住・定住の促進

★ モニタリング指標・目標指標

創生戦略２　まちの躍動・輝きづくり

施策１　文化力の向上

施策２　観光による賑わいづくり

施策３　商工業・農水産業の振興

施策４　人々が集い、魅力あるまちづくり

★ モニタリング指標・目標指標

創生戦略３　暮らしの安心・快適づくり

施策１　自然災害への備え

施策２　誰一人取り残さない福祉

施策３　暮らしを支える快適で安全な環境・基盤づくり

★ モニタリング指標・目標指標

Ⅳ 創生戦略
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

120,359 118,884 117,307 - - - -

R4.10.1 R5.10.1 R6.10.1 R7.10.1 R8.10.1 R9.10.1 R10.10.1 R11.10.1

13,586

11.3

13,193

11.1

12,728

10.9
- - - -

R4.10.1 R5.10.1 R6.10.1 R7.10.1 R8.10.1 R9.10.1 R10.10.1 R11.10.1

66,197

55.0

65,305

54.9

64,351

54.9
- - - -

R4.10.1 R5.10.1 R6.10.1 R7.10.1 R8.10.1 R9.10.1 R10.10.1 R11.10.1

39,216

32.6

39,026

32.8

38,868

33.1
- - - -

R4.10.1 R5.10.1 R6.10.1 R7.10.1 R8.10.1 R9.10.1 R10.10.1 R11.10.1

1,156

1.0

1,291

1.1

1,388

1.2

1,594

1.4
- - - -

R4.9.30 R5.9.30 R6.9.30 R7.9.30 R8.9.30 R9.9.30 R10.9.30 R11.9.30

51,930 52,042 52,162 - - - -

R4.10.1 R5.10.1 R6.10.1 R7.10.1 R8.10.1 R9.10.1 R10.10.1 R11.10.1

2.32 2.28 2.25 - - - -

R4.10.1 R5.10.1 R6.10.1 R7.10.1 R8.10.1 R9.10.1 R10.10.1 R11.10.1

年少人口、人口に対する割合
（上段＝人、下段＝％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 月別人口調査

生産年齢人口、人口に対する割合
（上段＝人、下段＝％）

(時点)

（出典）

創生戦略　基礎指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

指標(単位)
実績値 目標値

人口（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 月別人口調査

【モニタリング指標】

月別人口調査

（出典）

(指標の算出方法) 月別人口調査

１世帯あたりの人員（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 人口 / 世帯数

(指標の算出方法) 住民基本台帳

世帯数（世帯）

(時点)

(指標の算出方法) 月別人口調査

外国人住民人口、人口に対する割合
（上段＝人、下段＝％）

(時点)

基
礎
指
標

老年人口、人口に対する割合
（上段＝人、下段＝％）

(時点)

（出典）

（出典）

(指標の算出方法)
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略　基礎指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

指標(単位)
実績値 目標値

3,862 3,774 3,616 3,670 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

3,572 3,412 3,410 3,611 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

705 601 544 522 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1,790 1,783 1,878 1,808 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

69.4 59.9 76.9 68.5 90.0 90.0 90.0 90.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

83.3 83.9 93.6 82.8 90.0 90.0 90.0 90.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

72.0 82.4 89.0 77.4 90.0 90.0 90.0 90.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(指標の算出方法) 市民アンケート

伊勢市に住み続けたいと思う市民の
割合（％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 市民アンケート

（出典）

伊勢市は暮らしやすいまちだと思う
市民の割合（％）

(時点)

（出典）

市民アンケート

【目標指標】

死亡数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 住民基本台帳

(指標の算出方法) 住民基本台帳

(指標の算出方法) 住民基本台帳

転入者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 住民基本台帳

基
礎
指
標

出生数（人）

(時点)

（出典）

転出者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)

伊勢市に自分のまちとしての愛着、
魅力を感じていると思う市民の割合
（％）

(時点)

10



創生戦略１ 未来を支える人づくり

少子高齢化や人口減少の進行により、地域コミュニティの衰退や労働力の不足、経済活

力の低下といった課題が顕在化しています。そのような状況の中で、地域社会や経済の持

続可能性を保ち、次世代へ希望をつなげるためには、未来を支える人材を育成・確保する

ことが必要です。未来を見据えた幅広い人づくりの取り組みを推進することは、地域に暮

らすすべての人が安心し、希望を持って生活できるまちづくりの基盤を築くことにつなが

ります。

施策１ 子どもを産み・育てやすい環境整備

【課題】

・少子化や核家族化、地域コミュニティの希薄化が進む中で、妊娠・出産・子育て

に関して相談できる相手や周囲からの支援が減少し、不安や孤独を感じる人が少

なくありません。また、生活スタイルの多様化や共働き世帯の増加などにより、

さまざまな保育ニーズが高まっています。

【取組の方向性】

・すべての妊産婦に対する伴走型支援や、オンラインも含めた切れ目のない包括的

な相談支援を提供します。また、ニーズに応じた多様な保育サービスの提供や子

どもの居場所の確保、妊娠期から思春期を通しての総合的な支援の充実を図り、

子どもを産み育てやすい環境の整備を進めます。

【主な関連施策】

1-1.地域コミュニティ

4-1.医療・健康

7-2.道路・公園

1-3.人権尊重・男女共同参画

4-4.こどもの福祉

11



施策２ 教育環境の充実

【課題】

・将来予測がますます困難となる時代の中で、未来を生き抜く力を育むために、す

べての子どもたちの個性を尊重しながら、学習やスポーツ、文化的な活動や社会

的な体験活動などに、安心し意欲を持って打ち込むことができるような学習環境

を整えていくことが求められています。

【取組の方向性】

・子どもたちが主体的に学び続けられるよう、安全で安心な教育環境を整え、ＩＣ

Ｔを活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を実現しま

す。そして、情報教育の充実や読書環境の整備により情報活用能力を育むほか、

共生社会の実現や環境保全に関する課題を解決するための力、人権を尊重し郷土

への愛着を持てる心等を育成します。

【主な関連施策】

1-5.文化

2-2.社会教育

3-3.環境教育

5-4.交通安全

2-1.学校教育

2-3.スポーツ

4-2.地域福祉

7-2.道路・公園

12



施策３ 地域・職場を支える人材の育成・確保

【課題】

・人口減少や少子高齢化の進行により、住民自治・地域福祉・防災を担う地域の人

材に加えて、福祉をはじめとする各産業分野を支える担い手の不足が課題となっ

ています。そのため、地域や職場を支える人材の育成や確保に取り組むことが必

要です。

【取組の方向性】

・デジタル技術の活用を含めた自治会やまちづくり協議会の活動支援、地域福祉活

動の担い手養成、地域防災の核となる人材育成のほか、本市に定住・就労する若

者や保育・介護・障がい福祉などに関わる人材への支援などを通じて、地域や職

場を支える人材の育成や確保を進めます。

【主な関連施策】

1-1.地域コミュニティ

4-1.医療・健康

4-3.障がい福祉

4-5.高齢者福祉

5-3.消防・救急

6-4.就労・雇用

1-2.市民活動

4-2.地域福祉

4-4.こどもの福祉

5-1.防災・減災

6-2.商工業
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施策４ 自分らしく生きられる環境整備

【課題】

・誰もが自分らしく生きることができる環境は、個人の幸福とともに、社会全体の

成長や調和につながります。社会のさまざまな障壁を解消し、一人ひとりの希望

が叶い、自由に能力を発揮できる環境を整えることが重要です。

【取組の方向性】

・性別による固定的な役割分担意識の解消、結婚を望む人への出会い支援、スポー

ツ・運動などによる健康増進や、デジタル技術を活用した子どもから大人までの

切れ目ない学びなど、誰もが自分の希望や可能性を発揮できる環境づくりを進め

ます。

【主な関連施策】

施策５ 移住・定住の促進

【課題】

・デジタル技術の活用により働き方が変化し、地方暮らしへの関心が高まる一方で、

生活環境や住環境、移住に係る費用や仕事が懸念・不安材料となっています。こ

のため、安心して相談できる体制の充実、移住や生活に関連する制度情報の提供

が必要です。

【取組の方向性】

・移住検討者からの相談にきめ細かく応じるとともに、本市に係る情報を積極的に

発信し、移住・定住の促進を図ります。また、生活圏が近い近隣市町と連携し、

それぞれの市町の強みを互いに生かしながら、広域的な取り組みを行います。

【主な関連施策】

1-3.人権尊重・男女共同参画

2-1.学校教育

2-3.スポーツ

6-4.就労・雇用

1-4.国際交流・多文化共生

2-2.社会教育

4-1.医療・健康

6-1.農林水産業

6-4.就労・雇用

6-2.商工業

7-5.住宅
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

684 591 561 558 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

705 601 544 522 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

55 49 70 167 215 310 375 460

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

96.0 95.9 96.2 96.6 96.5 96.5 97.0 97.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

100.0 99.9 99.5 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(指標の算出方法) 産後ケア利用延べ数

(指標の算出方法) 保育所保護者アンケート

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 母子健康手帳交付時における妊娠届出の受理件数

子育ての相談場所を知っている保護
者の割合（％）

(時点)

（出典） -

出生数（人）

産後ケア事業（人・日）

(時点)

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

【モニタリング指標】

妊娠届出受理件数（件）

創
生
戦
略
１
　
未
来
を
支
え
る
人
づ
く
り

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 住民基本台帳

【目標指標】

(時点)

（出典） 伊勢市こども計画（R7～R11）

(指標の算出方法) 利用者 / 申込者数

放課後児童クラブの利用充足率
（％）

（出典） 伊勢市こども計画（R7～R11）

施策１
子どもを産み・
育てやすい環境
整備
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

5,875 5,726 5,476 5,378 - - - -

R4.5.1 R5.5.1 R6.5.1 R7.5.1 R8.5.1 R9.5.1 R10.5.1 R11.5.1

3,054 2,945 2,991 2,926 - - - -

R4.5.1 R5.5.1 R6.5.1 R7.5.1 R8.5.1 R9.5.1 R10.5.1 R11.5.1

108 108 102 97 - - - -

R4.5.1 R5.5.1 R6.5.1 R7.5.1 R8.5.1 R9.5.1 R10.5.1 R11.5.1

21.4

(31.7)

25.8

(37.2)

25.9

(38.6)

28.3

(   )
- - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
72.1
中学校
82.7

小学校
80.1
中学校
79.7

小学校
84.8
中学校
82.9

小学校
83.9
中学校
80.2

小学校
84.0
中学校
81.0

小学校
84.5
中学校
82.0

小学校
84.7
中学校
82.5

小学校
85.0
中学校
83.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
47.4
中学校
43.5

小学校
76.6
中学校
69.7

小学校
83.5
中学校
77.0

小学校
84.5
中学校
78.5

小学校
68.0
中学校
66.0

- - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
50.0
中学校
26.3

小学校
55.0
中学校
30.0

小学校
60.0
中学校
35.0

小学校
65.0
中学校
40.0

小学校
70.0
中学校
45.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

全国学力・学習状況調査（文部科学省）

地域や社会をよくするために何をす
べきか考えることがある児童・生徒
の割合（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法) 全国学力・学習状況調査（文部科学省）

学校の授業以外で、本（電子書籍含
む）で何かを調べたことがある児
童・生徒の割合（％）

(時点)

（出典） －

課題の解決に向けて、自分で考え、
自分から取り組んでいる児童・生徒
の割合（％）

(時点)

（出典） －

【目標指標】

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市立幼稚園の在籍園児数

－

(指標の算出方法) 伊勢市立小学校の在籍児童数

市立中学校の生徒数（人）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 伊勢市立中学校の在籍生徒数

市立幼稚園の園児数（人）

(時点)

（出典） －

市立小学校の児童数（人）

【モニタリング指標】

1,000人当たりの不登校児童・生徒数
（人）
※下段括弧内は全国値

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法)
伊勢市立小中学校の児童生徒1,000人当たりの年間30日以上欠席した児童生
徒数（病気や経済的な理由によるものを除く）

(指標の算出方法) 小中学生読書アンケート

(指標の算出方法)

創
生
戦
略
１
　
未
来
を
支
え
る
人
づ
く
り

施策２
教育環境の充実
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

小学校
76.9
中学校
79.8

小学校
84.7
中学校
81.9

小学校
85.2
中学校
83.0

小学校
88.1
中学校
87.8

小学校
85.0
中学校
82.5

- - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
95.7
中学校
96.9

小学校
97.4
中学校
96.3

小学校
97.2
中学校
94.7

小学校
98.0
中学校
96.1

小学校
100

中学校
100

- - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

23 49 19 23 25 25 25 25

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

◆ 17.8 18.2 19.2 20.4 21 22 23 24

R5.1.1 R6.1.1 R7.1.1 R8.1.1 R9.1.1 R10.1.1 R11.1.1 R12.1.1

43 56 54 53 75 80 85 90

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

64 50 70 79 84 90 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(指標の算出方法) 夏休みちょこっと福祉体験の参加者数

学校・幼稚園・保育所・こども園で
実施した環境教育の実施回数（回）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市環境基本計画改定版（R2～R11）

(指標の算出方法)
市が主催し、又は皇學館大学・協定締結事業者・伊勢市環境会議等と連携し
て実施した環境教育の回数

(時点)

(指標の算出方法) 伊勢市通学路交通安全プログラムに基づき安全対策を実施した箇所数

総合型地域スポーツクラブに加入す
る小中学生の割合
（％）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 市内総合型地域スポーツクラブに加入する小中学生数 / 市内小中学生数

夏休みちょこっと福祉体験の参加者
数（人）

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

全国学力・学習状況調査（文部科学省）

いじめは、どんな理由があってもい
けないことだと考える児童・生徒の
割合（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法) 全国学力・学習状況調査（文部科学省）

自分には、よいところがあると思う
児童・生徒の割合（％）

(時点)

（出典）

通学路の安全対策実施箇所数（箇
所）

創
生
戦
略
１
　
未
来
を
支
え
る
人
づ
く
り

施策２
教育環境の充実

第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法)

（出典） 伊勢市通学路交通安全プログラム
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

33.2 41.7 47.4 32.6 46.0 48.0 50.0 52.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

16 17 19 21 22 23

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

64.2 67.0 60.4 73.0 76.0 80.0 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

384 395 410 437 475 ‐ ‐ ‐

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

197 257 310 350 385 430 475 520

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

◆ 8 30 30 30 30

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市防災大学の受講修了者数（平成29年度～）

(指標の算出方法) まちづくり協議会（全23団体）への集落支援員を委嘱した人数

ひきこもりサポーター養成者数に占
める活動者数の割合（％）

生活支援サポーター数＜累計＞
（人）

(時点)

（出典） 第10次老人福祉計画・第9期介護保険事業計画（R6～R8）

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

(指標の算出方法) 活動しているひきこもりサポーター数 / サポーター養成者数

(指標の算出方法)
市内に定住かつ就職希望の若者（35歳以下）で、条件を満たした場合に奨
学金返還支援の対象となる新規登録者

伊勢市防災大学の受講修了者数
〈累計〉（人）

(指標の算出方法) 生活支援サポーター養成講座の修了者数（平成28年度～）

創
生
戦
略
１
　
未
来
を
支
え
る
人
づ
く
り

施策３
地域・職場を支
える人材育成・
確保

【目標指標】

地域活動に参加したい市民の割合
（％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 市民アンケート

まちづくり協議会への集落支援員委
嘱数（人）

(時点)

（出典）

(時点)

市の奨学金返還支援助成制度の登録
者数（人）

(時点)

（出典）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

79 82.1 78.6 79.8 70.0 70.0 - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

30.6 28.5 28.1 28.8 35.0 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

321,184 335,669 337,609 337,385 345,000 350,000 355,000 360,000

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

男41.7
女33.2

男41.0
女34.8

男41.1
女35.2

男42.2
女36.0

男43.1
女37.0

男43.9
女38.0

男44.8
女39.0

男45.6
女40.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創
生
戦
略
１
　
未
来
を
支
え
る
人
づ
く
り

施策４
自分らしく生き
られる環境整備

【目標指標】

「男は仕事、女は家庭」などの性別
による固定的な役割分担意識につい
て賛成しない回答の割合（％）

(時点)

（出典） 第4次伊勢市男女共同参画基本計画（R5～R9）

(指標の算出方法) 市民アンケート

社会教育施設の稼働率（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法)
利用コマ数計 / 年間コマ数計
※社会教育施設：いせトピア、二見生涯学習センター、小俣公民館、御薗公
民館及び小俣農村環境改善センター

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週
２日以上、１年以上実施している人
の割合（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市健康づくり指針（R8～R17）

(指標の算出方法) 市国保特定健康診査を受けた人のうち、上記指標を実施している人の割合

図書館入館者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 図書館年間入館者数（分室除く）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

◆ 97 145 232 239 270 280 290 300

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

◆ 11 20 26 14 30 30 35 35

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

移住関連施策を利用した移住者数
（人）

(時点)

（出典）

【目標指標】
創
生
戦
略
１
　
未
来
を
支
え
る
人
づ
く
り

施策５
移住・定住の促
進

(指標の算出方法) 市が実施する移住関連施策を利用した移住者数

移住相談者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 移住相談者数（窓口、電話、メール、移住イベント参加者数）
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創生戦略２ まちの躍動・輝きづくり

人口減少や少子高齢化により、本市固有の文化の保存・継承が危ぶまれるとともに、進

学や就職を機に若者が市外へ流出することが地域活力の低下につながることが懸念されま

す。市民の誇りであり、訪れる人を魅了する「伊勢らしさ」を未来へ引き継ぎ、多くの観

光客を呼び込むとともに、多様な働く場を確保することが必要です。まちの魅力を高めて、

多くの人をひきつけることで地域経済が活性化することは、市民がいきいきと暮らせる賑

わいのあるまちづくりを築くことにつながります。

施策１ 文化力の向上

【課題】

・長い歴史の中で育まれてきた本市固有の文化は、市民の誇りであるとともに、訪

れる人をひきつける求心力となっています。少子高齢化、生活様式の変化、価値

観の多様化などが進む現代においても、まちのアイデンティティを守り、さらに

発展、継承を進める必要があります。

【取組の方向性】

・歴史的・文化的資産である指定文化財の保存・活用、伝統的な行事・祭りなどの

継承支援、市民が文化芸術に触れる機会の提供、デジタル技術も活用した博物館

施設での魅力的な展示などを通じて、伊勢の文化力の向上を図ります。

【主な関連施策】

1-1.地域コミュニティ

6-3.観光

1-5.文化

21



施策２ 観光による賑わいづくり

【課題】

・本市は、神宮がご鎮座する観光都市であり、古くからさまざまな業種が観光と関

連し栄えてきました。御遷宮を契機に伊勢への関心を持つ人を増やすとともに、

安全・安心かつ快適な受け入れ環境の整備を進めることで実際の来訪につなげ、

まちの賑わい創出につなげることが求められます。

【取組の方向性】

・来訪時期の分散化や宿泊を伴う滞在時間の延伸、観光消費額の増大につなげてい

くために、ターゲットを定めた情報発信やプロモーション等を展開します。また、

インバウンドやバリアフリー観光等の多様な主体の受入環境を整備するとともに、

デジタル技術を活用した交通利便性の向上や観光危機管理の強化を推進します。

これらを通じて、来訪者が安全・安心かつ快適に滞在できる環境を創出し、観光

産業の促進につなげていきます。

【主な関連施策】

5-1.防災・減災

6-3.観光

6-2.商工業

7-3.交通
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施策３ 商工業・農水産業の振興

【課題】

・地域経済を支える企業の持続的な経営・発展や新しい企業・産業の創出を促進し、

地域経済の活性化を図ることが求められています。また、農水産業では、新たな

担い手を確保・育成するとともに、所得の増大と安定を図ることで、持続可能な

農水産業を実現することが必要です。

【取組の方向性】

・企業の経営向上への支援、創業しやすい環境づくり、企業の立地支援などを通じ

て、安定した雇用の創出を図ります。また、農水産業の担い手の育成・確保やデ

ジタル技術の活用による獣害対策を進めるとともに、地元産物の付加価値の向上

や認知度向上による儲かる農水産業を目指します。

【主な関連施策】

2-1.学校教育

6-1.農林水産業

6-3.観光

3-2.環境保全

6-2.商工業

6-4.就労・雇用
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施策４ 人々が集い、魅力あるまちづくり

【課題】

・まちの魅力を高めることは、市全体の活力を生み出し、多くの人々をひきつける

重要な要素です。人々にとって「訪れたい」「過ごしたい」「住み続けたい」と感

じるまちを創り上げ、地域の活性化につなげていく必要があります。

【取組の方向性】

・まちの賑わいの創出に向け、市民だけでなく来訪者にとっても魅力のある中心市

街地の形成や地域経済の活性化、地域の人々が集い憩える公園の整備、さらには

公共交通の充実を目指すとともに新しい交通システムの導入などを進めます。

【主な関連施策】

6-2.商工業

7-1.土地利用

7-3.交通

6-3.観光

7-2.道路・公園

7-5.住宅
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1 0 0 0 1 1 1 1

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

13,592 13,960 18,396 17,552 17,000 17,000 17,000 17,000

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

48 75 111 111 115 110 105 100

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

31,957 38,168 43,976 39,676 66,000 71,000 72,000 73,000

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

市博物館施設の入館者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
市所有の博物館施設の入館者数
博物館施設：伊勢古市参宮街道資料館、尾崎咢堂記念館、賓日館（R8.3～
休館）、伊勢河崎商人館、山田奉行所記念館、伊勢市歴史博物館

創
生
戦
略
２
　
ま
ち
の
躍
動
・
輝
き
づ
く
り

施策１
文化力の向上

【目標指標】

（出典）

(指標の算出方法) 国・県・市指定文化財と国登録文化財等の新規指定等件数

小中学生を対象とする文化体験講座
の実施回数（回）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 小中学生を対象とした文化体験講座の実施回数

市主催文化行事の参加者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 文化政策課主催の文化行事の観覧者数と出演者等の合計

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

新規文化財指定等の件数（件）

(時点)
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

603.7 717.3 754.1 772.5 - - - -

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1.9 8.5 11.0 11.5 - - - -

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

72.2 83.8 86.6 88.6 89.3 92.2 93.4 94.6

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

422.7 479.9 657.7 663.1 730 780 830 870

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

91.5 92.4 87.4 95.6 91.5 91.5 91.5 91.5

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

神宮参拝者数（万人）

(時点)

（出典） 伊勢市観光振興基本計画（R8～R11）

(指標の算出方法)

(時点)

（出典） 伊勢市観光振興基本計画（R8～R11）

(指標の算出方法) 伊勢市観光客実態調査

市内観光消費額（億円）

(時点)

（出典） 伊勢市観光振興基本計画（R8～R11）

(指標の算出方法) 一人あたりの平均観光消費額×観光入込客数（伊勢市観光客実態調査）

神宮外国人参拝者数（万人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 神宮（外宮・内宮）の外国人参拝者合計

創
生
戦
略
２
　
ま
ち
の
躍
動
・
輝
き
づ
く
り

施策２
観光による賑わ
いづくり

【モニタリング指標】

【目標指標】

市内宿泊者数（万人）

(時点)

（出典） 伊勢市観光振興基本計画（R8～R11）

(指標の算出方法) 伊勢市観光統計

神宮（外宮・内宮）の参拝者合計

市観光の総合満足度（％）

26



R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

43.0 45.3 48.7 - - - -

R3年 R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年

3.2 3.2 6.1 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年 R9年 R10年 R11年

2,276 2,521 2,892 3,159 - - - -

R3年 R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年

3,236 3,260 3,295 3,306 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

三重県農業産出額を市町按分して算出

伊勢湾漁業協同組合による漁業・漁港別漁業生産額の合計

経済構造実態調査　製造業事業所調査

(指標の算出方法) 法人市民税均等割が課税されている事業所数

市内の漁業生産額（億円）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)

【モニタリング指標】

法人事業所数

市内の農業産出額（推計）（億円）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)

(時点)

製造品出荷額（億円）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)

施策３
商工業・農水産
業の振興

創
生
戦
略
２
　
ま
ち
の
躍
動
・
輝
き
づ
く
り

（出典）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

21 24 25 29 29 31 33 35

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

36.3 41.3 42.5 44.3 45.3 46.3 47.3

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

18 19 19 19 23 - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

被害面積
1,419
被害額
15,249

被害面積
1,407
被害額
16,646

被害面積
1,414
被害額
23,311

被害面積
1,358
被害額
22,388

被害面積
1,331
被害額
21,940

被害面積
1,304
被害額
21,501

－

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

8,269 8,016 6,907 6,525 7,000 7,020 7,040 7,060

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

176 188 256 164 260 265 270 275

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1 1 3 3 2 2 2 2

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(時点)

（出典） 第2次伊勢市農村振興基本計画（H30～R9）

(指標の算出方法)
市内産農産物の高付加価値化に向けた取り組みへの支援数（平成27年度
～）

（出典） 伊勢市鳥獣被害防止計画（R8～R10）

(指標の算出方法)
上段：有害鳥獣による農作物の被害を受けた面積
下段：被害面積×面積あたりの収量×農作物の単価（年度毎の収量と単価）

商工団体における小規模事業者指導件数

有害鳥獣による農作物の被害面積と
被害額（上段＝ａ，下段＝千円）

(時点)

(時点)

（出典）

【目標指標】

認定新規就農者数＜累計＞（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 青年等就農計画の認定を行った農業者数（平成27年度～）

(指標の算出方法) 国の担い手の農地利用集積状況調査

市内産農産物の高付加価値化に向け
た取り組みへの支援数＜累計＞
（件）

経営相談件数

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 企業立地促進条例に基づく事業者指定を受け、操業した事業者数

市内で新設・増設・移設した事業者
数（事業所）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法)

創業スクール等への参加者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 創業支援事業計画に定める創業スクール等への参加者数

施策３
商工業・農水産
業の振興

創
生
戦
略
２
　
ま
ち
の
躍
動
・
輝
き
づ
く
り

担い手の農地利用集積率（％）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

3,288 2,957 3,543 3,204 3,634 3,680 3,727 3,774

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1,577 1,654 1,783 1,962 2,051 2,140 2,229

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

◆ 0 0 0 0 0 1 1 1

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

中心市街地の歩行者通行量（人）

自動運転バス車両の保有台数

観光利用が多い路線バスの年間利用
者数（千人）

(時点)

（出典） 伊勢市地域公共交通計画（R8～R12）

(指標の算出方法) 外宮内宮線、CANバス、二見サンアリーナ線のバス年間利用者数

創
生
戦
略
２
　
ま
ち
の
躍
動
・
輝
き
づ
く
り

施策４
人々が集い、魅
力あるまちづく
り

【目標指標】

伊勢市中心市街地活性化基本計画（R8～R12）

(指標の算出方法) 中心市街地7カ所で計測された歩行者数（調査年1回）

(時点)

（出典）

自動運転バスの保有台数

(時点)

（出典） 伊勢市地域公共交通計画（R8～R12）

(指標の算出方法)
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創生戦略３ 暮らしの安心・快適づくり

安心して快適に日常生活を送れる環境は、生活の質を向上させるだけでなく、人々の幸

福感を高め、地域の魅力を高める重要な要素です。そのためには、自然災害への備え、充

実した医療や福祉サービスの充実、生活を支えるインフラの整備などが必要です。一人ひ

とりが安心して豊かな生活を送れる社会を築くことにつながります。

施策１ 自然災害への備え

【課題】

・発生が危惧される南海トラフ巨大地震、近年多発する局地的な豪雨等の自然災害

への対応を進め、市民が安心して暮らせる災害に強い社会を実現する必要があり

ます。

【取組の方向性】

・市民の防災意識向上、地域の防災力の向上、木造住宅の耐震化促進、避難所環境

の整備や生活復興支援体制の強化を図ります。また、浸水対策として、河川や排

水路の整備、ポンプ場などの改築・更新のほか、上下水道施設の耐震化を推進し

ます。

【主な関連施策】

1-4.国際交流・多文化共生

4-3.障がい福祉

5-1.防災・減災

7-5.住宅

7-7.下水道

2-1.学校教育

4-5.高齢者福祉

7-4.河川・排水

7-6.水道
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施策２ 誰一人取り残さない福祉

【課題】

・誰もが住み慣れた地域で、その人らしく暮らし続けられる地域共生社会の実現に

向け、医療、福祉の専門職だけでなく、地域社会が一体となり支え合う体制づく

りが必要です。

【取組の方向性】

・孤独・孤立の防止、ひきこもり支援や身寄りのない人等に対する権利擁護支援な

ど、さまざまな暮らしの困りごとに寄り添う支援体制の強化や、地域包括ケアシ

ステムの深化・介護予防の推進など、誰もがいきいきと暮らせる環境づくりを進

めます。

【主な関連施策】

4-1.医療・健康

4-3.障がい福祉

4-5.高齢者福祉

7-3.交通

4-2.地域福祉

4-4.こどもの福祉

6-4.就労・雇用
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施策３ 暮らしを支える快適で安全な環境・基盤づくり

【課題】

・快適で安心できる暮らしは、人々の幸福感を高めるだけでなく、生活の質を向上

させ、地域の魅力を高める重要な要素です。その実現のために、犯罪抑止や交通

事故防止、増加する空家への対策、不法投棄や路上喫煙の防止など、安全で快適

な生活環境を総合的に整えていくことが求められています。

・道路、公園、公共交通、上下水道は、市民生活や都市の発展を支える重要な基盤

であり、老朽化が進む施設の適正な維持管理や更新、持続可能な地域公共交通網

の整備が必要です。

【取組の方向性】

・地域の防犯環境の整備支援や交通安全対策の推進、流通・活用促進などによる空

家の解消、資源循環や生活排水処理の促進による環境の保全、消防・救急体制の

充実などに取り組み、誰もが安心して快適に暮らせる環境づくりを推進します。

・安全安心な通行空間の確保や新技術の活用によるインフラ施設の効率的な維持管

理・更新、地域公共交通の充実など、生活を支える基盤の整備を進めます。

【主な関連施策】

3-1.循環型社会

5-2.防犯

5-4.交通安全

7-2.道路・公園

7-5.住宅

7-7.下水道

3-2.環境保全

5-3.消防・救急

6-5.消費者行政

7-3.交通

7-6.水道
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

3,901 8,649 7,678 6,046 8,000 8,500 9,000 9,500

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

8 8 13 13 17 18 19 20

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

88.6 91.1 96.0 97.2 100.0 - -

R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

4 4 6 20 30 30 30 30

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

41.6 42.9 44.3 44.5 46.2 47.1 48.4 -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

315.0 315.0 335.6 335.6 335.6 431.8 - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

2 4 4 5 6 6 - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

（出典） 伊勢市水道事業ビジョン（R1～R10）

(指標の算出方法) （基幹管路のうち耐震管延長 / 基幹管路延長）×100

(指標の算出方法)
5年に1回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した区域の
面積（整備対象881ha）

基幹管路の耐震化率（％）

(時点)

(指標の算出方法) 地域で開催した防災講習会の参加者数

施設の更新に着手した雨水ポンプ場
数（箇所）

(時点)

（出典） 流域関連伊勢市公共下水道事業計画（H21～R9）

(指標の算出方法) 施設の更新に着手した雨水ポンプ場の箇所数（対象施設9箇所）

備蓄数量の達成率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市備蓄計画（R5～）

(指標の算出方法) 伊勢市備蓄計画に基づく備蓄数量に対する達成率

耐震補強工事補助件数

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 耐震補強工事補助金の交付件数

降雨に対応する下水道整備が完了し
た区域の面積＜累計＞（ha）

(時点)

（出典） 流域関連伊勢市公共下水道事業計画（H21～R9）

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

創
生
戦
略
３
　
暮
ら
し
の
安
心
・
快
適
づ
く
り

施策１
自然災害への備
え

【目標指標】

避難所運営マニュアル策定の地域数
〈累計〉（地域）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 避難所運営マニュアルを策定した地域数（平成30年度～）

地域での防災講習会の参加者数
（人）

(時点)

（出典）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

男78.5
女81.3

男78.8
女80.9

男78.3
女80.6

男77.9
女80.3

- - - -

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

7,084 7,353 7,348 7,342 - - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

39,608

32.7

39,541

33.0

39,366

33.3

39,195

33.5
- - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

22,029

18.2

22,732

19.0

23,181

19.6

23,532

20.1
- - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

16,490 17,115 15,901 15,998 - - - -

R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1 R9.4.1 R10.4.1 R11.4.1 R12.4.1

男41.7
女33.2

男41.0
女34.8

男41.1
女35.2

男42.2
女36.0

男43.1
女37.0

男43.9
女38.0

男44.8
女39.0

男45.6
女40.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

22.8 33.5 33.8 34.6 44.0 48.0 52.0 56.0

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

施策２
誰一人取り残さ
ない福祉

健康寿命（歳）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市健康づくり指針（R8～R17）

(指標の算出方法) sullivan法を用いて三重県が推計した健康寿命

特定保健指導実施率（％）

(時点)

（出典）
伊勢市国民健康保険データヘルス計画（第3期）特定健康診査等実施計画
（第4期）（R6～R11）

(指標の算出方法)
当該年度中に特定保健指導対象となった人のうち、特定保健指導を完了した
人の割合

【目標指標】

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週
２日以上、１年以上実施している人
の割合（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市健康づくり指針（R8～R17）

(指標の算出方法) 市国保特定健康診査を受けた人のうち、上記指標を実施している人の割合

避難行動要支援者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 75歳以上の高齢者のみ世帯や要介護3以上認定などの要件に当てはまる人

創
生
戦
略
３
　
暮
ら
し
の
安
心
・
快
適
づ
く
り

【モニタリング指標】

障害者手帳（身体・療育・精神）交
付者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 障害者手帳（身体・療育・精神）交付者数

後期高齢者人口、後期高齢化率
（上段＝人、下段＝％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
住民基本台帳（上段：75歳以上の伊勢市人口、下段：伊勢市人口に占める
75歳以上の割合）

高齢者人口、高齢化率
（上段＝人、下段＝％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
住民基本台帳（上段：65歳以上の伊勢市人口、下段：伊勢市人口に占める
65歳以上の割合）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

92.6 87.1 90.2 88.1 94.0 94.5 95.0 95.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

7 8 9 10 11 12 ‐

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

626 746 608 850 925
1,000に
到達

‐

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

130 150 163 184 176 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

27 21 25 30

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

447 449 522 530 546 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

16,886 19,969 20,229 22,625 22,830 23,030 23,230 23,430

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

94 106 82 88 100 110 120 130

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(指標の算出方法) 1月あたりの平均利用者数（年間利用者数 / 12月）

フレイル予防の活動に取り組む集い
の場等の団体数（箇所）

(時点)

施策２
誰一人取り残さ
ない福祉

(指標の算出方法)
障がい者基幹相談支援センター、障がい者地域相談支援センター、福祉総合
支援センターにおける相談支援件数

（出典）

(指標の算出方法)
福祉総合支援センター等が地域で開催するフレイル予防の活動を支援した集
いの場等住民主体の活動団体数

（出典） 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画（R6～R8）

(時点)

糖尿病性腎症重症化予防の受診勧奨
後の医療機関受診率（％）

(時点)

（出典）

共同生活援助（グループホーム）利
用者数（人）

(時点)

手話奉仕員養成講座修了者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 手話奉仕員養成講座（２年間）修了者数（人）

創
生
戦
略
３
　
暮
ら
し
の
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心
・
快
適
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福祉マッピング調査の実施地区数
（地区）

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

(指標の算出方法) 地図上に心配な世帯を落とし込む福祉マッピング調査の実施地区数

同じ悩みを抱えた人が集う場への参
加者数（人）

(時点)

障がい者相談支援件数（件）

(時点)

（出典）

（出典） 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画（R6～R8）

(指標の算出方法) 1月あたりの平均利用者数（年間利用者数 / 12月）

計画相談支援及び障害児相談支援利
用者数（人）

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

(指標の算出方法) ひきこもりなど同じ悩みを抱えた人が集う場への参加者数

伊勢市国民健康保険データヘルス計画（第3期）特定健康診査等実施計画
（第4期）（R6～R11）

(指標の算出方法) 受診勧奨を受けた人のうち、特定健診又は内科を受診した人の割合
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

0 0 0 0 - - - -

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

494 627 545 546 - - - -

R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年

186 188 182 180 - - - -

R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年

4 3 2 1 - - - -

R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年

(指標の算出方法) BOD値が環境基準値を超過した市内河川の地点数（全7箇所）

伊勢市の交通事故における人身事故
発生件数（件）

(時点)

（出典）

（出典）

(指標の算出方法) 街頭犯罪等発生状況一覧による刑法犯総数

(指標の算出方法) 伊勢市の交通事故における人身事故発生件数

伊勢市の交通事故死者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市の交通事故死者数

市内の主要河川の中で環境基準値を
超過した地点数

(時点)

（出典） －

【モニタリング指標】

刑法犯認知件数（件）

(時点)

施策３
暮らしを支える
快適で安心な環
境・基盤づくり

創
生
戦
略
３
　
暮
ら
し
の
安
心
・
快
適
づ
く
り
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

86.7 87.4 88.2 88.5 91.0 92.1 93.2 94.3

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

1,130 1,739 2,122 1,705 2,300 2,400 2,500 2,600

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

147 188 221 251 255 270 285 300

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

66 79 64 59 74 79 84 89

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

81 98 84 90 90 93 96 100

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1 1 3 12 12 12 12 12

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

267 269 308 327 200 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

15 23 17 15 8 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

交通安全の広報啓発の実施回数
（回）

(時点)

（出典）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 防犯出前講座を受講した人数

自治会による防犯カメラの設置数
（台）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市生活排水対策推進計画（R8～R17）

(指標の算出方法)

(時点)

（出典） 第2期伊勢市空家等対策計画（R4～R8）

(時点)

交通安全教室、講習会の開催回数

（出典）

(指標の算出方法)

交通安全教室等を開催した学校数
（校）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)

中学校、高校、大学（全20）のうち交通安全教室等を開催した学校数

空家等の除却・管理済件数（件）

（下水道処理人口＋農業集落排水等処理人口＋コミュニティ・プラント処理
人口＋合併処理浄化槽人口）/ 伊勢市人口

防犯出前講座の参加人数（人）

【目標指標】

汚水処理人口普及率（％）

(指標の算出方法) 空家バンクによる売買・賃貸借契約の成約件数

(指標の算出方法)

空家バンクの成約件数（件）

(時点)

（出典） 第2期伊勢市空家等対策計画（R4～R8）

管理依頼・除却補助金等による空家の解消件数

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 市補助により自治会が設置した防犯カメラ台数

(指標の算出方法) 伊勢市交通安全都市推進協議会による街頭等での広報啓発回数

交通安全教室、講習会の開催回数
（回）

施策３
暮らしを支える
快適で安心な環
境・基盤づくり

創
生
戦
略
３
　
暮
ら
し
の
安
心
・
快
適
づ
く
り
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

創生戦略モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

重点 施策 指標(単位)
実績値 目標値

3,386 2,677 3,232 2,153 2,000 2,000 2,000 2,000

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2 4 3 8 6 5 3 6

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

11 12 5 6 6 14 14 15

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

1,248 1,255 1,270 1,274 1,277 1,280 1,283

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

8 7 7 13 12以下 12以下 12以下 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

0 0 0 0 0 0 0 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(指標の算出方法)

水源の水質事故件数（件）

(時点)

（出典）

公園の長寿命化実施箇所数（公園）

(時点)

（出典） 伊勢市公園施設長寿命化計画（H26～R15）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 宇治浦田町交差点（伊勢西IC方面）から1km以上の渋滞発生日数

御木本道路1km以上の渋滞発生日数
（日）

第3次伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン（R6～R10）

生活利用が主となる路線バス及び市
内コミュニティバスの年間利用者数
（千人）

(時点)

（出典） 伊勢市地域公共交通計画（R8～R12）

(指標の算出方法)
路線バス（観光利用が多い路線を除く）及び市内コミュニティバスの年間利
用者数

橋梁の長寿命化に関する実施橋梁数(指標の算出方法)

（出典）

(指標の算出方法) 道路改良工事における道路側溝整備延長

道路改良工事延長（ｍ）

(時点)

橋梁の長寿命化実施箇所数(橋）

(時点)

（出典） 伊勢市橋梁長寿命化修繕計画（H26～R15）

創
生
戦
略
３
　
暮
ら
し
の
安
心
・
快
適
づ
く
り

施策３
暮らしを支える
快適で安心な環
境・基盤づくり

【目標指標】

伊勢市水道事業ビジョン（R1～R10）

年間水源水質事故件数

(指標の算出方法) 公園の長寿命化に関する実施公園数
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Ⅴ 分野別計画
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地域の連携を深め、地域活動を活性化します

市民が自分たちのまちのことを考え、行動できるまち 個人やNPO等の市民活動を促進します

人権意識を高めるとともに、心のバリアフリーを推進します

国際理解を深めるとともに、多様な文化を認め合えるまちづくりを進めます

郷土愛を醸成するとともに伊勢らしい文化・芸術の振興を図ります

主体的に学び続ける子どもの育成と誰一人取り残さない教育の推進に努めま
す

郷土を愛し、夢と意欲を持ち未来を切り拓く人づくりのまち 生涯にわたり学習できる環境の充実を図ります

ライフステージに合わせてスポーツを楽しめるまちを目指します

脱炭素で地球にやさしく、資源を大切にする循環型のまちづくりを進めます

豊かな環境を将来につなぐまち
豊かな自然・多様な生物と人が共生し、快適な生活環境と調和のとれたまち
づくりを進めます

一人一人に環境を守る意識が定着し、自らが考え行動できるような、環境文
化の根付いたまちづくりを進めます

誰もがいつまでも健康で安心して暮らせるまちづくりを進めます

誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるまち みんなの絆と地域の力で育む心豊かなまちづくりを進めます

誰もが自分らしく暮らせる自立と共生のまちづくりを進めます

こどもの想いが実現し笑顔あふれるまちづくりを進めます

高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりを進めます

３ 障がい福祉

４ こどもの福祉

５ 高齢者福祉

３ 環境教育

４ 医療・健康・福祉

１ 医療・健康

２ 地域福祉

３ スポーツ

３ 環境

１ 循環型社会

２ 環境保全

２ 教育

１ 学校教育

２ 社会教育

５ 文化

分野別計画体系図(８分野―３４施策)

１ 自治・人権・文化

１ 地域コミュニティ

２ 市民活動

３ 人権尊重・男女共同参画

４ 国際交流・多文化共生
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市民の防災意識を高め、災害に備える地域づくりを推進します

みんなで築く安心して暮らせるまち 市民の防犯意識を高め、犯罪被害防止対策を推進します

火災などの災害から市民を守る消防・救急体制の整備を推進します

交通安全意識の高揚を図り、交通事故抑止を推進します

地元産物の魅力を生かし、持続可能な農林水産業を目指します

産業活動が活発で活力と賑わいにあふれるまち 中小企業・小規模事業者の発展を促します

常若の精神を受け継ぎ、伝統の継承と新たなチャレンジによる、持続可能な
まちづくり

働きたい人が働ける、必要な人材が確保できる環境づくりを進めます

消費者が安心・安全に暮らせるまちをつくります

よりよいまちとしての土地利用を進めます

誰もが安心して快適に暮らせる魅力あるまち 幹線道路の整備及び生活道路、公園施設を良好に保全します

移動しやすい交通環境の整備を推進します

河川・排水施設を良好に保全します

市民が住んでいたいと感じる住環境の整備を推進します

安全で安心な水を未来へつなげます

公共水域の水質保全と浸水被害の軽減を進めます

効率的・効果的な行政運営と持続可能な財政運営を進めます

市民から信頼される市役所
市民や職員とつながり、ともに考え、未来志向でチャレンジする職員の育成
を目指します

６ 水道

７ 下水道

８ 市役所運営

１ 行財政運営

２ 行政組織力

３ 交通

４ 河川・排水

５ 住宅

７ 都市基盤

１ 土地利用

２ 道路・公園

５ 消費者行政

３ 消防・救急

４ 交通安全

商工業

３ 観光

４ 就労・雇用

６ 産業・経済

１ 農林水産業

２

５ 防災・防犯・消防

１ 防災・減災

２ 防犯
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11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

5.ジェンダー平等を実現しよう

10.人や国の不平等をなくそう

16.平和と公正をすべての人に

17.パートナーシップで目標を達成しよう

関連
SDGs

関連
SDGs

施策３　人権尊重・男女共同参画
主要課題

①
人権意識の高揚

推進
方針

人権意識を高めるとともに、心のバリ
アフリーを推進します

主要課題
②

男女共同参画社会形成のための
意識の醸成

施策２　市民活動
主要課題

①
市民活動への参加促進

推進
方針

個人やNPO等の市民活動を促進します
主要課題

②
多様な市民活動の促進

関連
SDGs

分野１ 自治・人権・文化

目指す姿 市民が自分たちのまちのことを考え、行動できるまち

施策１　地域コミュニティ
主要課題

①
地域活動に主体的に参画する機運の
向上

推進
方針

地域の連携を深め、地域活動を活性化
します

主要課題
②

地域活動の仕組み・体制の充実支援

８つの分野ごとに体系図シートを作成

８つの分野ごとに「目指す姿」を設定

施策ごとに「推進方針」を設定
施策ごとに「主要課題」を２～４つ設定

【見方】

44



施策１ 地域コミュニティ

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

【取組の方向性】

1-1-1.地域活動に主体的に参画する機運の向上

・

・

1-1-2.地域活動の仕組み・体制の充実支援

・

・

市民の地域活動への関心を高めるため、地域のつながりの重要性とその必要性
を幅広く発信します。

市民が主体的に地域活動へ参加できるよう、地域が行う取り組みの広報を支援
するとともに、若者等がまちづくりに参加する機会を提供します。

まちづくり協議会の活動に対する人的・財政的な支援を推進するとともに、自
治会の地域活動を継続的に支援します。

同じ地域で活動する団体の役割分担や整理を進めるためのきっかけづくりを行
うとともに、地域活動のデジタル化を支援します。

地域活動の維持・活性化に向けて、地域を支える人材の確保・育成をはじめ、
同じ地域内で類似の活動を行う団体間の連携や役割分担の整理、さらにデジタ
ル技術を活用した負担軽減などが必要です。

【推進方針】 地域の連携を深め、地域活動を活性化します

地域コミュニティは、住民相互の助け合いや生活基盤として重要な役割を担っ
ており、環境美化や安心・安全の確保、交流促進など多岐にわたる活動が展開
されています。

頻発する自然災害や令和６年能登半島地震の教訓から、「公助」の限界と「共
助」の重要性が改めて強く認識され、地域防災力の要として、身近な地域の中
における「顔の見える関係」づくりの重要性が再認識されています。

令和８年・９年の「お木曳行事」は、住民の郷土愛を醸成し、世代を超えた交
流と新たな地域人材を発掘・育成できる絶好の機会となります。

市内のまちづくり協議会において、地域に応じた主体的な活動が継続的に展開
され、住民主体による課題解決の基盤となっています。

これまで、地域活動のデジタル化支援やまちづくり協議会への集落支援員配置
などを行い、地域活動の活性化に向けた環境整備を進めてきました。

生活様式の変化や価値観の多様化が進む中で、新たなつながりが生まれる一
方、地域社会における結びつきが希薄化している状況にあります。

少子高齢化や人口減少、定年延長などにより地域活動を担う人材が不足し、役
員の負担が増加しています。

施策ごとに施策シートを作成【見方】

施策の【推進方針】を設定

施策をとりまく【背景】を整理

施策の【課題】を整理

施策の【取組の方向性】を主要課題ごとに設定
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

76.2 74.8 73.2 - - - -

R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1 R9.4.1 R10.4.1 R11.4.1 R12.4.1

33.2 41.7 47.4 32.6 46.0 48.0 50.0 52.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

16 17 19 21 22 23

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 市民アンケート

　1-1-2　地域活動の仕組み・体制の充実支援

まちづくり協議会への集落支援員委
嘱数（人）

分
野
１
　
自
治
・
人
権
・
文
化

施策１
地域コミュニ
ティ

【モニタリング指標】

自治会加入率（％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 自治会加入世帯数 / 住民基本台帳世帯数

【目標指標】

(指標の算出方法) まちづくり協議会（全23団体）への集落支援員を委嘱した人数

　1-1-1　地域活動に主体的に参画する機運の向上

地域活動に参加したい市民の割合
（％）

(時点)

（出典）

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

施策ごとに指標シートを作成

【目標指標】下記２つを満たすもの

①施策の進捗、課題解決の進捗を測るもの

②事業の実施によって直接的に影響を与えることができるもの

（外的要因の影響を強く受けないもの）

※主要課題ごとに１つ以上を設定

【モニタリング指標】下記２つのいずれか

①目標指標の条件②を満たさないが、施策の進捗、課題解決の進捗

を測るもの

②施策を取り巻く環境や前提条件

※モニタリング指標は設定の無い施策もあります。

モニタリング指標は目標値を設定しない

目標指標は目標値を設定

出典は個別計画で目標値として設定している場合に

その計画名を記載

【見方】
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11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

5.ジェンダー平等を実現しよう

10.人や国の不平等をなくそう

16.平和と公正をすべての人に

17.パートナーシップで目標を達成しよう

関連
SDGs

推進
方針

人権意識を高めるとともに、心のバリ
アフリーを推進します

主要課題
②

男女共同参画社会形成のための
意識の醸成

関連
SDGs

施策３　人権尊重・男女共同参画
主要課題

①
人権意識の高揚

推進
方針

個人やNPO等の市民活動を促進します
主要課題

②
多様な市民活動の促進

関連
SDGs

施策２　市民活動
主要課題

①
市民活動への参加促進

推進
方針

地域の連携を深め、地域活動を活性化
します

主要課題
②

地域活動の仕組み・体制の充実支援

分野１ 自治・人権・文化

目指す姿 市民が自分たちのまちのことを考え、行動できるまち

施策１　地域コミュニティ
主要課題

①
地域活動に主体的に参画する機運の
向上
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1.貧困をなくそう

4.質の高い教育をみんなに

10.人や国の不平等をなくそう

4.質の高い教育をみんなに

関連
SDGs

主要課題
③

文化施設（博物館含む）の整備と利
用推進

推進
方針

郷土愛を醸成するとともに伊勢らしい
文化・芸術の振興を図ります

主要課題
②

文化芸術活動の促進

関連
SDGs

施策５　文化
主要課題

①
文化財（有形・無形）等の保存・
活用

推進
方針

国際理解を深めるとともに、多様な
文化を認め合えるまちづくりを進めま
す

主要課題
②

多文化共生の環境づくり

施策４　国際交流・多文化共生
主要課題

①
国際交流の促進
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施策１ 地域コミュニティ

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

【取組の方向性】

1-1-1.地域活動に主体的に参画する機運の向上

・

・

1-1-2.地域活動の仕組み・体制の充実支援

・

・

地域活動の維持・活性化に向けて、地域を支える人材の確保・育成をはじめ、
同じ地域内で類似の活動を行う団体間の連携や役割分担の整理、さらにデジタ
ル技術を活用した負担軽減などが必要です。

まちづくり協議会の活動に対する人的・財政的な支援を推進するとともに、自
治会の地域活動を継続的に支援します。

同じ地域で活動する団体の役割分担や整理を進めるためのきっかけづくりを行
うとともに、地域活動のデジタル化を支援します。

市民の地域活動への関心を高めるため、地域のつながりの重要性とその必要性
を幅広く発信します。

市民が主体的に地域活動へ参加できるよう、地域が行う取り組みの広報を支援
するとともに、若者等がまちづくりに参加する機会を提供します。

【推進方針】 地域の連携を深め、地域活動を活性化します

生活様式の変化や価値観の多様化が進む中で、新たなつながりが生まれる一
方、地域社会における結びつきが希薄化している状況にあります。

少子高齢化や人口減少、定年延長などにより地域活動を担う人材が不足し、役
員の負担が増加しています。

地域コミュニティは、住民相互の助け合いや生活基盤として重要な役割を担っ
ており、環境美化や安心・安全の確保、交流促進など多岐にわたる活動が展開
されています。

頻発する自然災害や令和６年能登半島地震の教訓から、「公助」の限界と「共
助」の重要性が改めて強く認識され、地域防災力の要として、身近な地域の中
における「顔の見える関係」づくりの重要性が再認識されています。

市内のまちづくり協議会において、地域に応じた主体的な活動が継続的に展開
され、住民主体による課題解決の基盤となっています。

令和８年・９年の「お木曳行事」は、住民の郷土愛を醸成し、世代を超えた交
流と新たな地域人材を発掘・育成できる絶好の機会となります。

これまで、地域活動のデジタル化支援やまちづくり協議会への集落支援員配置
などを行い、地域活動の活性化に向けた環境整備を進めてきました。
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施策２ 市民活動

【背景】

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

【取組の方向性】

1-2-1.市民活動への参加促進

・

・

1-2-2.多様な市民活動の促進

・

・

企業による地域貢献活動が活発化しており、企業と市民活動団体の連携による
活動の充実が期待されます。

市民が主体的に市民活動へ参加することを促進するため、イベントや広報紙を
通じて既存団体の活動の周知を行います。

資源・ノウハウの共有や活動の拡大につなげるため、活動団体同士が交流でき
る場を設けるとともに、地域コミュニティや企業との連携を促進します。

組織体制が十分でない市民活動団体も多いため、活動の活性化を図るには、円
滑な運営を支援することが必要です。

【推進方針】 個人やＮＰＯ等の市民活動を促進します

いせ市民活動センターの登録団体については、新しい団体が登録される一方
で、活動の維持が難しくなる団体もあり、少しずつ減少しています。

市民活動を広げていくには、市民の関心を高めることにより、より多くの市民
の参加を促すことが重要です。

市民が市民活動に参加するきっかけにつながるよう、「いせ市民活動セン
ター」の認知度向上に向けた取り組みを行い、利用を促進します。

地域課題が多様化する中、行政によるサービスだけでは対応が難しい課題が増
加しており、ＮＰＯやボランティアなど市民活動への期待がこれまで以上に高
まっています。

令和４年10月に労働者協同組合法が施行され、多様な枠組みで地域課題の解決
に取り組む新たな組織形態が可能となるなど、市民活動の活性化が期待されて
います。

「いせ市民活動センター」は、長年にわたり市民活動の相談窓口や交流の場と
しての機能を担ってきました。市民活動の拠点機能の強化に向け、令和７年度
に「いせ市民活動センター」の改修工事を実施し、誰もが利用しやすく、活動
の活性化や交流促進に寄与する環境整備を行いました。

市民活動団体の運営をサポートするため、活動に関する相談対応、活動に役立
つ情報の提供、活動のＰＲを行います。
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施策３ 人権尊重・男女共同参画

【背景】

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

1-3-1.人権意識の高揚

・

・

・

国際法や規範、SDGsの浸透により、人権の尊重やジェンダー平等の実現が国際
社会共通の重要課題として定着し、多様性を認め合い、包摂する社会づくりへ
の要請が一層高まっています。

育児・介護休業法の改正により、令和４年４月から段階的に、有期雇用労働者
の育児・介護休業の取得要件の緩和や産後パパ育休の創設などが施行され、男
女ともに仕事と家庭を両立できる社会基盤づくりが進んでいます。

多様な困難を抱える女性を包括的に支援する「困難な問題を抱える女性への支
援に関する法律（女性支援新法）」が令和６年４月に施行されました。

これまで、社会情勢の変化や市民の関心を捉えた講演会の開催をはじめ、市民
団体との協働による映画祭の実施など、多様な手法を用いて人権意識の高揚と
男女共同参画意識の浸透に取り組んできました。

三重県においては、令和４年５月に「差別を解消し、人権が尊重される三重を
つくる条例」が施行（一部令和５年４月施行）され、不当な差別の解消に向け
た取り組みが強化されています。

非核平和都市宣言の理念を踏まえ、平和の尊さや核兵器廃絶の必要性につい
て、市民が学び考える機会を提供します。

効果的な啓発活動を行うため、市民の意識・関心や人権侵害の発生状況の把握
を行います。

市民の主体的な学びにつながるよう、さまざまな媒体や手法を活用し、啓発活
動を行います。

社会には性別による固定的な役割分担意識が依然として残っており、男女共同
参画社会実現の課題となっています。

あらゆる場面で、性別にかかわらず、その個性や能力を発揮できる環境の形成
や、仕事と家庭が調和したライフスタイルの実現を支援する必要があります。

【推進方針】 人権意識を高めるとともに、心のバリアフリーを推進します

依然として偏見や差別が存在するほか、ＳＮＳ（会員制交流サイト）の普及に
よるインターネット上やその影響による人権侵害、性的マイノリティの人権課
題など新たな課題が顕在化しています。

人権課題の解決のためには、啓発により他者を尊重する大切さを広め、人権尊
重の意識を高めることが大切です。

国際社会においては、紛争や核兵器をめぐる不安定な情勢が続く中、平和の実
現は人権の尊重と不可分とされています。

戦後80年が経過し戦争や核兵器の被害を経験した世代が減少する中で、非核平
和都市宣言の理念や平和の尊さを、次世代にどのように継承していくかが課題
となっています。
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1-3-2.男女共同参画社会形成のための意識の醸成

・

・

・

次代を担う子どもたちへの学習機会や広く市民を対象とした啓発を充実し、そ
れぞれの視点で考える機会を提供します。

男女が共に自らの能力を発揮でき、ライフイベントとキャリア形成の両立を実
現できるよう、必要な情報の周知やセミナーの開催等に取り組みます。

各分野における意思決定過程への女性の参画を推進するため、企業や関係団体
への働きかけを行います。
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施策４ 国際交流・多文化共生

【背景】

・

・

・

【課題】

・

・

・

【取組の方向性】

1-4-1.国際交流の促進

・

・

1-4-2.多文化共生の環境づくり

・

・

・ 地域日本語教育の充実、外国人にも理解しやすい「やさしい日本語」や多言語
を用いた情報発信に取り組みます。

伊勢市国際交流協会が実施する国際交流・国際理解に関する取り組みを支援す
るとともに、国際親善に関する活動を支援します。

市民が外国の文化や習慣に気軽に触れる機会を提供し、外国への理解が深まる
きっかけづくりに取り組みます。

市内に住む外国人が、生活するためのルールを理解し、地域において円滑に安
心して暮らせるよう関係団体等と連携し啓発に取り組みます。

市内に住む外国人が増加する中、日本人と外国人の双方が多文化共生に対する
意識を高めることが求められます。

【推進方針】 国際理解を深めるとともに、多様な文化を認め合えるまちづくりを進
めます

市民の国際交流への関心に応えるためには、市民が世界に触れ、国際理解を深
めるための取り組みが必要です。

共生社会実現に向けて現状を把握し、市民の多文化共生への意識を高められる
よう、交流機会の創出に取り組みます。

市内に住む外国人が、安心して生活ができる環境づくりが求められます。

社会全体のグローバル化とともに、ＩＣＴ（情報通信技術）の普及や訪日外国
人旅行者の増加などにより、外国文化に触れやすい時代になっています。

企業の外国人雇用ニーズがますます高まることが見込まれ、市内に住む外国人
の数は、今後さらなる増加が予想されます。

これまで、日本語教室への支援や日本語学習支援ボランティアの養成など地域
日本語教育の環境充実に努めるとともに、在住外国人対象の防災説明会の開催
などに取り組んできました。
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施策５ 文化

【背景】

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

多くの文化芸術活動団体で後継者の確保・育成が課題となっています。

博物館施設を含む文化施設全体の老朽化が進んでいます。

博物館施設は、郷土の歴史文化への理解を深め、あらゆる世代が愛着や誇りを
育む場としての役割を担うことが求められています。

【推進方針】 郷土愛を醸成するとともに伊勢らしい文化・芸術の振興を図ります

歴史的・文化的資産である指定文化財を後世へ引き継ぐため、その価値を適切
に保存するとともに、広く活用することが必要です。

文化芸術行事において、参加者の固定化や高齢化が進んでいます。

無形民俗文化財の継承団体の多くが、後継者不足等の問題により活動の継続が
困難な状況にあります。

自然災害の頻発化・激甚化を背景に、歴史的・文化的資産を災害から守り、確
実に次世代へ継承するための防災・耐震対策の重要性が高まっています。

博物館法が改正（令和５年４月施行）され、博物館には資料のデジタルアーカ
イブ化や、観光・まちづくり等と連携して地域の活力向上に寄与する役割が新
たに求められています。

重要文化財・旧賓日館の保存活用に向けた取り組みや「浅間堤のケヤキ」の市
天然記念物指定のほか、伊勢うどんの「100年フード」認定など、文化資産の保
存・活用を進めてきました。

これまで、小中学生を対象とした文化体験講座の拡充やお木曳行事等について
学ぶ「ふるさと学習」などを通じ、市民が文化芸術に親しめる機会の充実を
図ってきました。

郷土の歴史文化を総合的に発信し、多世代が交流する新たな拠点となる「伊勢
市歴史博物館」が、令和８年４月に開館しました。

令和８年・９年に開催される「お木曳行事」は、市民の郷土愛を醸成し、伝統
文化の継承と地域の絆を深める重要な機会となります。
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【取組の方向性】

1-5-1.文化財（有形・無形）等の保存・活用

・

・

・

1-5-2.文化芸術活動の促進

・

・

・

1-5-3.文化施設（博物館含む）の整備と利用推進

・

・

・ 市民や観光客が安全で安心して利用できるよう、博物館施設を含む文化施設の
環境整備に取り組みます。

文化芸術行事において、若年層が参加しやすいような取り組みを進めます。

将来を担う子どもたちに対して、文化芸術に触れる機会を提供します。

学校や関係団体との連携事業により、知的関心を深める取り組みを進めます。

博物館施設の利用促進のため、市民や観光客にとって魅力的な企画展を開催す
るとともに、情報発信に努めます。

重要文化財・旧賓日館の保存修理と耐震改修、活用改修を計画的に進めます。

文化財の調査・指定を行うとともに、所有者等が行う保存・活用の取り組みを
支援します。

無形民俗文化財の継承団体が活動を継続できるよう支援します。

文化芸術活動への関心や興味を持つきっかけとなるような公演や行事を企画し
ます。
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

76.2 74.8 73.2 - - - -

R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1 R9.4.1 R10.4.1 R11.4.1 R12.4.1

33.2 41.7 47.4 32.6 46.0 48.0 50.0 52.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

16 17 19 21 22 23

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

(指標の算出方法) まちづくり協議会（全23団体）への集落支援員を委嘱した人数

地域活動に参加したい市民の割合
（％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 市民アンケート

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

【モニタリング指標】

分野 施策 指標(単位)

分
野
１
　
自
治
・
人
権
・
文
化

施策１
地域コミュニ
ティ

自治会加入率（％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 自治会加入世帯数 / 住民基本台帳世帯数

【目標指標】

　1-1-1　地域活動に主体的に参画する機運の向上

　1-1-2　地域活動の仕組み・体制の充実支援

まちづくり協議会への集落支援員委
嘱数（人）

(時点)

（出典）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値
分野 施策 指標(単位)

169 167 164 160 - - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

38.8 40.0 42.0 44.0 46.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

5 6 6 5 7 8 9 10

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
１
　
自
治
・
人
権
・
文
化

施策２
市民活動

団体間交流イベントの開催回数
（回）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) いせ市民活動センターが開催・支援した団体間交流イベントの開催回数

　1-2-2　多様な市民活動の促進

（出典）

(指標の算出方法) いせ市民活動センターに登録している市民活動団体数

【目標指標】

　1-2-1　市民活動への参加促進

いせ市民活動センターの認知度
（％）

(時点)

（出典）

(時点)

(指標の算出方法) 市民アンケート

【モニタリング指標】

市民活動登録団体数（団体）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値
分野 施策 指標(単位)

728 684 742 616 760 780 800 820

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

19.6 21.7 11.9 10.9 14.5 14.0 13.5 13.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

27.1 28.5 28.3 28.8 40.0 40.0 40.0 40.0

R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1 R9.4.1 R10.4.1 R11.4.1

19.6 20.9 22.2 24.2 40.0 40.0 - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

79 82.1 78.6 79.8 70.0 70.0 - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度(時点)

（出典） 第4次伊勢市男女共同参画基本計画（R5～R9）

(指標の算出方法) 市民アンケート

(指標の算出方法) 審議会等の女性委員数 / 委員総数

まちづくり協議会における代議員の
女性参画率（％）

(時点)

（出典） 第4次伊勢市男女共同参画基本計画（R5～R9）

（出典）

(指標の算出方法) 市民アンケート

(指標の算出方法) まちづくり協議会の女性代議員数　／　代議員総数

「男は仕事、女は家庭」などの性別
による固定的な役割分担意識につい
て賛成しない回答の割合（％）

　1-3-2　男女共同参画社会形成のための意識の醸成

市の審議会、委員会などへの
女性の登用率（％）

(時点)

（出典） 第4次伊勢市男女共同参画基本計画（R5～R9）

【目標指標】

　1-3-1　人権意識の高揚

啓発事業の参加者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 人権啓発の講演会等における参加者数

直近１年間で日常生活の中で人権を
侵害されていると感じたことのある
人の割合（％）

(時点)

施策３
人権尊重・男女
共同参画

分
野
１
　
自
治
・
人
権
・
文
化
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値
分野 施策 指標(単位)

1,156

1.0

1,291

1.1

1,388

1.2

1,594

1.4
- - - -

R4.9.30 R5.9.30 R6.9.30 R7.9.30 R8.9.30 R9.9.30 R10.9.30 R11.9.30

226 289 397 632 470 500 520 540

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

41.2 57.9 64.4 38.6 50.0 52.0 54.0 56.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

71 100 121 99 145 155 165 175

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
１
　
自
治
・
人
権
・
文
化

施策４
国際交流・多文
化共生

(指標の算出方法) 住民基本台帳

【モニタリング指標】

外国人住民人口（人）、比率（％）

(時点)

(指標の算出方法)

【目標指標】

　1-4-1　国際交流の促進

国際交流イベントや講座に参加した
市民の人数（人）

(時点)

（出典）

いせ日本語教室に登録し学習した人数

　1-4-2　多文化共生の環境づくり

いせ日本語教室で学習している外国
人数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市国際交流協会の開催イベントや講座への参加人数

国際交流に関心のある市民の割合
（％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 市民アンケート

（出典）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値
分野 施策 指標(単位)

1 0 0 0 1 1 1 1

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

13,592 13,960 18,396 17,552 17,000 17,000 17,000 17,000

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

48 75 111 111 115 110 105 100

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

31,957 38,168 43,976 39,676 66,000 71,000 72,000 73,000

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
１
　
自
治
・
人
権
・
文
化

施策５
文化

小中学生を対象とする文化体験講座
の実施回数（回）

(時点)

（出典）

新規文化財指定等の件数（件）

(時点)

（出典）

市所有の博物館施設の入館者数
博物館施設：伊勢古市参宮街道資料館、尾崎咢堂記念館、賓日館（R8.3～
休館）、伊勢河崎商人館、山田奉行所記念館、伊勢市歴史博物館

(指標の算出方法)

（出典）

(時点)

市博物館施設の入館者数（人）

(指標の算出方法) 小中学生を対象とした文化体験講座の実施回数

　1-5-3　文化施設（博物館含む）の整備と利用推進

(指標の算出方法) 国・県・市指定文化財と国登録文化財等の新規指定等件数

　1-5-2　文化芸術活動の促進

市主催文化行事の参加者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 文化政策課主催の文化行事の観覧者数と出演者等の合計

【目標指標】

　1-5-1　文化財（有形・無形）等の保存・活用
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4.質の高い教育をみんなに

4.質の高い教育をみんなに

3.すべての人に健康と福祉を

4.質の高い教育をみんなに

分野２ 教育

目指す姿 郷土を愛し、夢と意欲を持ち未来を切り拓く人づくりのまち

施策１　学校教育
主要課題

①
確かな学力と主体的に社会を形成す
る力の育成

豊かな心の育成

施策２　社会教育
主要課題

①
学習機会と学習環境の充実

関連
SDGs

主要課題
③

安全で安心な教育環境づくり

推進
方針

主体的に学び続ける子どもの育成と誰
一人取り残さない教育の推進に努めま
す

主要課題
②

推進
方針

生涯にわたり学習できる環境の充実を
図ります

主要課題
②

地域・家庭の教育力の向上

関連
SDGs

施策３　スポーツ
主要課題

①
スポーツができる環境の充実

スポーツ関係団体の連携・強化

関連
SDGs

主要課題
③

スポーツ施設の利便性の向上

推進
方針

ライフステージに合わせてスポーツを
楽しめるまちを目指します

主要課題
②
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施策１ 学校教育

【背景】

・

・

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

・

・

児童生徒一人ひとりの特性や学習進度に応じた「個別最適な学び」を実現するためには、
GIGAスクール構想の一環として導入された１人１台のタブレット端末を活用し、実践内容
の充実と多様化を図ることが重要です。

教員の働き方改革と、子どもたちの多様な活動機会の確保のため、中学校部活動の地域展
開等が必要であり、地域と連携して受け入れ先候補団体を増やす取り組みが求められま
す。

学校図書館を活用し、子どもたちの読書活動や探求活動を支援することで、情報活用能力
を育成することが求められています。

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う役割としての重要性が高まっていま
す。

将来の社会的・職業的自立に向けて、基盤となる能力や態度を育むとともに、自分らしい
生き方の実現ができる学びを提供することが求められます。

【推進方針】 主体的に学び続ける子どもの育成と誰一人取り残さない教育の推進に努めます

将来の予測が困難な時代において、個人が自分らしく幸福を追求し、社会が持続的に発展
するためには、主体的に学び続ける人材の育成が必要です。

国の「第４期教育振興基本計画」において、個々の興味・関心や学習進度に応じた「個別
最適な学び」と、多様な他者と協働する「協働的な学び」の一体的な充実が重要視されて
います。

全国的にも不登校児童生徒数が増加傾向にある中、国は「COCOLOプラン」を策定し、誰一
人取り残されない学びの保障に向けた多様な教育機会の確保を進めています。

令和６年度から「子ども読書支援プロジェクト」を始動し、市内モデル校での実証を通し
て、子どもたちが主体的に学ぶための学校図書館の機能向上に取り組んでいます。

国においては、少子化への対応や教員の働き方改革の観点から、休日の中学校部活動を段
階的に地域主体へと展開する改革を推進しており、本市においても令和７年度に実証事業
を開始しました。

国は、GIGAスクール構想第２期として、ハードウェアの更新とともに、「学びの質的転
換」と「教職員の働き方改革」をＤＸで推進する方針を打ち出しています。

市民アンケートでは、これまで本市から転出していない人やＵターンした人は、本市に対
する愛着と誇りが高い傾向にあります。

市内小学校における校内教育支援センター（ねすとルーム）の設置や支援員の配置など、
児童生徒の個々の状況に寄り添った支援体制の拡充を図ってきました。

「地域とともにある学校」への転換を図るため、地域住民や保護者が学校運営に参画する
「学校運営協議会」を、令和７年度に市内全中学校と小学校１校に設置しました。

社会にはさまざまな人権課題が存在し、特にインターネット上で差別を助長する情報の拡
散が問題となる中、学校における人権教育の重要性と必要性が高まっています。

地域への関心が薄れる中、地域の自然・文化・歴史に対する理解を深め、郷土を愛し、誇
りに思う心を醸成して、本市の将来を担う人材の育成を図ることが必要です。
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・

・

・

・

【取組の方向性】

2-1-1.確かな学力と主体的に社会を形成する力の育成

・

・

・

・

・

・

・

2-1-2.豊かな心の育成

・

・

2-1-3.安全で安心な教育環境づくり

・

・

・

・

体験的活動等を充実させ、社会への参画と貢献に対する意欲・態度を培うとともに、望ま
しい勤労観・職業観を育みます。

少子化の進行により児童生徒数が減少しているため、学校生活や教育活動に影響が出てい
ます。また、学校施設の老朽化が進行しており、その対策が課題となっています。

発生が危惧される南海トラフ地震、近年多発する局地的な豪雨等を踏まえ、防災教育の重
要性が高まっています。

地域の教材や人材を活用し、郷土への誇りと愛着を育てるとともに、伝統や文化への関心
を高めることで、社会や地域の成長・発展に貢献しようとする思いを育みます。

いじめの積極的な認知が進み、件数が増加傾向にある中、問題行動も依然として発生して
います。いじめや問題行動の未然防止、早期発見、早期対応には、児童生徒の実態把握
と、個や学級集団に応じた指導改善が求められます。

小中学校における不登校児童生徒の数は減少しておらず、本人やその保護者への支援に加
え、新たな不登校を未然に防ぐ取り組みが必要です。

自ら学び、考え、多様な人びとと協働しながらさまざまな課題に主体的に向き合うこと
で、社会的変化を乗り越える力を育み、持続可能な社会の創り手となる教育の充実を図り
ます。

デジタル社会で安全かつ主体的に活躍できるよう、「情報モラル教育（ルールを守る、危
険を避ける）」を基盤とし、「デジタルシティズンシップ教育（正しく使う、より良く活
用する）」を進めます。

学校図書館を十分に活用できる環境を整え、読書習慣を形成するとともに、情報活用能力
の育成を図ります。

インターネット上での人権侵害やさまざまな人権課題の解決を自分の課題として捉え、自
他の人権を尊重し守るための行動力を身につける取り組みを推進します。

自主的・主体的な参加によるスポーツ活動や文化芸術活動に取り組める機会を確保できる
よう、中学校部活動の地域展開に向けて、指導者の確保や、関係団体と学校との連携を推
進します。

幼児教育のさらなる充実のための環境整備を進めるとともに、就学前の学びを生かした、
小学校教育への円滑な接続を図ります。

教員のＩＣＴの活用力向上に取り組むとともに、ＩＣＴ機器を効果的に活用できる環境整
備を進めます。

誰一人取り残さない学びの保障を目指し、児童生徒が安心して過ごせる居場所を提供する
とともに、学びたいと思った時に学べる環境を整えます。

いじめや問題行動の解消を目指し、アンケート調査等によるいじめの実態把握や、専門的
な教育相談の充実を図るとともに、子どもたちがより良い人間関係を築ける環境を整えま
す。

小中学校の適正規模化・適正配置を推進するとともに、学校施設の老朽化対策に取り組み
ます。

小中学校で防災ノートを用いて、防災に関する知識を得るとともに、主体的に考えて対応
ができる子どもの育成を目指して取り組みます。
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施策２ 社会教育

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

【取組の方向性】

2-2-1.学習機会と学習環境の充実

・

・

2-2-2.地域・家庭の教育力の向上

・

・

インターネットの普及による学びのスタイルの変化やライフスタイルの多様化
などに伴い、学習活動への参加者が減少傾向にあることから、誰もが参加しや
すい学習機会を提供することが求められています。

【推進方針】 生涯にわたり学習できる環境の充実を図ります

豊かな人生を送ることのできる持続可能な社会を実現するため、すべての人が
生涯にわたり、学び続けることのできる環境づくりが必要です。

「人生100年時代」の到来により、個人の精神的な豊かさや幸福感の向上を実現
するため、生涯を通じた学びの重要性が高まっています。

デジタル技術の進展により、時間や場所にとらわれない学習スタイルが普及す
るなど、人々のライフスタイルや価値観に即した多様な学びのあり方が広がっ
ています。

これまで、高校・大学や民間企業の専門性を生かした連携講座を開催するな
ど、多様化する市民ニーズに応える学習機会の提供に努めてきました。

市立図書館でのおはなし会や保育施設等への訪問活動を積極的に展開し、子ど
もの頃から本に親しみ、読書習慣を育む環境づくりに取り組んできました。

令和５年５月に「伊勢市電子図書館」を開設するとともに、公民館講座のＷｅ
ｂ申込導入や社会教育施設へのWi-Fi環境の整備を行い、市民の利便性向上と学
習環境の充実を図ってきました。

市民の読書離れが懸念されるとともに、公共図書館の機能が十分に認知されて
いない傾向にあり、知の情報拠点としての利活用の推進が必要です。

学習、文化、スポーツなどの活動を通じて地域社会に貢献する社会教育関係団
体の活動を支援するとともに、関係機関と連携して多様な教育資源を活用した
学びの場を提供します。

地域は、家庭や学校だけでは身に付けることができないことを学ぶ場ですが、
地域で活動してきた社会教育関係団体等の活動が縮小傾向にあります。

より多くの方に学習機会を提供するため、市民のニーズに応じて講座内容を随
時見直すとともに、多様な団体と連携して多彩な学びの場を提供します。ま
た、体系的な学びをより深められるような環境づくりに取り組みます。

生涯学習センター、公民館、図書館などの社会教育施設が、学習活動の拠点と
して活用されるよう、学習環境の充実を図ります。

市立図書館における絵本の読み聞かせ講座や地域への出張おはなし会、親子で
参加できるイベント等の開催を通して、保護者のスキル向上を図ります。
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施策３ スポーツ

【背景】

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

2-3-1.スポーツができる環境の充実

・

・

・

コロナ禍が明け、総合型地域スポーツクラブの会員数はコロナ禍以前の水準に
戻りつつあり、さらなる活動の広がりが期待されます。

スポーツ協会加盟団体の総会員数は減少傾向にあり、各種スポーツ団体の育
成・強化が求められます。

スポーツ施設の老朽化が進行し、大規模な改修や適正な整備・長寿命化を必要
とする時期を迎えています。

社会的背景の変化とそれに伴う価値観の多様化により、利用者のニーズや時代
に即したスポーツ施設の機能及び性能の確保が求められます。

市民がスポーツを日常生活に取り入れるきっかけを提供するため、各種教室や
スポーツフェスティバル、お伊勢さんマラソン、スポカルウォーク等のイベン
トを開催し、スポーツ活動の充実を図ります。

スポーツの推進を通じて、健康増進・体力維持だけでなく、仲間とのコミュニ
ケーションや地域社会活性化にもつなげていくことが大切です。

これまで、大学・企業等と連携し、障がいの有無、年齢、性別などにかかわら
ず誰もが楽しめる「インクルーシブスポーツ」の普及・啓発に先駆的に取り組
んできており、イベントへの参加者数は年々増加しています。

【推進方針】 ライフステージに合わせてスポーツを楽しめるまちを目指します

週１回以上のスポーツ実施率は増加傾向にありましたが、令和７年度調査では
減少に転じました。定期的にスポーツを実施できる環境が提供されるよう、さ
らなるスポーツ活動の充実が求められます。

インクルーシブスポーツの普及を目指し、障がいの有無にかかわらず、誰もが
楽しく身体を動かせる機会を提供します。

国においては「第３期スポーツ基本計画」が策定され、「Sport in Life（生活
の中にスポーツを）」の実現を目指し、スポーツの価値を最大限に活用した地
域活性化や健康長寿社会の形成が推進されています。

「お伊勢さんマラソン」は、全国ランニング大会100撰に選出されるなど、市内
外から多くの参加者をひきつけ、スポーツツーリズムによる地域活性化や市の
魅力発信に大きく寄与しています。

市内全域で総合型地域スポーツクラブやスポーツ協会加盟団体が数多く活動す
るなど、身近な地域でスポーツに親しむ基盤となっています。

スポーツ関係団体やスポーツ推進委員が地域で実施しているスポーツ活動の充
実と普及啓発を行い、定期的にスポーツを実施できる環境の充実を図ります。
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2-3-2.スポーツ関係団体の連携・強化

・

・

2-3-3.スポーツ施設の利便性の向上

・

・

利用状況や利用者ニーズの把握に努め、安全で快適に利用できるスポーツ施設
の整備を進めます。

中長期的な施設機能の維持と財政負担の低減及び平準化を図るため、施設の長
寿命化に向けた整備を進めます。

スポーツ振興の基盤である各種スポーツ団体の育成・強化のため、指導者の確
保・育成の支援や、団体間及び地域・学校と連携した活動の支援を行います。

クラブ間の交流・情報共有を促進するため、総合型地域スポーツクラブの定期
的な意見交換会や訪問活動を行います。
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

5,875 5,726 5,476 5,378 - - - -

R4.5.1 R5.5.1 R6.5.1 R7.5.1 R8.5.1 R9.5.1 R10.5.1 R11.5.1

3,054 2,945 2,991 2,926 - - - -

R4.5.1 R5.5.1 R6.5.1 R7.5.1 R8.5.1 R9.5.1 R10.5.1 R11.5.1

108 108 102 97 - - - -

R4.5.1 R5.5.1 R6.5.1 R7.5.1 R8.5.1 R9.5.1 R10.5.1 R11.5.1

21.4

(31.7)

25.8

(37.2)

25.9

(38.6)

28.3

(   )
- - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
72.1
中学校
82.7

小学校
80.1
中学校
79.7

小学校
84.8
中学校
82.9

小学校
83.9
中学校
80.2

小学校
84.0
中学校
81.0

小学校
84.5
中学校
82.0

小学校
84.7
中学校
82.5

小学校
85.0
中学校
83.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
47.4
中学校
43.5

小学校
76.6
中学校
69.7

小学校
83.5
中学校
77.0

小学校
84.5
中学校
78.5

小学校
68.0
中学校
66.0

- - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
50.0
中学校
26.3

小学校
55.0
中学校
30.0

小学校
60.0
中学校
35.0

小学校
65.0
中学校
40.0

小学校
70.0
中学校
45.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

施策１
学校教育

分
野
２
　
教
育

課題の解決に向けて、自分で考え、
自分から取り組んでいる児童・生徒
の割合（％）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 全国学力・学習状況調査（文部科学省）

（出典） －

(指標の算出方法) 伊勢市立幼稚園の在籍園児数

(指標の算出方法)
伊勢市立小中学校の児童生徒1,000人当たりの年間30日以上欠席した児童生
徒数（病気や経済的な理由によるものを除く）

【目標指標】

学校の授業以外で、本（電子書籍含
む）で何かを調べたことがある児
童・生徒の割合（％）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 小中学生読書アンケート

地域や社会をよくするために何をす
べきか考えることがある児童・生徒
の割合（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法)

伊勢市立小学校の在籍児童数

1,000人当たりの不登校児童・生徒数
（人）
※下段括弧内は全国値

　2-1-1　確かな学力と主体的に社会を形成する力の育成

全国学力・学習状況調査（文部科学省）

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

(時点)

（出典） －

市立中学校の生徒数（人）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 伊勢市立中学校の在籍生徒数

市立幼稚園の園児数（人）

(時点)

【モニタリング指標】

市立小学校の児童数（人）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法)
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

小学校
76.9
中学校
79.8

小学校
84.7
中学校
81.9

小学校
85.2
中学校
83.0

小学校
88.1
中学校
87.8

小学校
85.0
中学校
82.5

- - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
95.7
中学校
96.9

小学校
97.4
中学校
96.3

小学校
97.2
中学校
94.7

小学校
98.0
中学校
96.1

小学校
100

中学校
100

- - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

小学校
59.1
中学校
53.5

小学校
43.8
中学校
49.6

小学校
65.2

中学校
47.7

[暫定値]

小学校
66.0
中学校
50.0

小学校
67.0
中学校
51.0

小学校
68.0
中学校
52.0

小学校
69.0
中学校
53.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
２
　
教
育

施策１
学校教育

(指標の算出方法)
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学
省）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法) 全国学力・学習状況調査（文部科学省）

欠席日数50日以上の不登校児童・生
徒が、学校内外の機関等で専門的な
相談・指導等を受けた割合（％）

(時点)

（出典） －

　2-1-2　豊かな心の育成

自分には、よいところがあると思う
児童・生徒の割合（％）

(時点)

いじめは、どんな理由があってもい
けないことだと考える児童・生徒の
割合（％）

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法) 全国学力・学習状況調査（文部科学省）

　2-1-3　安全で安心な教育環境づくり
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

30.6 28.5 28.1 28.8 35.0 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

321,184 335,669 337,609 337,385 345,000 350,000 355,000 360,000

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

263 266 290 296 310 320 330 340

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

【目標指標】

分
野
２
　
教
育

施策２
社会教育

図書館入館者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 図書館年間入館者数（分室除く）

　2-2-1　学習機会と学習環境の充実

社会教育施設の稼働率（％）

　2-2-2　地域・家庭の教育力の向上

図書館イベント実施回数（回）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法)
市立図書館が開催する絵本の読み聞かせ講座や地域への出張おはなし会等の
イベント実施回数

(時点)

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法)
利用コマ数計 / 年間コマ数計
※社会教育施設：いせトピア、二見生涯学習センター、小俣公民館、御薗公
民館及び小俣農村環境改善センター
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

44.5

(52.3)

48.5

(52.0)

51.4

(52.5)

47.3

(   )
50.0 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

4,597 5,159 5,966 9,397 10,000 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

9,866

8.1

9,369

7.7

8,692

7.3

8,705

7.4

9,600

8.5
- - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

3,153 3,090 3,353 3,458 3,800 - - -

R5.1.1 R6.1.1 R7.1.1 R8.1.1 R9.1.1 R10.1.1 R11.1.1 R12.1.1

53.7 65.6 79.2 55.3 85.8 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

79.9 77.3 79.9 80.1 80.0 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(指標の算出方法)

実際に利用された日数 / 施設が利用可能な日数
主要な施設：伊勢フットボールヴィレッジ人工芝グラウンド、ダイムスタジ
アム伊勢、市営庭球場、三重電子スマイルアリーナ小俣、御薗Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター体育館、二見グラウンド

　2-3-3　スポーツ施設の利便性の向上

市内にある公共スポーツ施設に対す
る市民の満足度（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市スポーツ推進計画（R4～R8）

(指標の算出方法) 市民アンケート

(時点)

（出典） 第3期伊勢市スポーツ推進計画（R4～R8）

(指標の算出方法)
上段：スポーツ協会加盟団体の会員数の合計、下段：市民に占める会員の割
合

主要なスポーツ施設の稼働率
（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

【目標指標】

分
野
２
　
教
育

施策３
スポーツ

市が主催するスポーツイベント等へ
の参加者数（人）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市スポーツ推進計画（R4～R8）

(指標の算出方法) 市主催スポーツイベント等の参加者数の合計

　2-3-1　スポーツができる環境の充実

週１回以上のスポーツ（ウォーキン
グ等を含む）実施率（％）
（全国平均値）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法)
市民アンケート（全国平均値：スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する
世論調査」）

総合型地域スポーツクラブの会員数
（人）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市教育振興基本計画（R4～R8）

(指標の算出方法) 総合型地域スポーツクラブの会員数の合計

　2-3-2　スポーツ関係団体の連携・強化

スポーツ協会加盟団体の総会員数と
その割合（上段＝人、下段＝％）
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7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに

12.つくる責任つかう責任

13.気候変動に具体的な対策を

17.パートナーシップで目標を達成しよう

6.安全な水とトイレを世界中に

11.住み続けられるまちづくりを

14.海の豊かさを守ろう

15.陸の豊かさも守ろう

4.質の高い教育をみんなに

11.住み続けられるまちづくりを

12.つくる責任つかう責任

17.パートナーシップで目標を達成しよう

分野３ 環境

目指す姿 豊かな環境を将来につなぐまち

施策１　循環型社会
主要課題

①
温室効果ガスの排出削減

推進
方針

脱炭素で地球にやさしく、資源を大切
にする循環型のまちづくりを進めます

主要課題
②

３Ｒの推進

関連
SDGs

施策２　環境保全
主要課題

①
自然環境・公益的機能の保全

推進
方針

豊かな自然・多様な生物と人が共生
し、快適な生活環境と調和のとれたま
ちづくりを進めます

主要課題
②

生物との共生

関連
SDGs

主要課題
③

快適で潤いのある生活環境の保全

施策３　環境教育
主要課題

①
環境教育・環境学習の充実

推進
方針

一人一人に環境を守る意識が定着し、
自らが考え行動できるような、環境文
化の根付いたまちづくりを進めます

主要課題
②

環境保全活動の促進

関連
SDGs
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施策１ 循環型社会

【背景】

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

3-1-1.温室効果ガスの排出削減

・

・

・

脱炭素で地球にやさしく、資源を大切にする循環型のまちづくりを進
めます

法令等に基づく地域と調和した再生可能エネルギーの導入や未利用の再生可能
エネルギーの導入などを促進します。

家庭におけるエコ住宅・エコカー・エコ家電の導入等のライフスタイル転換
や、事業所における省エネルギー機器の導入などの脱炭素経営を推進します。

公共交通や自転車の利用促進、森林・農地の保全や都市緑化による吸収源対策
など、脱炭素型の都市基盤づくりを進めます。

１人１日あたりのごみ排出量が、県内でも上位のため、市民・事業者が一体と
なって、３Ｒ（ごみの減量・資源化）のより一層の推進が重要となっていま
す。

家庭から排出される可燃ごみに未利用食品や紙類が混入していることから、食
品ロス削減や紙類の資源化の推進を行う必要があります。

資源物の中に不適物が混入していることから、分別回収のルールを周知、徹底
していく必要があります。

【推進方針】

事業活動に伴う温室効果ガス排出量が市域の排出量の約50％を占めており、事
業者の省エネルギー化などの対策を講じる必要があります。

令和４年10月に、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカー
ボンシティいせ」を表明し、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進めていま
す。

地球温暖化に起因する異常気象や自然災害の激甚化が世界的な課題となる中、
国は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、脱炭素社会の実現に向けた動
きが加速しています。

海洋汚染問題への対応や資源の有効利用を促進するため、令和４年４月に「プ
ラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されました。

令和６年４月から「プラスチック類」の一括回収を市内全域で開始し、ごみの
減量化と再資源化の促進に向けた分別収集体制を確立しました。

気候変動による影響が顕在化しています。地球温暖化を防止するため、市域に
おける温室効果ガスの排出量を削減する必要があります。

日々の生活における電化製品の使用や自家用車での移動などにより温室効果ガ
スが排出されています。一人一人が日常生活で省エネなどを実践し、市域から
排出される温室効果ガスの排出を削減する必要があります。
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3-1-2.３Ｒの推進

・

・

・

現在、未利用食品、プラスチックごみをはじめとする家庭、事業所から排出さ
れているごみについて、そもそもごみを出さないライフスタイルや事業活動へ
の転換を促進するなど、発生抑制（リデュース）を推進します。

不用品となったものをごみとせず、フリーマーケットの実施など再使用（リ
ユース）を推進します。

資源物を正しく分別することで、ごみの減量につながることから、ごみ分別ア
プリ「さんあ～る」をはじめとするさまざまなツールや出前講座などを活用
し、再生利用（リサイクル）を推進します。
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施策２ 環境保全

【背景】

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

【取組の方向性】

3-2-1.自然環境・公益的機能の保全

・

・

・

3-2-2.生物との共生

・

下水道や合併処理浄化槽の普及推進及び生活排水に対する市民意識の高揚を進
めるなど、河川・海域の水環境を保全します。

森林が持つ公益的機能を発揮させるため、間伐等による適正管理や害虫防除、
身近な里山の保全など、森林環境を保全します。

【推進方針】 豊かな自然・多様な生物と人が共生し、快適な生活環境と調和のとれ
たまちづくりを進めます

かつて汚れが目立った勢田川の水質は徐々に改善傾向にありますが、さらなる
水質改善に向け取り組む必要があります。

森林等による自然災害の防止や景観形成、生物多様性の保全などの公益的機能
を発揮するために、森林環境や農地環境の保全が求められています。

生活排水対策重点地域である勢田川では、長年にわたる下水道整備や合併処理
浄化槽の普及促進により、水質は改善傾向にあります。

2022年に「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、生物多様性の
損失を止め、自然を回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ（自然再興）」
の実現が目標として掲げられました。

森林環境譲与税を活用して市内森林の間伐など計画的な管理を推進し、里山の
荒廃防止と森林環境の保全に努めてきました。

農地の持つ環境保全機能や良好な景観を維持するため、市内の耕作放棄地の解
消に向けた取り組みを支援し、農地環境の保全に努めてきました。

遊休農地の利活用を進め、農地環境を保全します。

身近な生物生息場所の保全や生物多様性・外来生物に関する現況把握・情報提
供などにより、多様な動植物の保全・回復を進めます。

市内の里地里山の衰退が私たちの暮らしを支える生物多様性の損失につながる
おそれがあることを踏まえ、世界的な動向に沿って「ネイチャーポジティブ
（自然再興）の実現」に向けた行動が求められています。

公害や空地・空家などによる生活環境への相談が多く寄せられているため、良
好な生活環境の実現に向けた取り組みを推進する必要があります。
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3-2-3.快適で潤いのある生活環境の保全

・

・

公害対策や空地・空家の所有者による管理を促進することにより、住みよいま
ちづくりを進めます。

不法投棄や路上喫煙などを防止し、花と緑のあるまちづくりを推進するなど、
美しく潤いのある空間づくりを進めます。
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施策３ 環境教育

【背景】

・

・

・

【課題】

・

・

・

【取組の方向性】

3-3-1.環境教育・環境学習の充実

・

・

3-3-2.環境保全活動の促進

・

【推進方針】 一人一人に環境を守る意識が定着し、自らが考え行動できるような、
環境文化の根付いたまちづくりを進めます

持続可能な社会づくりを推進することを目的に、子どもから大人まで幅広い層
を対象に環境教育や環境啓発の充実を図り、環境保全活動に自主的・積極的に
取り組む人づくりが必要です。

環境教育や環境啓発を一過性に終わらせることなく、家庭や事業所、地域の取
り組みへとつなげていく必要があります。

さまざまな主体による清掃活動や花の植栽活動などの活動が実施されており、
さらに発展・拡大していく必要があります。

国においては、令和６年５月に環境教育等の推進に関する基本的な方針を改定
し、学校・地域・家庭・職場など幅広い場における、体験活動を取り入れた質
の高い環境教育を充実・推進することとしています。

これまで、「環境フェア」の開催や「夏休みごみ減量チャレンジ」などの市民
参加型プログラムを実施し、市民が環境問題に触れ、実践するきっかけとなる
多様な学習機会の創出を図っています。

市内小中学校においては、事業所や大学等との連携による専門的な知見や地域
資源を活用した出前授業を行うなど、地域ぐるみの環境教育に取り組んでいま
す。

学校等における出前授業や市民向け体験学習などの環境教育・学習及び啓発を
充実させ、家庭や地域での取り組みへつなげます。

環境教育などを推進する体制づくりとして、事業者・市民団体等との連携や環
境教育に関する情報提供を充実させます。

市民・団体・事業者との連携による清掃活動や生物多様性保全活動など、環境
保全活動を促進します。
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

334,026 328,312 341,421 - - - -

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

5,718 5,934 6,213 6,660 6,880 7,100 7,320

R4.12.31 R5.12.31 R6.12.31 R7.12.31 R8.12.31 R9.12.31 R10.12.31 R11.12.31

10 24 44 55 70 85 100

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

560 535 521 516
（速報値）

525 515 - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

22.4 21.9 23.6 22.2
（速報値）

26.3 26.8 - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

【モニタリング指標】

市域の家庭・小規模事業所などにお
ける電力使用量（ＭＷｈ）

(時点)

（出典） －

分野 施策 指標(単位)

分
野
３
　
環
境

施策１
循環型社会

(指標の算出方法) 資源エネルギー庁 電力調査統計の市町村別需要電力量（低圧）の公表値

【目標指標】

　3-1-1　温室効果ガスの排出削減

太陽光発電設置件数（件）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法における太陽光発
電設備の導入件数（法施行日にすで発電を開始していた設備「移行認定分」
を含む）

事業所脱炭素化支援補助金の利用件
数＜累計＞（件）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市環境基本計画改定版（R2～R11）

(指標の算出方法) 伊勢市事業所脱炭素化支援補助金の交付件数（令和5年度～）

　3-1-2　３Ｒの推進

市民一人当たりの１日の可燃ごみ排
出量（g/人・日）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市環境基本計画改定版（R2～R11）

(指標の算出方法) 家庭系可燃ごみの排出量 /（伊勢市人口×年間日数）

資源化率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市ごみ処理基本計画改定版（H30～R9）

(指標の算出方法) 資源物量 / 排出されるごみ総量
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値
分野 施策 指標(単位)

0 0 0 0 - - - -

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

86.7 87.4 88.2 88.5 91.0 92.1 93.2 94.3

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

8.9 35.5 66.9 79.0 85.3 92.2 96.3 100.0

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

11 12 5 6 6 6 6 6

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

267 269 308 327 200 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

【モニタリング指標】

市内の主要河川の中で環境基準値を
超過した地点数

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) BOD値が環境基準値を超過した市内河川の地点数（全7箇所）

【目標指標】

　3-2-1　自然環境・公益的機能の保全

(指標の算出方法) 調査を実施した面積 / 森林経営管理の調査対象としている全体面積

　3-2-2　生物との共生

汚水処理人口普及率（％）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市生活排水対策推進計画（R8～R17）

(指標の算出方法)
（下水道処理人口＋農業集落排水等処理人口＋コミュニティ・プラント処理
人口＋合併処理浄化槽人口）/ 伊勢市人口

森林経営管理調査の実施割合(％）

(時点)

（出典） －

市民参加による生き物調査実施回数
（回）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 生き物調査の実施回数

　3-2-3　快適で潤いのある生活環境の保全

空家等の除却・管理済件数（件）

(時点)

（出典） 第2期伊勢市空家等対策計画（R4～R8）

(指標の算出方法) 管理依頼・除却補助金等による空家の解消件数

分
野
３
　
環
境

施策２
環境保全
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値
分野 施策 指標(単位)

43 56 54 53 75 80 85 90

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

3 5 6 6 7 8 9 10

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

1,253 715 590 765 1,000 1,100 1,200 1,300

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

46 44 40 54 60 65 70 75

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

　3-3-2　環境保全活動の促進

【目標指標】

　3-3-1　環境教育・環境学習の充実

学校・幼稚園・保育所・こども園で
実施した環境教育の実施回数（回）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市環境基本計画改定版（R2～R11）

個人等にボランティア清掃ごみ袋を
配布した枚数（枚）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市環境基本計画改定版（R2～R11）

(指標の算出方法)
市が配布したボランティア清掃ごみ袋（個人又は少人数でボランティア清掃
をする際に配布するごみ袋）の枚数

分
野
３
　
環
境

施策３
環境教育

団体がボランティア清掃を実施した
回数（回）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 市が配布したボランティア清掃ごみ袋（団体用）を利用した清掃活動の回数

(指標の算出方法)
市が主催し、又は皇學館大学・協定締結事業者・伊勢市環境会議等と連携し
て実施した環境教育の回数

環境教育における事業者との連携協
定数（件）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市環境基本計画改定版（R2～R11）

(指標の算出方法) 環境教育に関する連携協定を締結している事業者数
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1.貧困をなくそう

3.すべての人に健康と福祉を

1.貧困をなくそう

3.すべての人に健康と福祉を

11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

3.すべての人に健康と福祉を

10.人や国の不平等をなくそう

11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

関連
SDGs

主要課題
③

ひとにやさしいまちづくりの
推進

推進
方針

誰もが自分らしく暮らせる自立と共生
のまちづくりを進めます

主要課題
②

相談支援と権利擁護の推進

関連
SDGs

主要課題
③

誰かとつながる場づくり

施策３　障がい福祉
主要課題

①
日常の自立した暮らしへの支援

推進
方針

みんなの絆と地域の力で育む心豊かな
まちづくりを進めます

主要課題
②

地域で活動するひとづくり

関連
SDGs

主要課題
③

地域医療体制の整備

施策２　地域福祉
主要課題

①
ひとと場がつながるしくみづくり

推進
方針

誰もがいつまでも健康で安心して暮ら
せるまちづくりを進めます

主要課題
②

安心して子どもを産み、健やかに育
つための切れ目ない支援の充実

分野４ 医療・健康・福祉

目指す姿 誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるまち

施策１　医療・健康
主要課題

①
主体的な健康づくりの推進
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1.貧困をなくそう

3.すべての人に健康と福祉を

4.質の高い教育をみんなに

5.ジェンダー平等を実現しよう

3.すべての人に健康と福祉を

10.人や国の不平等をなくそう

11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

関連
SDGs

主要課題
③

安心して住み続けられる地域
づくり

推進
方針

高齢者がいきいきと暮らせるまちづく
りを進めます

主要課題
②

介護予防の推進といきいきと
暮らせる環境づくり

関連
SDGs

主要課題
③

妊娠期から思春期を通しての総合的
な支援の充実

施策５　高齢者福祉
主要課題

①
地域包括ケアシステムの強化

推進
方針

こどもの想いが実現し笑顔あふれるま
ちづくりを進めます

主要課題
②

子どもの預かり・居場所の充実

施策４　こどもの福祉
主要課題

①
子育てに関する相談体制の充実
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施策１ 医療・健康

【背景】

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

少子・高齢化や人口減少による社会構造の変化に伴い、疾病構造や医療需要の
変化へ対応する医療提供体制の整備を推進するとともに、増大する看護ニーズ
に対応する看護師等の確保が必要です。

市立伊勢総合病院は地域の中核病院として、急性期から回復期・慢性期に至る
まで、切れ目のない医療体制の充実が求められています。

健康寿命・平均寿命の両方で高い水準にある一方、平均寿命の延び以上に健康
寿命を延ばし生活の質を向上させるためには、生活習慣病予防と介護予防の取
り組みを推進することが重要です。

胎児期から高齢期に至る各ライフステージにおける健康状態や生活習慣がその
後の健康に影響を及ぼすことから、生涯を経時的に捉えた健康づくり（ライフ
コースアプローチ）が重要です。

少子化や核家族化の進行、地域社会の変化等により妊産婦や家庭の孤立化、妊
娠・出産に不安を感じる人が増加しています。

【推進方針】 誰もがいつまでも健康で安心して暮らせるまちづくりを進めます

国において「健康日本21（第三次）」が開始され、単なる寿命の延長だけでな
く、健康寿命の延伸を目標に掲げ、心身の健康によるウェルビーイング（幸
福）の向上を目指す方針が示されました。

市中央保健センターにおける運動・健康チェックの場の提供や、糖尿病性腎症
重症化予防プログラムの改訂など、市民の主体的な健康づくりと生活習慣病予
防を強化してきました。

「ママ☆ほっとテラス」において、こども家庭センターの機能の一部を担う体
制を整備し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない相談支援体制（伴走型
相談支援）の充実を図ってきました。

これまで、医師・看護師等の確保に向け、大学寄附講座の活用や市内看護師等
養成所への補助を行うとともに、救急医療や周産期医療など、不採算ながらも
地域に不可欠な医療機能への支援を継続してきました。

市立伊勢総合病院は、地域包括ケア病床への一部転換により回復期機能を拡充
するなど、地域に必要な医療提供体制の確保と経営基盤の強化を推進してきま
した。

令和４年３月に、総務省から「持続可能な地域医療提供体制を確保するための
公立病院経営強化ガイドライン」が示され、役割・機能の明確化を踏まえた公
立病院の経営強化の取り組みが要請されました。
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【取組の方向性】

4-1-1.主体的な健康づくりの推進

・

・

4-1-2.安心して子どもを産み、健やかに育つための切れ目ない支援の充実

・

・

4-1-3.地域医療体制の整備

・

・

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの支援として、知識の普及啓発
や運動習慣の定着に向けた取り組みを行います。

特定健康診査の受診啓発や生活習慣病のリスクにあわせた保健指導など、生活
習慣病の発症予防や重症化予防を推進します。

市立伊勢総合病院は、地域に必要な急性期機能を担いつつ、急性期から回復
期・慢性期まで切れ目のない医療を提供し、地域に必要な医療機能の充実を図
ります。また、地域の医療機関等との役割に応じた連携を図ります。

母子の健康の保持増進を図るため、母子健康手帳交付時に、妊婦やその家族の
状況に応じて必要な支援につなげるためのサポートプランを妊婦全員に作成
し、各種健康診査や伴走型相談支援などに取り組みます。

心身の不調や育児不安などがある保護者が子どもを健康に産み育てるため、母
子保健と児童福祉が一体となった包括的な相談支援に取り組みます。

誰もが安心して適切な医療が受けられるよう、地域の関係機関や近隣市町と連
携を図り、休日・夜間の診療体制の維持確保や、不採算でも地域に欠かせない
周産期・小児医療及び救急医療の確保を進めるとともに、適正な受診の啓発や
看護師・准看護師の養成機関への支援に取り組みます。
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施策２ 地域福祉

【背景】

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

4-2-1.ひとと場がつながるしくみづくり

・

・

・

・

困っていることを相談できない人の声をキャッチし、早期に対応する体制のさ
らなる充実を図るとともに、継続的に支援できるよう取り組みます。

社会福祉法人、企業・事業所、ＮＰＯ、地域団体などに地域福祉活動への理解
と協力を働きかけ、連携・協働による活動を促進します。

【推進方針】 みんなの絆と地域の力で育む心豊かなまちづくりを進めます

地域課題の多様化・複雑化や担い手が減少する中、地域の福祉課題を解決する
ためには、企業・事業所、ＮＰＯ、地域団体など地域を支えるさまざまな担い
手が連携して取り組むことがさらに重要になってきています。

福祉の総合相談窓口として「福祉総合支援センター」を設置するなど、属性や
世代を問わず、市民が抱える困りごとを丸ごと受け止める包括的な相談支援体
制を構築してきました。

社会福祉法の改正（令和３年４月施行）により、制度・分野ごとの「縦割り」
の福祉から脱却し、地域住民や地域の多様な主体が参画し、世代や分野を超え
てつながる「地域共生社会」の実現が推進されています。

孤独・孤立対策推進法の施行により、社会的な孤立状態にある人への支援体制
の強化や、社会との接点を作り多様な働き方の選択肢を拡大する環境整備の重
要性が増しています。

社会的な孤立や生きづらさを抱える方への支援として、産官学民が連携する
「伊勢市多分野協働プラットフォーム」を令和５年１月に設立しました。

働きづらさを抱えた人を支援するため、社会参加に向けたきっかけづくりとし
て、地域活動やボランティア活動への参加等を推進します。

人と人のつながりが希薄化する現代において、悩みを抱えながらも誰にも相談
できず、問題が深刻化する事例の増加が懸念されます。

地域共生社会の実現のためには、世代に応じた福祉教育を通じて思いやりや支
え合いの心を育むとともに、地域で活躍できる担い手を確保・育成し、直面す
る福祉課題を我が事として受け止め、地域が一丸となって解決に取り組む仕組
みづくりが求められます。

住民主体の集いの場等を通じ、「支え手」「受け手」という関係を超えて、
困ったときに助け合える支え合いの体制づくりをさらに推進する必要がありま
す。

問題が深刻化する前に対応するため、気軽に相談できる体制のさらなる充実を
図るとともに、相談窓口の周知啓発に努めます。

設置したさまざまな相談窓口が支援を必要とする人に結び付いていない状況が
見られることから、ＳＯＳを出せない人を把握し、支援につなげる仕組みづく
りをさらに充実させる必要があります。
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4-2-2.地域で活動するひとづくり

・

・

4-2-3.誰かとつながる場づくり

・

・

地域で活躍するさまざまな担い手の養成を推進するとともに、実際の活動につ
ながる情報提供やマッチング等の支援の充実を図ります。

それぞれの地域や世代に応じた福祉教育を展開することで、子どもから大人ま
で幅広い世代で福祉への関心・理解を高める取り組みを推進します。

地域福祉活動の活性化を目指し、身近な地域の交流の場や支援を必要とする人
が気軽に立ち寄れる居場所の充実などを推進します。

さまざまな分野、世代が参加できる地域福祉活動などを支援し、地域共生社会
の実現を進めます。

86



施策３ 障がい福祉

【背景】

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

・

障がいの重度化や障がいのある人の高齢化などにより、専門的かつ複合的に対
応すべき相談が増加しています。

障がいのある人へのアンケートでは、依然として周囲の理解不足を感じる人が
多いという調査結果があります。

災害時に迅速かつ適切に避難支援等を受けられる体制を整備していく必要があ
ります。

令和６年４月より改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者による合理的
配慮の提供が義務化されるなど、障がいの有無にかかわらず相互に人格と個性
を尊重し合う共生社会の実現に向けた法整備が進んでいます。

【推進方針】 誰もが自分らしく暮らせる自立と共生のまちづくりを進めます

障がいのある人の高齢化が進む中で、親なき後も住み慣れた地域で暮らし続け
られる環境整備が求められています。

障害福祉サービス等の利用者が増加し続けており、人材確保など計画相談支援
の体制整備が必要です。

手話施策推進法が令和７年６月に施行されたことを受け、手話の習得、使用、
理解と関心の増進などに取り組むことが求めらています。

障がいのある人の人権が守られるよう、虐待防止・権利擁護の取り組みが必要
です。

令和７年６月の「手話施策推進法」施行や同年11月の東京2025デフリンピック
開催を契機に、手話への社会的関心が高まるとともに、言語としての手話の理
解と普及が推進されています。

令和５年に「基幹相談支援センター」を設置し、令和６年には地域相談支援セ
ンターを統合するなど、専門性の高い相談支援体制と重層的なネットワークの
構築を図ってきました。

国においては、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる
よう、施設から地域生活への移行や、グループホームの確保など地域全体で支
える体制づくりが推進されています。

市民がサポーターとして日常的な手助けを行う「障がい者サポーター」の養成
や、サポート企業・団体の認定数を着実に増やし、地域で見守り支える土壌を
育んできました。

手話言語条例制定から10年以上にわたり、小学校での手話学習や各種啓発活動
を通じて、地域における手話への理解促進と普及に取り組んできました。
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【取組の方向性】

4-3-1.日常の自立した暮らしへの支援

・

・

・

4-3-2.相談支援と権利擁護の推進

・

・

・

・

・

4-3-3.ひとにやさしいまちづくりの推進

・

・

・ 災害時に円滑に避難支援等が実施できる支援体制づくりを進めます。

基幹相談支援センターを中心に、専門的な助言や人材育成など相談支援の質の
向上に努め、地域における相談支援体制の充実・強化を図ります。

複合的に困難な状況に対応できるよう相談支援機関間のネットワークの強化、
重層的な相談支援体制の充実を図ります。

障がい者が直面する困り事は社会や環境に起因するという「障がいの社会モデ
ル」の視点に基づく障がいのある人の定義や、合理的配慮の必要性など、障が
いや障がいのある人への正しい理解と認識を広めます。

幼少期から障がいに対する適切な知識を得る機会を確保するなど、共生社会の
形成に向けた学習を推進します。

地域における支援者が連携し、地域の障がいのある人を支える仕組み（地域生
活支援拠点）の機能の充実を図ります。

障がいのある人が地域で自立して暮らし続けていくため、グループホームの整
備促進に向けた取り組みを推進します。

障がい特性に応じた適切な情報提供に努めるとともに、手話を使って安心して
暮らせるまちを目指します。

相談支援専門員の人材確保など計画相談支援体制を整備します。

障害者虐待防止法に基づき、関係機関の連携体制の強化や広報・啓発により、
障がいのある人への虐待の防止と早期発見を推進します。

障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定支援の観点から、成年後見制度や
日常生活自立支援事業の適切な利用促進を図ります。
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施策４ こどもの福祉

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

4-4-1.子育てに関する相談体制の充実

・

・

・

乳幼児期における育児の不安や悩みの相談、子育て支援事業の情報提供など、
子育て支援センターの充実を図るとともに、関係機関との密接な連携を行いま
す。

母子保健と児童福祉とが連携したこども家庭センターにおいて、子どもや家庭
に関するあらゆる悩みに対して、切れ目のない相談支援を実施します。

発達障がいのある児童の保護者の悩みや不安の解消を図り、児童の発達段階に
応じた適切な相談支援を実施します。

核家族化や共働き世帯の増加が進展する中、放課後の子どもが安全・安心に過
ごすための多様な居場所づくりを推進するための積極的な取り組みが求められ
ています。

ひとり親家庭や生活困窮家庭への支援、ひきこもりやニートへの支援、自殺予
防など、各家庭の状況に応じた支援が求められています。

社会全体として子どもの権利への理解が十分でないため、虐待やネグレクトが
発生し、子どもの権利が十分に尊重されていないケースが存在します。

【推進方針】 こどもの想いが実現し笑顔あふれるまちづくりを進めます

核家族化の進展や地域コミュニティの希薄化に伴い、子育てを手助けしてくれ
る人や相談相手が減少し、不安感や孤立感を抱きやすい状況にあります。

共働き世帯の増加、価値観の多様化やワーク・ライフ・バランスの浸透などを
背景に、乳幼児期からの保育、長時間保育、一時的な預かりなどの多様な保育
ニーズが高まっています。

国においては、こども家庭庁の創設（令和５年４月）や「こども大綱」の閣議
決定（令和５年12月）など、子どもや若者、子育て当事者の視点に立った「こ
どもまんなか社会」の実現に向けた取り組みが加速しています。

少子化や核家族化、地域コミュニティの希薄化、共働き世帯の増加などのライ
フスタイルの変化に伴い、子育て支援に対するニーズが多様化しています。

令和５年５月に開設した「伊勢市健康福祉ステーション」内に「こども家庭セ
ンター」及び「駅前子育て支援センター」を設置し、母子保健と児童福祉が一
体となった切れ目のない包括的な相談支援体制を構築しました。

これまで、こども医療費助成の対象拡大（18歳到達年度末まで）や所得制限の
撤廃、学習塾クーポンの配布などを実施し、子育て世帯の経済的な負担軽減や
教育格差の是正を進めてきました。

児童福祉法等の改正（令和６年４月施行）に伴い、すべての妊産婦・子育て世
帯に対し、母子保健と児童福祉が一体となって包括的・継続的に支援する体制
（こども家庭センター）の整備が求められています。
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4-4-2.子どもの預かり・居場所の充実

・

・

4-4-3.妊娠期から思春期を通しての総合的な支援の充実

・

・

・ 生育環境にかかわらず、子どもの権利や子どもたちの笑顔が守られるよう、貧
困の解消や児童虐待防止に向けた取り組みを進めます。

保護者の就労等により昼間に家庭で過ごすことが難しい児童を預かる放課後児
童クラブや児童館の充実を図るなど、子どもたちが遊び、学び、交わることが
できる居場所づくりを進めます。

子どもの健やかな成長を支えるため、妊娠期から子どもの成長に応じ、子育て
に必要な知識の普及を行います。

家庭が抱える個々の事情に応じた相談支援を行い、経済的に困難な家庭などの
個別の課題に対応した支援体制を充実させます。

子育て家庭の保育ニーズに対応した乳幼児期の教育･保育の充実とこども誰でも
通園制度などの多様な保育サービスの提供、地域の子育て支援体制の強化を図
ります。
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施策５ 高齢者福祉

【背景】

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

4-5-1.地域包括ケアシステムの強化

・

・

・

後期高齢者の増加とともに認知症高齢者も増えることが見込まれることから、
地域における支援体制の構築と認知症ケアの強化が求められています。

認知症の方が住み慣れた地域で希望をもって自分らしく暮らせるよう、認知症
への理解を深める普及啓発、早期発見・早期対応による適時的確な支援、そし
て社会参加の機会創出の取り組みを推進します。

【推進方針】 高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりを進めます

本市の高齢者人口は令和３年頃をピークに減少に転じているものの、後期高齢
者は依然として増加しており、今後さらに増えると見込まれます。

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の施行（令和６年）によ
り、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせるよう、国を挙げて
「新しい認知症観」の普及と共生社会の実現に向けた機運が高まっています。

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、地域包括ケア
システムの深化・推進に向けた取り組みが必要です。

住民主体の「通いの場」の創設や、専門職によるフレイル予防講座の実施な
ど、地域全体で健康寿命の延伸を図る介護予防の取り組みを進めてきました。

地域包括支援センターの人員体制強化や、地域ケア会議を通じた多職種連携
ネットワークの構築により、医療・介護・生活支援が一体的に提供される地域
包括ケアシステムの基盤強化に取り組んできました。

「認知症カフェ」の設置促進や、認知症サポーターを中心とした支援チーム
「チームオレンジ」の活動など、認知症の人とその家族を地域で見守り支える
ための重層的な仕組みづくりを進めてきました。

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、生活支援コーディネー
ターを配置し、つきそい支援事業（地域住民が行う集いの場等への送迎）の立
ち上げを支援するとともに、おでかけ支援事業を拡充するなどの外出支援を進
めてきました。

後期高齢者が増加する中で、虚弱化や要介護状態になるのを未然に防ぐため
に、介護予防の取り組みを強化する必要があります。

独居高齢者や高齢者のみ世帯が増加する中で、地域の状況に合わせて高齢者を
包括的に支える仕組みづくりが求められており、地域における見守りや支え合
いの体制づくりとともに、生活支援サポーターと支援ニーズをマッチングする
仕組みづくりが必要です。

高齢者が介護予防の取り組みを継続できるよう、地域の身近な場所で介護予防
に取り組むことができる環境が必要です。

地域包括支援センターが担う総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援等の機能を強化します。

切れ目のない在宅医療と介護を提供できるよう、医療、介護、保健、福祉関係
者など、多職種間の協働、連携、ネットワークを強化します。
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4-5-2.介護予防の推進といきいきと暮らせる環境づくり

・

・

4-5-3.安心して住み続けられる地域づくり

・

・

高齢者の自主的な健康づくりや介護予防の取り組みが身近な場所で行われるよ
う、フレイル（加齢による身体的・精神的機能の低下）予防を目的とした「集
いの場」の創設や活動を支援します。

高齢者の外出する手段の確保、外出に係る経費の助成により、高齢者の社会参
加、生きがい促進、利便性を図り、在宅での自立した生活と社会参加を支援し
ます。

元気な高齢者が虚弱化や要介護状態にならないように、生活習慣病の予防や介
護予防に関する知識の普及と意識啓発に取り組みます。

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、高齢者を含む多世
代の地域住民や多様な主体による生活支援や介護予防活動への支援を通じて、
地域全体で高齢者を支える環境づくりを進めます。
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

男78.5
女81.3

男78.8
女80.9

男78.3
女80.6

男77.9
女80.3

- - - -

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

684 591 561 558 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

26,594 29,255 25,112 24,321 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

男41.7
女33.2

男41.0
女34.8

男41.1
女35.2

男42.2
女36.0

男43.1
女37.0

男43.9
女38.0

男44.8
女39.0

男45.6
女40.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

22.8 33.5 33.8 34.6 44.0 48.0 52.0 56.0

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

92.6 87.1 90.2 88.1 94.0 94.5 95.0 95.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

55 49 70 167 215 310 375 460

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野 施策 指標(単位)

分
野
４
　
医
療
・
健
康
・
福
祉

施策１
医療・健康

産後ケア事業（人・日）

(時点)

（出典） 伊勢市こども計画（R7～R11）

(指標の算出方法) 産後ケア利用延べ数

糖尿病性腎症重症化予防の受診勧奨
後の医療機関受診率（％）

(時点)

（出典）
伊勢市国民健康保険データヘルス計画（第3期）特定健康診査等実施計画
（第4期）（R6～R11）

(指標の算出方法)
当該年度中に特定保健指導対象となった人のうち、特定保健指導を完了した
人の割合

(指標の算出方法) 受診勧奨を受けた人のうち、特定健診又は内科を受診した人の割合

　4-1-2　安心して子どもを産み、健やかに育つための切れ目ない支援の充実

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

【モニタリング指標】

健康寿命（歳）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市健康づくり指針（R8～R17）

(指標の算出方法) sullivan法を用いて三重県が推計した健康寿命

一次・二次救急医療機関の受入れ患
者数（人）

(時点)

（出典） 第３次伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン（R6～R10）

(指標の算出方法) 伊勢市休日・夜間応急診療所及び救急医療機関の年間患者数

【目標指標】

　4-1-1　主体的な健康づくりの推進

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週
２日以上、１年以上実施している人
の割合（％）

妊娠届出受理件数（件）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 母子健康手帳交付時における妊娠届出の受理件数

特定保健指導実施率（％）

(時点)

（出典）
伊勢市国民健康保険データヘルス計画（第3期）特定健康診査等実施計画
（第4期）（R6～R11）

(時点)

（出典） 第3期伊勢市健康づくり指針（R8～R17）

(指標の算出方法) 市国保特定健康診査を受けた人のうち、上記指標を実施している人の割合
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

98.1 98.1 98.2 97.4 97.8 97.8 - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

（出典） 市立伊勢総合病院経営強化プラン（R5～R9）

(指標の算出方法) 入院患者が退院後、自宅やそれに準じる場所へ戻った割合

　4-1-3　地域医療体制の整備

市立伊勢総合病院における在宅復帰
率（一般病床）（％）

(時点)
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

7 8 9 10 11 12 ‐

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2 14 19 5 6 7 ‐

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

77 99 104 97 100 102 ‐

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

64.2 67.0 60.4 73.0 76.0 80.0 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

64 50 70 79 84 90 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

626 746 608 850 925
1,000に
到達

‐

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
４
　
医
療
・
健
康
・
福
祉

施策２
地域福祉

同じ悩みを抱えた人が集う場への参
加者数（人）

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

(指標の算出方法) ひきこもりなど同じ悩みを抱えた人が集う場への参加者数

　4-2-3　誰かとつながる場づくり

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

(指標の算出方法) 伊勢市ボランティアセンター地域貢献企業の登録数

　4-2-2　地域で活動するひとづくり

ひきこもりサポーター養成者数に占
める活動者数の割合（％）

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

(指標の算出方法) 活動しているひきこもりサポーター数 / サポーター養成者数

夏休みちょこっと福祉体験の参加者
数（人）

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

【目標指標】

　4-2-1　ひとと場がつながるしくみづくり

ボランティアセンター地域貢献企業
の登録数（社）

福祉マッピング調査の実施地区数
（地区）

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

(指標の算出方法) 地図上に心配な世帯を落とし込む福祉マッピング調査の実施地区数

ボランティア体験受入の登録団体数
（団体）

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

(指標の算出方法)
働きづらさを抱えた人の就労に向けた段階的支援として、社会参加となるボ
ランティア体験の受入体制整備のための登録団体数

(指標の算出方法) 夏休みちょこっと福祉体験の参加者数
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

7,084 7,353 7,348 7,342 - - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

130 150 163 184 176 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

27 - 21 - 25 - 30 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

447 449 522 530 546 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

16,886 19,969 20,229 22,625 22,830 23,030 23,230 23,430

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1,358 1,378 1,518 1,674 1,800 1,950 2,100 2,250

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

分
野
４
　
医
療
・
健
康
・
福
祉

施策３
障がい福祉

(指標の算出方法)
障がい者基幹相談支援センター、障がい者地域相談支援センター、福祉総合
支援センターにおける相談支援件数

　4-3-3　ひとにやさしいまちづくりの推進

障がい者サポーター登録者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 障がい者サポーター登録者数

計画相談支援及び障害児相談支援利
用者数（人）

(時点)

（出典） 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画（R6～R8）

(指標の算出方法) 1月あたりの平均利用者数（年間利用者数 / 12月）

障がい者相談支援件数（件）

(時点)

（出典）

障害者手帳（身体・療育・精神）交
付者数（人）

(時点)

(指標の算出方法) 1月あたりの平均利用者数（年間利用者数 / 12月）

　4-3-2　相談支援と権利擁護の推進

（出典）

(指標の算出方法) 障害者手帳（身体・療育・精神）交付者数

【目標指標】

　4-3-1　日常の自立した暮らしへの支援

共同生活援助（グループホーム）利
用者数（人）

(時点)

（出典） 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画（R6～R8）

手話奉仕員養成講座修了者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 手話奉仕員養成講座（1年目：入門編、2年目：基礎編）修了者数

【モニタリング指標】
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

705 601 544 522 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

96.0 95.9 96.2 96.6 96.5 96.5 97.0 97.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

100.0 99.9 99.5 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

60.0 71.7 75.4 73.8 80.0 80.0 80.0 80.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
４
　
医
療
・
健
康
・
福
祉

施策４
こどもの福祉

(指標の算出方法) 利用者 / 申込者数

　4-4-3　妊娠期から思春期を通しての総合的な支援の充実

伊勢市は子育てしやすいまちである
と感じている保護者の割合（％）

(時点)

（出典） 伊勢市こども計画（R7～R11）

(指標の算出方法) 保育所保護者アンケート

　4-4-2　子どもの預かり・居場所の充実

放課後児童クラブの利用充足率
（％）

(時点)

（出典） 伊勢市こども計画（R7～R11）

【目標指標】

　4-4-1　子育てに関する相談体制の充実

子育ての相談場所を知っている保護
者の割合（％）

(時点)

（出典） -

(指標の算出方法) 保育所保護者アンケート

（出典）

(指標の算出方法) 住民基本台帳

【モニタリング指標】

出生数（人）

(時点)
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

39,608

32.7

39,541

33.0

39,366

33.3

39,195

33.5
- - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

22,029

18.2

22,732

19.0

23,181

19.6

23,532

20.1
- - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

16,490 17,115 15,901 15,998 - - - -

R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1 R9.4.1 R10.4.1 R11.4.1 R12.4.1

11,332 12,583 13,629 14,307 15,000 ‐ ‐ ‐

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

94 106 82 88 100 110 120 130

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

384 395 410 437 475 ‐ ‐ ‐

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

生活支援サポーター数＜累計＞
（人）

(時点)

（出典） 第10次老人福祉計画・第9期介護保険事業計画（R6～R8）

(指標の算出方法) 生活支援サポーター養成講座の修了者数（平成28年度～）

分
野
４
　
医
療
・
健
康
・
福
祉

施策５
高齢者福祉

(指標の算出方法)
福祉総合支援センター等が地域で開催するフレイル予防の活動を支援した集
いの場等住民主体の活動団体数

　4-5-3　安心して住み続けられる地域づくり

　4-5-2　介護予防の推進といきいきと暮らせる環境づくり

フレイル予防の活動に取り組む集い
の場等の団体数（箇所）

(時点)

（出典）

【目標指標】

　4-5-1　地域包括ケアシステムの強化

認知症サポーター数＜累計＞（人）

(時点)

（出典） 第10次老人福祉計画・第9期介護保険事業計画（R6～R8）

(指標の算出方法) 認知症サポーター養成講座の修了者数（平成21年度～）

避難行動要支援者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 75歳以上の高齢者のみ世帯や要介護3以上認定などの要件に当てはまる人

【モニタリング指標】

高齢者人口、高齢化率
（上段＝人、下段＝％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
住民基本台帳（上段：65歳以上の伊勢市人口、下段：伊勢市人口に占める
65歳以上の割合）

後期高齢者人口、後期高齢化率
（上段＝人、下段＝％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
住民基本台帳（上段：75歳以上の伊勢市人口、下段：伊勢市人口に占める
75歳以上の割合）
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11.住み続けられるまちづくりを

13.気候変動に具体的な対策を

16.平和と公正をすべての人に

11.住み続けられるまちづくりを

3.すべての人に健康と福祉を

11.住み続けられるまちづくりを

関連
SDGs

主要課題
③

交通安全ボランティアの育成

推進
方針

交通安全意識の高揚を図り、交通事故
抑止を推進します

主要課題
②

教育活動の推進

救急体制の充実

施策４　交通安全
主要課題

①
広報・啓発活動の推進

関連
SDGs

主要課題
③

火災予防対策の推進

推進
方針

火災などの災害から市民を守る消防・
救急体制の整備を推進します

主要課題
②

関連
SDGs

施策３　消防・救急
主要課題

①
消防体制の充実

推進
方針

市民の防犯意識を高め、犯罪被害防止
対策を推進します

主要課題
②

地域防犯体制・環境の充実

地域の防災力の向上（共助）

施策２　防犯
主要課題

①
防犯意識の醸成

主要課題
③

避難・生活復興の体制整備
（公助）

推進
方針

市民の防災意識を高め、災害に備える
地域づくりを推進します

主要課題
②

関連
SDGs

分野５ 防災・防犯・消防

目指す姿 みんなで築く安心して暮らせるまち

施策１　防災・減災
主要課題

①
市民の防災力の向上（自助）
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施策１ 防災・減災

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

・

・ 被災者の生活再建を支援するには、一人ひとりの状況に応じた適切な支援を迅
速かつ継続的に提供することが求められます。

地域の防災活動を担える人材の育成に取り組むことが、災害に強い社会を実現
するために必要です。

令和６年能登半島地震での教訓をもとに、避難所の環境整備が求められていま
す。

自助、共助による備蓄物資等を補完するために必要な物資や防災資機材を備蓄
する必要があります。

地域の特性や災害リスクに応じた防災や避難所運営のあり方を、地域において
あらかじめ決めておくことが重要です。

【推進方針】 市民の防災意識を高め、災害に備える地域づくりを推進します

発生が危惧される南海トラフ地震、近年多発する局地的な豪雨等の自然災害に
対応するには、災害時に「自助」「共助」「公助」の３つが連携して機能する
ことが必要です。

市民一人ひとりが防災意識を高め、災害への備えをするとともに、災害時の行
動についてあらかじめ整理しておくことが重要です。

人口減少や高齢化、さらには地域コミュニティの希薄化に伴い、地域の防災力
の低下が懸念されています。

令和６年能登半島地震の発生により、大規模なインフラ被害や避難所環境の課
題、高齢者等の避難支援の困難さなど、防災対策における重要課題が改めて浮
き彫りとなりました。

国においては、同地震の教訓や「スフィア基準（人道支援における国際的な最
低基準）」等を踏まえ、避難所の質的向上を目指したガイドラインの改訂な
ど、対策の強化が進められています。

避難生活施設へのマンホールトイレの設置や小中学校体育館へのWi-Fi環境整備
など、災害時における避難所の生活環境改善と機能強化を図ってきました。

災害物資拠点である伊勢志摩総合地方卸売市場への大型発電機配備や、内宮エ
リアの防災倉庫整備の着手など、地域特性に応じた備蓄・防災資機材の体制強
化を推進してきました。

中小河川の浸水被害軽減に向け、地域や学識経験者と協働して危機管理型水位
計を活用した「避難スイッチ（避難判断基準）」を作成・共有し、実効性のあ
る避難体制を強化してきました。
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【取組の方向性】

5-1-1.市民の防災力の向上（自助）

・

・

5-1-2.地域の防災力の向上（共助）

・

・

・

5-1-3.避難・生活復興の体制整備（公助）

・

・

・

災害時に必要な資機材や食料、生活必需品を備蓄するため、防災倉庫の整備を
進めます。

備蓄物資、防災資機材の拡充及び更新を計画的に実施するとともに、防災井戸
の設置など、避難所環境の整備を進めます。

被災者の自立と生活再建を継続的に支援できるよう、災害ケースマネジメント
の取り組みを進めます。

地域での防災訓練の実施に加え、地区防災計画の策定や地域防災マップの作成
を支援します。

防災について総合的に学べる「伊勢市防災大学」の開催を通じて、地域防災の
核となる人材育成を行います。

避難者自身が主体的に運営できる避難所運営マニュアルの作成支援を行いま
す。

市民の防災意識の向上を図るため、防災講習や防災イベントの開催等を行いま
す。

一人ひとりが事前に災害時の行動を時系列的に整理する「マイ・タイムライ
ン」の普及・周知を図ります。
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施策２ 防犯

【背景】

・

・

・

【課題】

・

・

・

【取組の方向性】

5-2-1.防犯意識の醸成

・

5-2-2.地域防犯体制・環境の充実

・

・

・

自治会等による防犯カメラの設置・維持管理への支援を継続するとともに、高
齢者世帯への通話録音装置等の購入費補助を実施し、犯罪抑止と特殊詐欺の被
害防止対策を講じてきました。

出前講座やボランティア研修等を通じて防犯意識の向上や担い手の育成を図
り、市民や関係団体と連携した地域ぐるみの防犯環境づくりを進めてきまし
た。

【推進方針】 市民の防犯意識を高め、犯罪被害防止対策を推進します

コロナ禍の収束後に一時増加傾向にあった刑法犯認知件数は減少に転じている
ものの、特殊詐欺の被害が急増するなど、犯罪の手口が巧妙化・多様化してい
ます。

特殊詐欺の被害を未然に防止するため、高齢者世帯への被害防止機器の設置を
促進します。

急増する特殊詐欺の被害防止対策が必要です。

不審者等の防犯対策として、自治会による防犯カメラの設置や適切な維持管理
を促進し、地域の防犯環境の整備に努めます。

安全で安心なまちづくりを進めるには、地域の自主防犯活動が必要不可欠です
が、高齢化や担い手不足が課題となっています。

犯罪のない安全で安心なまちづくりのため、防犯環境整備が必要です。

市民の防犯意識の向上を図るため、大型店舗前や地域イベントの場を活用した
啓発活動に加え、犯罪被害防止や見守りのための知識の普及および具体的な対
策を学ぶ出前講座を開催します。

三重県や伊勢度会地区生活安全協会等が開催する会議やフォーラムへ、自主防
犯活動者の参加を促進し、担い手の育成に取り組みます。
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施策３ 消防・救急

【背景】

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

【推進方針】 火災などの災害から市民を守る消防・救急体制の整備を推進します

災害への迅速かつ的確な対応には、消防職員・消防団員の育成と資機材の整
備・維持が重要です。

救命率向上のため、救命講習等の受講者数を維持していくことが必要です。

高度化する救急業務を適切に遂行していくために、専門的な知識と技術を持つ
救急救命士の継続的な養成と技術向上が必要です。

住宅火災の被害を軽減させるためには、広報活動を通じて市民の防火意識を向
上させることが重要です。

防火対象物に対して計画的に査察指導を実施するなど、重大な消防法令違反の
是正に向けた継続的な取り組みが必要です。

気候変動による災害の激甚化や南海トラフ地震の発生確率が高まる中、消防力
の充実強化とともに、大規模災害への対応力の向上が一層求められています。

建物火災の半数を住宅火災が占める中、電子機器の普及など生活様式の変化に
伴い、配線不備や機器の老朽化を原因とする火災が増加傾向にあります。

消防団員による知人や地域への働きかけはもとより、体験イベントの開催、消
防団による防火防災授業、皇學館大学ＣＬＬ活動との連携取組を通じた加入促
進により消防団員数は充足しています。

令和４年度からの４年間で延べ１万７千人が救命講習を受講し、心肺機能停止
症例に対する市民による現場での応急手当実施率は60％に達するなど、地域の
救命リレーの基盤は着実に強化されています。

重大違反対象物への重点的な立入検査のほか、住宅防火の重要性を積極的に広
報し、感震ブレーカー及び住宅用防災機器の普及啓発など、火災予防対策に取
り組んでいます。

高齢化の進展や猛暑等により救急需要が増大しており、最新の医療知見を取り
入れた効果的で質の高い救急活動を実現するため、国のガイドライン等が定期
的に改定されています。
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【取組の方向性】

5-3-1.消防体制の充実

・

・

・

5-3-2.救急体制の充実

・

・

5-3-3.火災予防対策の推進

・

・

大規模災害に備え、図上訓練を通じて、緊急消防援助隊等の受け入れ体制の強
化に取り組みます。

消防力の充実を図るため、警防・救助・救急活動に必要な資機材の整備を進め
るとともに、消防車両の計画的な更新や消防水利の新設・維持管理、消防団車
庫の建て替え等を行います。

質の高い救急業務を行うことができる救急救命士の養成を進めるとともに、高
度な救急資器材を搭載した高規格救急車の計画的な更新に取り組みます。

消防力の強化を図るため、各種訓練や研修を通じて、消防職員・消防団員の人
材育成を進めます。

住宅火災の減少及び被害の軽減を図るため、住宅防火対策の重要性を広報する
ことで、火災予防に対する意識を高めます。

防火対象物に対し、違反是正を目的として、計画的に立入検査を実施し、指導
を行います。

傷病者の救命率向上のため、市民向けの救命講習を積極的に開催し、応急手当
に関する正しい知識と技術の普及啓発を図ります。
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施策４ 交通安全

【背景】

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

5-4-1.広報・啓発活動の推進

・

・

【推進方針】 交通安全意識の高揚を図り、交通事故抑止を推進します

中高生などによる自転車利用時に、並走やイヤホンを装着したままでの走行、
さらには走行中のスマホ操作といった行動が散見されます。

市内における交通事故の人身事故発生件数は、減少傾向にあるものの、交通事
故の根絶を目指し、安全で住みよいまちづくりをさらに推進していく必要があ
ります。

全国の交通事故件数は減少傾向にあるものの、県内においては高齢者が第一当
事者となる事故や死者の割合が高く、高齢化の進展が事故情勢に色濃く反映さ
れています。

道路交通法の改正により、自転車ヘルメット着用の努力義務化に加え、令和８
年４月からは反則金（青切符）制度が導入されるなど、自転車の交通ルール厳
格化が進んでいます。

警察や交通安全協会、地域のボランティア等と連携し、四季の交通安全運動や
街頭指導を実施するなど、地域全体で交通安全意識を高める活動を継続的に展
開してきました。

これまで、高齢者への電動アシスト自転車購入補助と連携した講習会を開催す
るなど、安全利用の啓発に取り組んできました。

毎月第１月曜日の「自転車安全対策強化日」や毎月11日の「交通安全の日」な
どには、駐輪場や市内主要交差点で、交通安全指導を行います。

交通事故を防止するためには、交通安全指導や啓発活動を通じて市民の安全意
識を向上させることが重要です。

地域での交通安全活動の中心的役割を担う交通安全指導員の確保が課題となっ
ています。

四季の交通安全期間に合わせた交通ルール遵守と事故防止の啓発活動に加え、
交通事故発生時には事故現場付近にて注意喚起や啓発を行います。

交通安全ボランティアとの連携・協力は、街頭指導や見守り活動を継続してい
く上で欠かせませんが、交通ボランティアの高齢化や、少子化による保護者の
負担増が課題となっています。

自転車ヘルメット着用の努力義務化（令和５年４月）を受けて、着用率を向上
していく必要があります。
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5-4-2.教育活動の推進

・

・

・

5-4-3.交通安全ボランティアの育成

・

・

・

交通安全協会、自治会、まちづくり協議会、保護者の会などと連携し、地域の
危険箇所における交通安全ボランティア活動を継続的に実施します。

保護者の会等の交通ボランティアを対象とした街頭指導研修を実施します。

大学生等と連携して若い世代の交通安全指導員の募集と育成を行います。

自転車乗用中における被害軽減のため、ヘルメット着用率の向上を図ります。

中学、高校、大学における交通安全教室の受講率を向上させるとともに、高齢
者を対象とした交通安全講習会等を継続的に実施します。

令和８年４月から導入される自転車等に対する交通反則通告制度（青切符）を
踏まえ、警察等と連携し、交通ルール指導を強化します。
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

3,901 8,649 7,678 6,046 8,000 8,500 9,000 9,500

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

8 8 13 13 17 18 19 20

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

197 257 310 350 385 430 475 520

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

88.6 91.1 96.0 97.2 100.0 - -

R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

(指標の算出方法) 伊勢市備蓄計画に基づく備蓄数量に対する達成率

　5-1-3　避難・生活復興の体制整備（公助）

【目標指標】

　5-1-2　地域の防災力の向上（共助）

(指標の算出方法) 避難所運営マニュアルを策定した地域数（平成30年度～）

備蓄数量の達成率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市備蓄計画（R5～）

伊勢市防災大学の受講修了者数
〈累計〉（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市防災大学の受講修了者数（平成29年度～）

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

分
野
５
　
防
災
・
防
犯
・
消
防

施策１
防災・減災

　5-1-1　市民の防災力の向上（自助）

地域での防災講習会の参加者数
（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 地域で開催した防災講習会の参加者数

避難所運営マニュアル策定の地域数
〈累計〉（地域）

(時点)

（出典）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

494 627 545 546 - - - -

R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年

1,130 1,739 2,122 1,705 2,300 2,400 2,500 2,600

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

147 188 221 251 255 270 285 300

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

分
野
５
　
防
災
・
防
犯
・
消
防

施策２
防犯

【モニタリング指標】

刑法犯認知件数（件）

　5-2-1　防犯意識の醸成

防犯出前講座の参加人数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 防犯出前講座を受講した人数

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 街頭犯罪等発生状況一覧による刑法犯総数

【目標指標】

自治会による防犯カメラの設置数
（台）

(時点)

　5-2-2　地域防犯体制・環境の充実

（出典）

(指標の算出方法) 市補助により自治会が設置した防犯カメラ台数
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

42 43 53 47 - - - -

R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年

9,170 9,615 9,557 9,557 - - - -

R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年

91 81 103 103 110 110 110 110

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

21 32 41 65 80 80 80

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2,437 4,427 5,117 5,411 5,500 5,500 5,500 5,500

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

395 524 546 496 550 550 550 550

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

消防団員の救命講習累計受講率
（％）（普通救命講習Ⅰ）

(時点)

　5-3-2　救急体制の充実

救命講習受講者数（人）
（普通救命講習、救命入門コース等）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)

　5-3-3　火災予防対策の推進

防火対象物への立ち入り検査件数
（件）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)

分
野
５
　
防
災
・
防
犯
・
消
防

施策３
消防・救急

【モニタリング指標】

救急出動件数（件）

　5-3-1　消防体制の充実

警防・救助・救急に関する研修・訓
練への職員派遣数(人)

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 警防・救助・救急に関する研修・訓練へ派遣した職員数

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市消防本部管轄の救急出動件数

【目標指標】

伊勢市消防本部管内で開催した救命講習（普通救命講習、救命入門コース
等）の受講者数

火災件数（件）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市消防本部管轄の火災件数

（出典）

(指標の算出方法)  過去３年以内に救命講習を受講した消防団員の割合

伊勢市消防本部管轄内の防火対象物への立ち入り検査件数
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

186 188 182 180 - - - -

R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年

4 3 2 1 - - - -

R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年

66 79 64 59 74 79 84 89

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

81 98 84 90 90 93 96 100

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1 1 3 12 12 12 12 12

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

0 1 1 1 1 1 1 1

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2 2 2 2 3 3 4 4

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(指標の算出方法) 伊勢市の交通事故死者数

【目標指標】

　5-4-1　広報・啓発活動の推進

交通安全の広報啓発の実施回数
（回）

(時点)

分
野
５
　
防
災
・
防
犯
・
消
防

施策４
交通安全

【モニタリング指標】

伊勢市の交通事故における人身事故
発生件数（件）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市の交通事故における人身事故発生件数

伊勢市の交通事故死者数（人）

　5-4-2　教育活動の推進

交通安全教室、講習会の開催回数
（回）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 交通安全教室、講習会の開催回数

(時点)

（出典）

交通安全教室等を開催した学校数
（校）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢・度会地区交通安全対策協議会に所属する交通安全指導員数

　5-4-3　交通安全ボランティアの育成

街頭指導研修会の開催回数（回）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 街頭指導研修会の開催回数

(指標の算出方法) 中学校、高校、大学（全20）のうち交通安全教室等を開催した学校数

交通安全指導員の数（人）

(時点)

（出典）

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市交通安全都市推進協議会による街頭等での広報啓発回数
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2.飢餓をゼロに

14.海の豊かさを守ろう

15.陸の豊かさも守ろう

8.働きがいも経済成長も

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

12.つくる責任つかう責任

8.働きがいも経済成長も

11.住み続けられるまちづくりを

12.つくる責任つかう責任

効果的な誘客施策と情報発信

関連
SDGs

主要課題
③

受入環境整備による持続可能な
観光地経営

推進
方針

常若の精神を受け継ぎ、伝統の継承と
新たなチャレンジによる、持続可能な
まちづくり

主要課題
②

関連
SDGs

主要課題
③

商店街等の振興

施策３　観光
主要課題

①
「伊勢の物語性」の継承と展開

推進
方針

中小企業・小規模事業者の発展を促し
ます

主要課題
②

企業の創出・立地支援

地元産物の魅力づくり

施策２　商工業
主要課題

①
企業の発展と継続

関連
SDGs

主要課題
③

地域を支える環境整備

推進
方針

地元産物の魅力を生かし、持続可能な
農林水産業を目指します

主要課題
②

分野６ 産業・経済

目指す姿 産業活動が活発で活力と賑わいにあふれるまち

施策１　農林水産業
主要課題

①
農水産業の担い手づくり
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8.働きがいも経済成長も

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

12.つくる責任つかう責任

相談体制の維持・強化

関連
SDGs

推進
方針

消費者が安心・安全に暮らせるまちを
つくります

主要課題
②

関連
SDGs

施策５　消費者行政
主要課題

①
消費者教育・啓発の推進

推進
方針

働きたい人が働ける、必要な人材が
確保できる環境づくりを進めます

主要課題
②

多様なニーズに応える就労支援

施策４　就労・雇用
主要課題

①
企業と求職者の接点づくり
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施策１ 農林水産業

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

6-1-1.農水産業の担い手づくり

・

・

・

新規就農者の確保・育成を図るため、独立就農時に必要な農業機械・施設等に
対する支援を行うなど、関係機関等と連携した就農環境づくりを行います。

森林の所有者の高齢化等により、適正な管理が困難となっています。

野生鳥獣による農業被害が引き続き多発しており、農業者の営農意欲の低下や
耕作放棄地の発生につながるなど、地域全体の課題となっています。

水産資源の回復を目的として漁協及び漁業者が行う種苗放流などの取り組みに
対して支援を行います。

農地中間管理機構を通じた農地の貸借による担い手への集積を支援し、担い手
の育成・確保に努めます。

農水産業の基盤となる農業用施設及び漁港・海岸施設の老朽化が進んでおり、
施設の機能低下や更新費用の増大が懸念されています。

農林水産業においては担い手の高齢化と後継者不足が進んでおり、将来的に
は、耕作放棄地の増加や生産量の減少等が懸念されます。

新規就農時においては、さまざまなハードルがありますが、特に、農業用機
械・設備への投資等の資金調達面が大きな負担となっています。

担い手を確保し、持続可能な農水産業を実現するためには、所得の増大と安定
を目指していくことが必要です。

水産業においては、海水温の上昇や貧栄養化等により減少している水産資源を
増やすための取り組みが必要です。

【推進方針】 地元産物の魅力を生かし、持続可能な農林水産業を目指します

ＩＣＴやロボット技術等を活用したスマート農業・水産業の社会実装が進んで
おり、省力化や生産性向上による労働力不足の解消や、新たな担い手の参入が
期待されています。

これまで生産効率の向上に向けた市内農地の集積化に取り組み、担い手への農
地集積率は42.5％（令和６年度末）まで向上するなど、持続可能な農業経営の
基盤づくりを進めてきました。

「ワイン特区（令和５年３月認定）」を活用した農福連携によるワイン製造支
援、「蓮台寺柿産地協議会」の設立支援、横輪いもや黒海苔の情報発信など、
地元産物の付加価値向上に取り組んできました。

森林環境譲与税を活用して市内森林の間伐など計画的な管理を推進し、里山の
荒廃防止と森林環境の保全を進めてきました。

ＩＣＴを活用した獣害対策システムの導入や地域住民との連携強化により、効
果的な捕獲や防除活動が展開され、農作物被害の軽減に取り組んできました。
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6-1-2.地元産物の魅力づくり

・

6-1-3.地域を支える環境整備

・

・

・ 農業用施設及び漁港・海岸施設の老朽化対策として、効率的・効果的な修繕・
更新を進めます。

森林については、間伐など計画的な管理を行い、里山の荒廃を防ぎます。

農作物被害の減少に向け、地域と連携した有害鳥獣の捕獲や被害防除の対策を
進めます。

儲かる農水産業を目指し、６次産業化や農商工連携などによる付加価値向上、
消費者ニーズに応じた生産、産地・特産品としての認知度向上などに取り組み
ます。
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施策２ 商工業

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

地域経済を支える既存中小企業者の持続的な経営・発展を推進するため、経営
基盤の強化や経営向上に取り組む中小企業者に対して、継続的な支援を行う必
要があります。

人口減少などにより人材の採用環境が悪化しており、人材確保や、デジタル技
術の活用も含めた生産性の向上への支援が求められています。

商店街を含む中心市街地において、消費者・観光客ニーズに合った消費環境の
充実、賑わいの創出や空き店舗対策を図る必要があります。

中心市街地の商店街などにおいては、閉店数が新規出店を上回り、店舗数が減
少しています。

既存中小企業者への支援とともに、新たな地域経済の担い手及び雇用を創出す
るため、新しい産業・企業の創出を促進する必要があります。

市場や消費者ニーズの変化やデジタル技術の急速な進展など、目まぐるしく変
化する経営環境への対応が求められています。

【推進方針】 中小企業・小規模事業者の発展を促します

本市の商工業は、観光関連産業や製造業を中心とする中小・小規模事業者が多
くを占めています。

令和６年度に開設した「伊勢市ビジネスサポートセンター」を核として、創業
支援のワンストップ化や中小企業への伴走型支援、専門家派遣など、地域経済
の活性化に向けた支援体制を構築しました。

半島振興法等の税制優遇措置が延長され投資環境が整う中、宿泊施設も対象に
加えた市の奨励金制度の活用により、工場等の新設、増設又は移設する企業を
支援してきました。

創業スクールを通じた人材育成や経費補助、創業後のフォローアップなど、
フェーズに応じたきめ細かな支援を行い、地域経済の新たな担い手の創出と育
成を進めてきました。

ＡＩカメラでの通行量の把握やまちづくり会社等との連携を通じ、空き店舗対
策や歩きたくなる居心地の良い空間づくりなど、商店街の賑わいの創出に取り
組んできました。
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【取組の方向性】

6-2-1.企業の発展と継続

・

・

・

6-2-2.企業の創出・立地支援　

・

・

・

6-2-3.商店街等の振興

・

・

市民や観光客が集まる活気のある商店街となるよう、また商店街を歩きたくな
るような居心地の良い空間づくりに取り組みます。

中心市街地の商店街などの活性化に向け、賑わいの創出や空き店舗の解消に向
けた取り組みを進めます。

相談員の設置をはじめとする創業しやすい環境づくりの推進に加え、創業後の
フォローアップの強化を図ります。

セミナー・創業スクールの実施を通じて、創業に必要な知識の習得や創業意欲
の喚起を促進します。

経営環境の変化に対応しながら企業が成長していけるよう、デジタル技術の活
用、販路開拓、生産性向上の取り組み、さらには雇用を創出する設備投資など
を支援します。

既存中小企業者による経営基盤の強化や経営向上に取り組み、自社の課題解決
を図る事業活動に対して支援を実施します。

市内企業へ就職する若者への奨学金返還支援を通じて、企業の人材確保を支援
します。

商工団体や民間企業等と連携したスタートアップ企業の創出のほか、地域経済
を牽引する企業の立地や設備投資を支援します。
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施策３ 観光

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

【取組の方向性】

6-3-1.「伊勢の物語性」の継承と展開

・

・

民俗行事であるお木曳行事の実施や、次世代への文化の継承・展開などを通じ
て、観光地としての魅力を高めます。

自然、景観、歴史・生活文化、食などのさまざまな地域資源を磨き上げ、新た
な観光コンテンツの創出につなげます。

全国平均に比べ市内の宿泊数・宿泊比率や観光消費額が低いことから、それら
を伸ばすことで、地域の活性化につなげることが必要です。

時期や時間帯により来訪者で混雑するエリアがあるため、住民と来訪者の双方
の満足度を高める受入環境の整備が必要です。

本物・本質が体験できる観光ニーズが高まる中、御遷宮を契機に、伊勢のまち
に根付く伝統文化や民俗行事の継承と伊勢でしか体感できない観光の展開が求
められます。

国内の人口が減少する中で、インバウンドも含めて御遷宮を契機に伊勢へ関心
を持つ人を増やし、実際の来訪につながるよう継続的な情報発信が必要です。

【推進方針】 常若の精神を受け継ぎ、伝統の継承と新たなチャレンジによる、持続
可能なまちづくり

令和15年の第63回神宮式年遷宮に向け、伊勢の歴史・文化が改めて注目される
とともに、伝統の継承と観光地としてのブランド力向上への機運が高まってい
ます。

国の観光立国推進基本計画では、地方への誘客分散や消費額拡大が掲げられて
おり、増加するインバウンド需要を取り込み、地域経済を活性化する好機を迎
えています。

伊勢志摩及び周辺地域は、国から「地方における高付加価値なインバウンド観
光地づくりモデル観光地」に選定（令和５年３月）され、地域資源を生かした
上質な滞在環境の整備と誘客強化が進められています。

これまで、周辺市町と連携した「いせしませんぐう旅」事業や、観光型MaaS
（移動・観光のワンストップサービス）等のデジタル技術活用を推進し、伊勢
志摩地域全体での周遊促進や利便性向上を図ってきました。

市内の全観光案内所の英語対応や観光施設の「心のバリアフリー」認定促進な
ど、多様な来訪者を受け入れるための環境整備を進めてきました。
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6-3-2.効果的な誘客施策と情報発信

・

・

・

6-3-3.受入環境整備による持続可能な観光地経営

・

来訪者の滞在時間の延伸を図るため、事業者、周辺市町と連携した観光キャン
ペーンなどにより、周遊を促進します。

国内旅行者に加えて、観光消費額の高いインバウンドを含めた誘致の拡大によ
る経済効果の創出を推進します。

住む人も訪れる人も恩恵を受けることができるよう、分散来訪や観光危機管理
対策、観光マナーの向上など、安全・安心・快適な受入環境整備を進めます。

ターゲット層の特性に合わせた情報発信やプロモーションなどの施策展開によ
る来訪者獲得を推進します。
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施策４ 就労・雇用

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

【取組の方向性】

6-4-1.企業と求職者の接点づくり

・

6-4-2.多様なニーズに応える就労支援

・

・

・

・

障がい者雇用を促進するため、関係機関・団体と連携し、法定雇用率や雇用に
係る支援制度などの周知・啓発を行います。

さまざまな理由で働きたくても働けない人に対し、その人の個性や意欲に応じ
た社会参加や就労にチャレンジするきっかけを作るなど、就労に向けた支援を
行います。

近隣自治体、関係機関・団体等と連携し、企業の魅力発信や求職者との接点づ
くりを支援します。

公共職業訓練の周知やセミナーの開催など、求職者が就労に有利な資格取得や
知識の習得ができるよう、関係機関・団体と連携して支援します。

高齢者が就業を通じて地域で活躍できる環境づくりを支援します。

【推進方針】 働きたい人が働ける、必要な人材が確保できる環境づくりを進めます

市内企業の認知が広まっておらず、就職先として市内企業を選ぶ若者が少ない
状況にあります。

高齢化が進展する中で、高齢者への就業機会の提供を通じて、生活の充実を図
ることが求められています。

令和８年７月の障がい者法定雇用率の引き上げにより、さらなる障がい者雇用
の促進が求められます。

さまざまな理由により働きたくても働けない人が増えており、社会との接点が
乏しいことによって孤独・孤立に陥り生活の困難さが深刻化する状況が見られ
ます。

全国の雇用情勢は、就業者数が過去最高水準で推移し、大学生就職率も高水準
を維持している一方で、中小企業における人手不足感は高まっています。

障がい者の法定雇用率は段階的に引き上げられており、令和６年４月の2.5％へ
の引き上げに続き、令和８年７月には2.7％となります。

松阪市以南で構成する「南三重地域就労対策協議会」において、若者・学生向
けに地域企業の魅力を発信するサイトを構築するなど、広域連携による企業の
人材確保支援を展開してきました。

孤独・孤立対策推進法の施行により、社会的な孤立状態にある人への支援体制
の強化や、社会との接点を作り多様な働き方の選択肢を拡大する環境整備の重
要性が増しています。

令和５年に産官学民が連携する「伊勢市多分野協働プラットフォーム」を設立
するとともに、令和６年度から市役所での中間的就労（短時間雇用）を行う
「ワークステーションいせ」を開始し、社会参加から一般就労へつながるス
テップアップ支援体制を整備しました。
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施策５ 消費者行政

【背景】

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

【取組の方向性】

6-5-1.消費者教育・啓発の推進

・

・

6-5-2.相談体制の維持・強化

・

・

広報紙やＳＮＳ等を活用した情報発信、各所での啓発活動、学校や老人クラブ
等を対象とした出前講座を実施して、消費者教育を推進します。

契約トラブルや詐欺の手口が今後ますます巧妙化・高度化することが予想され
るため、事例の情報を連携市町間で共有し、効果的な情報発信を行います。

広域化した市消費生活センターに相談員を適切に配置し、連携市町内の消費生
活相談に対応します。

消費生活相談員資格保有者の確保を図るとともに、専門機関が実施する消費生
活に関する研修や勉強会等に相談員を参加させるなど、相談員の能力向上を図
ります。

複雑化する相談内容に適切に対応するため、相談員の専門知識の向上や相談体
制の維持・強化を図る必要があります。

【推進方針】 消費者が安心・安全に暮らせるまちをつくります

消費者自らが正しい知識を身につけ、契約トラブルや詐欺被害を未然に防ぐこ
とができるように、連携市町と協力して消費者教育を進める必要があります。

伊勢市消費生活センターに寄せられる相談内容は、年々複雑化しており、相談
件数も増加傾向にあります。

インターネットを通じた商取引や電子決済が普及したことで、新たな形態の消
費者被害が全国で発生しています。

令和４年４月の民法改正による成年年齢の引下げにより、社会経験の少ない若
年者が消費者被害に遭うリスクが高まっており、自立した消費者を育む教育の
重要性が増しています。

伊勢市消費生活センターは、令和４年度から伊勢志摩定住自立圏内の３市３町
で広域連携を開始し、消費生活に係る相談対応・啓発・情報発信を展開してき
ました。

若年者の消費者被害未然防止に向け、高校生を対象とした出前講座や啓発イベ
ントを重点的に実施するなど、契約に関する正しい知識の普及と自立した消費
者の育成に取り組んできました。
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

43.0 45.3 48.7 - - - -

R3年 R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年

3.2 3.2 6.1 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年 R9年 R10年 R11年

21 24 25 29 29 31 33 35

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

36.3 41.3 42.5 44.3 45.3 46.3 47.3

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

18 19 19 19 23 - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

分野 施策 指標(単位)

(指標の算出方法) 国の担い手の農地利用集積状況調査

　6-1-2　地元産物の魅力づくり

市内産農産物の高付加価値化に向け
た取り組みへの支援数＜累計＞
（件）

(時点)

（出典） 第2次伊勢市農村振興基本計画（H30～R9）

(指標の算出方法) 市内産農産物の高付加価値化に向けた取り組みへの支援数（平成27年度～）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 青年等就農計画の認定を行った農業者数（平成27年度～）

担い手の農地利用集積率（％）

(時点)

（出典）

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

【モニタリング指標】

市内の農業産出額（推計）（億円）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 三重県農業産出額を市町按分して算出

市内の漁業生産額（億円）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢湾漁業協同組合による漁業・漁港別漁業生産額の合計

【目標指標】

　6-1-1　農水産業の担い手づくり

認定新規就農者数＜累計＞（人）施策１
農林水産業

分
野
６
　
産
業
・
経
済
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

131.0 172.0 111.6 90.7 142.0 193.0 194.0 195.0

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

被害面積
1,419
被害額
15,249

被害面積
1,407
被害額
16,646

被害面積
1,414
被害額
23,311

被害面積
1,358
被害額
22,388

被害面積
1,331
被害額
21,940

被害面積
1,304
被害額
21,501

－

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1 3 5 5 6 10 11 12

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

　6-1-3　地域を支える環境整備

森林間伐面積（ha）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 市内の森林面積(10,959ha)のうち間伐を行った面積

(指標の算出方法)

有害鳥獣による農作物の被害面積と
被害額（上段＝ａ，下段＝千円）

(時点)

（出典） 伊勢市鳥獣被害防止計画（R8～R10）

(指標の算出方法)
上段：有害鳥獣による農作物の被害を受けた面積
下段：被害面積×面積あたりの収量×農作物の単価（年度毎の収量と単価）

長寿命化事業を実施した農業用排水
機場の施設数＜累計＞（箇所）

(時点)

（出典）

長寿命化事業を実施した農業用排水機場（全34機場）の施設数（令和元年度～）

分
野
６
　
産
業
・
経
済

施策１
農林水産業
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

2,276 2,521 2,892 3,159 - - - -

R3年 R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年

3,236 3,260 3,295 3,306 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

8,269 8,016 6,907 6,525 7,000 7,020 7,040 7,060

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

176 188 256 164 260 265 270 275

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1 1 3 3 2 2 2 2

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

△11 △5 △26 △5 △9 △9 △9 △9

R5.2 R6.2 R7.2 R8.2 R9.2 R10.2 R11.2 R12.2

分
野
６
　
産
業
・
経
済

施策２
商工業

(指標の算出方法) 中心市街地活性化区域内の店舗等の増減数（毎年2月調査）

(指標の算出方法) 商工団体における小規模事業者指導件数

　6-2-3　商店街等の振興

中心市街地の店舗等の増減数

(時点)

（出典） 第3期伊勢市中心市街地活性化基本計画（R8～R12）

　6-2-2　企業の創出・立地支援

創業スクール等への参加者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 創業支援事業計画に定める創業スクール等への参加者数

市内で新設・増設・移設した事業者
数（事業所）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 企業立地促進条例に基づく事業者指定を受け、操業した事業者数

【モニタリング指標】

経営相談件数

(時点)

（出典） －

製造品出荷額（億円）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 経済構造実態調査　製造業事業所調査

法人事業所数

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 法人市民税均等割が課税されている事業所数

【目標指標】

　6-2-1　企業の発展と継続
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

603.7 717.3 754.1 772.5 - - - -

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1.9 8.5 11.0 11.5 - - - -

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

72.2 83.8 86.6 88.6 89.3 92.2 93.4 94.6

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

422.7 479.9 657.7 663.1 730 780 830 870

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

91.5 92.4 87.4 95.6 91.5 91.5 91.5 91.5

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

分
野
６
　
産
業
・
経
済

施策３
観光

(指標の算出方法) 伊勢市観光客実態調査

（出典） 伊勢市観光振興基本計画（R8～R11）

(指標の算出方法) 伊勢市観光統計

市内観光消費額（億円）

(時点)

（出典） 伊勢市観光振興基本計画（R8～R11）

(指標の算出方法) 一人あたりの平均観光消費額×観光入込客数（伊勢市観光客実態調査）

　6-3-3　受入環境整備による持続可能な観光地経営

　6-3-2　効果的な誘客施策と情報発信

市内宿泊者数（万人）

(時点)

（出典） 伊勢市観光振興基本計画（R8～R11）

【目標指標】

　6-3-1　「伊勢の物語性」の継承と展開

市観光の総合満足度（％）

(時点)

神宮参拝者数（万人）

(時点)

（出典） 伊勢市観光振興基本計画（R8～R11）

(指標の算出方法) 神宮（外宮・内宮）の参拝者合計

【モニタリング指標】

神宮外国人参拝者数（万人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 神宮（外宮・内宮）の外国人参拝者合計
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

1.50 1.36 1.22 1.10 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2.39 2.31 2.46 2.43 - - - -

R4.6.1 R5.6.1 R6.6.1 R7.6.1 R8.6.1 R9.6.1 R10.6.1 R11.6.1

16 17 26 22 29 32 35 39

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

3 0 1 5 10 - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

11 31 43 17 19 21 ‐

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

分
野
６
　
産
業
・
経
済

施策４
就労・雇用

（出典）

(指標の算出方法) 三重労働局公表資料

伊勢公共職業安定所管内の障がい者
実雇用率

(時点)

(指標の算出方法)
南三重地域就労対策協議会が運営するマッチングサイト「南三重就活ナビ」を通
じた就職者数

職場見学・就労体験受入企業の開拓
（社）

(時点)

（出典） 第4期地域福祉計画・地域福祉活動計画（R6～R10）

(指標の算出方法)
働きづらさを抱えた人の就労に向けたきっかけづくりとして、職場見学・就労体
験等の受入体制整備のための企業・団体の登録数

南三重就活ナビからつながった就職
者数（人）

(時点)

（出典）

【モニタリング指標】

伊勢公共職業安定所管内の有効求人
倍率（倍）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 三重労働局公表資料

　6-4-2　多様なニーズに応える就労支援

【目標指標】

　6-4-1　企業と求職者の接点づくり

市の支援を受けて就職、公的職業訓
練に進んだ、いせ若者就業サポート
ステーションの利用者数（人）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
いせ若者就業サポートステーションの利用者のうち、市の支援を受けて就職、公
的職業訓練に進んだ人数
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度
分野 施策 指標(単位)

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

実績値 目標値

1,279 1,145 1,289 1,356 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

150 176 177 179 180 182 184 186

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

18 12 16 39 48 48 48 48

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

(指標の算出方法) 消費生活センターの消費生活相談員資格保有者の勤務総月数

分
野
６
　
産
業
・
経
済

施策５
消費者行政

　6-5-2　相談体制の維持・強化

消費生活相談員資格保有者を配置し
た総月数（人・月）

(時点)

（出典）

【目標指標】

　6-5-1　消費者教育・啓発の推進

消費生活に係る啓発回数（回）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
連携市町における消費生活センターの出前講座・イベント出展回数、広報紙・
ホームページ等での情報発信回数の合計

(指標の算出方法) 消費生活センターが対応した相談件数

消費生活センターにおける相談対応
件数（件）

(時点)

（出典）

【モニタリング指標】
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11.住み続けられるまちづくりを

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

11.住み続けられるまちづくりを

11.住み続けられるまちづくりを

施策３　交通
主要課題

①
地域公共交通の充実

主要課題
④

公園整備及び公園施設長寿命化の推
進

交通渋滞対策の推進

関連
SDGs

推進
方針

移動しやすい交通環境の整備を推進し
ます

主要課題
②

関連
SDGs

主要課題
③

橋梁長寿命化の推進

推進
方針

幹線道路の整備及び生活道路、公園
施設を良好に保全します

主要課題
②

通学路の安全対策

分野７ 都市基盤

目指す姿 誰もが安心して快適に暮らせる魅力あるまち

施策１　土地利用
主要課題

①
秩序ある土地利用の推進

地籍調査の推進

施策２　道路・公園
主要課題

①
幹線道路の効率的な整備

関連
SDGs

推進
方針

よりよいまちとしての土地利用を進め
ます

主要課題
②
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11.住み続けられるまちづくりを

13.気候変動に具体的な対策を

11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

6.安全な水とトイレを世界中に

6.安全な水とトイレを世界中に

11.住み続けられるまちづくりを

主要課題
③

木造住宅の耐震化

施策６　水道

空家等対策の推進

関連
SDGs

主要課題
③

施策７　下水道
主要課題

①

施設の更新と防災対策

推進
方針

公共用水域の水質保全と浸水被害の軽
減を進めます

主要課題
②

市街地の浸水被害の軽減

快適な生活環境の整備

施策５　住宅
主要課題

①

関連
SDGs

主要課題
③

【安全】
安全で安心できる水道水の供給

主要課題
①

【強靭（きょうじん）】
災害に強いしなやかな水道の構築

市営住宅の適正な管理と居住支援

【持続】
健全で持続可能な水道経営

推進
方針

推進
方針

安全で安心な水を未来へつなげます
主要課題

②

主要課題
④

良好な景観形成

推進
方針

河川・排水施設を良好に保全します
主要課題

②
ポンプ場の更新及び長寿命化等の推
進

関連
SDGs

関連
SDGs

市民が住んでいたいと感じる住環境の
整備を推進します

主要課題
②

施策４　河川・排水
主要課題

①
河川・排水路の健全化の推進
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施策１ 土地利用

【背景】

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

7-1-1.秩序ある土地利用の推進

・

・

・

7-1-2.地籍調査の推進

・

人口減少や少子高齢化が進む中、持続可能な都市経営を実現するには、医療や
商業などの都市機能と居住の分布を適切に誘導することが求められます。

巨大地震や集中豪雨などの災害リスクが高まるなか、万一被災した場合、筆界
が明確でないと復旧復興に多大な時間が必要となります。

地籍調査の進捗率は、市全域の10.2％（R8.3.31時点）と遅滞しています。

都市計画法に基づく制度を適切に運用し、必要に応じて用途地域等の変更を行
うなど、適正な土地利用の誘導を図ります。

都市機能増進施設（医療・福祉施設、商業施設など）や居住地がまとまって立
地し、公共交通などによりこれらの都市機能にアクセスできる都市構造（多拠
点ネットワーク型）への転換を図ります。

社会資本整備（計画道路等）、防災対策（浸水想定区域や土砂災害警戒区域
等）、まちづくり（立地適正化計画）と連携した地籍調査を優先して計画的・
効率的に進めます。

中心市街地の都市機能の増進及び、経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進
する必要があります。

中心市街地の活性化を図るため、行政や民間事業者で構成された中心市街地活
性化協議会によるさまざまな取り組みを推進します。

中心部と郊外部の地価差から大規模集客施設や戸建て住宅の郊外への立地が進
んでおり、市街地の分散化による都市の魅力や生活利便性の低下が懸念されま
す。

【推進方針】 よりよいまちとしての土地利用を進めます

国においては、人口減少社会においても持続可能なまちづくりを実現するた
め、都市機能や居住を利便性の高いエリアに集約し、公共交通ネットワークと
の連携を図る「コンパクト・プラス・ネットワーク」の形成を重点施策として
推進しています。

都市のコンパクト化を目指す上で中心市街地の活性化は不可欠であることか
ら、新たな居住空間及び都市機能の拠点を生み出す伊勢市駅前地区の再開発事
業を支援・促進してきました。

道路空間を「車中心」から「人中心」へと転換し、居心地の良い空間形成を通
じて都市の魅力向上や賑わい創出を目指す「まちなかウォーカブル推進事業」
に令和６年度より着手しました。

地籍調査については、令和３年度から工程管理や検査を一括して業務委託し、
令和４年度からは公共事業に先行して実施することで、調査面積の拡大と事業
の加速化を図りました。
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施策２ 道路・公園

【背景】

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

【取組の方向性】

7-2-1.幹線道路の効率的な整備

・

7-2-2.通学路の安全対策

・

全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が発生していることから、児童生徒
が安全に通学できるように通学路の安全確保が必要です。

橋梁の高齢化が進んでおり、20年後には建設後50年を経過する割合が８割を超
える見込みです。従来の事後保全型から予防保全型へ転換することで、長寿命
化や修繕費用の縮減を図ることが求められています。

10年後には設置から30年を経過する公園が約５割に達する見込みです。公園施
設の安全・安心を確保しつつ、重点的かつ効率的な維持管理や更新投資を行っ
ていくため、計画的な予防保全や長寿命化が求められています。

都市計画道路を主とした市内の幹線道路の効率的・効果的な道路整備を推進し
ます。

児童生徒が安全に通学できるように関係機関と連携し通学路の合同点検を行
い、通学路の安全対策を推進します。

【推進方針】 幹線道路の整備及び生活道路、公園施設を良好に保全します

幹線道路や生活道路において、自動車と歩行者が交錯して危険な箇所や通勤時
などに交通渋滞も多く発生していることから、安全で安心して通行できる道路
整備が必要です。

国土強靱化の推進に向け、災害時の緊急輸送道路としての機能強化に加え、地
域の物流・人流を支える効率的な道路ネットワークの構築が求められていま
す。

計画的な市道整備に加え、本市の骨格となる国道・県道などの幹線道路につい
ても、国・県に対して着実な事業進捗を要望し、地域全体の道路網の整備促進
を図ってきました。

警察や学校等と連携した市内通学路の合同点検を継続して実施し、グリーンベ
ルトやガードレールの設置など、通学路の安全対策を進めてきました。

道路や公園などインフラ施設の老朽化が全国的な課題となる中、事後保全から
予防保全への転換により、施設の長寿命化とトータルコストの縮減、将来的な
財政負担の平準化を図ることが重要となっています。

社会的需要に応じた公園整備が求められていることから、朝熊山麓公園、市営
大仏山公園の整備を進めてきました。
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7-2-3.橋梁長寿命化の推進

・

7-2-4.公園整備及び公園施設長寿命化の推進

・

既存の橋梁に対して定期点検を実施し、緊急度の高い橋梁を優先的に修繕する
ことで、予防保全・長寿命化を推進します。

憩いや親水などコミュニティ活動の場として総合公園を整備する一方で、既存
の公園施設に対して定期点検を実施し、緊急度の高い施設を優先的に修繕する
ことで、予防保全・長寿命化を推進します。
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施策３ 交通

【背景】

・

・

・

【課題】

・

・

・

【取組の方向性】

7-3-1.地域公共交通の充実

・

・

7-3-2.交通渋滞対策の推進

・

路線バスと鉄道の利用者数がコロナ禍前の水準に戻っていないため、市民と観
光客双方に対して公共交通の利用を促進する必要があります。

【推進方針】 移動しやすい交通環境の整備を推進します

バス運転手等の公共交通の担い手不足が深刻化しており、現状の路線の維持も
今後難しくなる可能性があります。

令和５年の地域公共交通活性化再生法の改正を受け、官民や分野を超えた「共
創」と交通ＤＸの推進により、地域交通を「リ・デザイン（再構築）」する国
の基本方針が示されました。

令和６年度より、夜間のタクシー不足を補う「日本版ライドシェア」の実証
や、将来の運転士不足を見据えた自動運転バスの実証運行を開始し、次世代技
術を活用した持続可能な地域交通の確保を推進してきました。

神宮周辺の交通渋滞対策として、混雑期におけるパーク＆バスライドの実施や
臨時駐車場の開設、交通規制等を継続的に実施し、観光客と市民生活が調和し
た円滑な交通環境の確保に取り組んできました。

神宮周辺では、来訪者の多くが自家用車を利用していることから、市内各所で
交通渋滞が頻繁に発生し、地域住民の生活だけでなく、来訪者の移動にも支障
をきたしています。

新しい交通システム（ライドシェア、自動運転バスなど）の導入を通じて公共
交通の担い手不足に対応するとともに、地域ニーズを踏まえたバス路線の維
持・再編に取り組みます。

公共交通への関心を高め、市民や観光客が利用するきっかけを創出すること
で、公共交通の利用につながる取り組みを実施します。

国や県、警察など関係機関と連携し、駐車場対策や交通規制、パーク＆バスラ
イドの実施、交通渋滞に関する調査や情報発信などを実施するとともに、駐車
場の再編に取り組み、地域の交通渋滞の緩和や発生抑止に取り組みます。
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施策４ 河川・排水

【背景】

・

・

【課題】

・

・

・

【取組の方向性】

7-4-1.河川・排水路の健全化の推進

・

7-4-2.ポンプ場の更新及び長寿命化等の推進

・

浸水被害の軽減を図るためには、河川・排水路の整備や適正な維持管理が必要
です。

【推進方針】 河川・排水施設を良好に保全します

本市においても大雨による気象災害が頻発化・激甚化しており、浸水被害が発
生しています。

国においては、水害の激甚化・頻発化を踏まえ、治水計画を従来の「過去の降
雨実績に基づく計画」から「気候変動による降雨量の増加等を考慮した計画」
へと抜本的に見直し、事前防災・減災対策の加速化が図られています。

平成29年10月の台風21号による浸水被害を受け、国・県と連携して勢田川・桧
尻川・汁谷川の重点的な河川整備や下水道整備を実施し、浸水被害軽減に向け
た「流域治水」の取り組みを推進してきました。

雨水ポンプ場については、耐用年数を経過した施設もあることから、計画的か
つ効率的な施設更新及び長寿命化を推進することが必要です。

浸水被害の軽減を図るため、河川・排水路の堆積土砂の撤去及び護岸等の整備
を推進します。

必要時に稼働できるよう、計画的かつ効率的なポンプ場の更新及び長寿命化を
推進します。
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施策５ 住宅

【背景】

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

【取組の方向性】

7-5-1.市営住宅の適正な管理と居住支援

・

・

・

社会福祉の視点を踏まえ、住宅セーフティネットとしての役割を果たす住宅を
提供していくことが求められます。

【推進方針】 市民が住んでいたいと感じる住環境の整備を推進します

市営住宅の多くが建築から40年が経過しており、限られた財源の中で計画的に
長寿命化や住宅の集約を進める必要があります。

高齢者や低額所得者など住宅確保要配慮者が円滑に入居できる環境を整備する
ため、改正住宅セーフティネット法が施行（令和７年10月）されました。

これまで、人口減少を見据えた市営住宅の集約化を進めるとともに、既存ス
トックの長寿命化改善工事を実施し、居住環境の向上を図ってきました。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正（令和５年12月施行）によ
り、空家の除却等の促進や、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理
が強化されました。

空家バンクを活用した空家の流通・活用を促進したほか、管理不全な空家等の
防止・解消に取り組み、良好な生活環境の保全に努めてきました。

令和６年能登半島地震の発生を受け、昭和56年５月以前の旧耐震基準で建築さ
れた木造住宅の耐震化の重要性が改めて強く認識されました。

無料耐震診断や耐震改修工事等への補助制度の充実に加え、戸別訪問による啓
発活動を強化し、市民の生命と財産を守るための木造住宅の耐震化を積極的に
促進してきました。

高齢化や人口減少の進行等により、空家がさらに増加することが予想されま
す。

管理不全な空家の増加は、地域住民の生活環境を悪化させるおそれがあること
から、適切な対策を講じて解消を図る必要があります。

本市固有の豊かな自然風土や歴史文化に育まれた景観は、市民共有の財産で
す。市全域に広がる豊かな景観を後世へ引き継ぐためには、良好な景観の形成
を図る必要があります。

市営住宅の耐久性の向上、躯体の経年劣化対策などの改修事業を実施します。

耐震性能が確保されていない、老朽化が顕著である、又は津波等の災害によっ
て大きな被害が想定される市営住宅は、入居者の住み替え支援を行いつつ用途
廃止します。

高齢者や子育て世代等の住宅確保要配慮者のための居住支援の体制づくりを進
めます。

市内には旧耐震基準の木造住宅が約12,500棟あり、地震発生時には、倒壊によ
り住民の生命が危険にさらされるだけでなく、緊急車両の通行が妨げられるお
それがあります。
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7-5-2.空家等対策の推進

・

・

7-5-3.木造住宅の耐震化

・

・

7-5-4.良好な景観形成

・

・

地域の安全・安心な生活環境を確保するため、管理不全な空家の所有者等に対
して適正な管理や除却を促し、問題の解消を図ります。

空家バンク制度等により、空家の流通・活用の促進を図ります。

景観への親しみを深め、その大切さに気づき、新たな魅力を発見してもらうた
め、景観絵画・写真コンクールなどを通じて景観形成への意識向上を図りま
す。

戸別訪問やホームページ等を通じて、建物所有者に木造住宅の耐震化の重要性
を広く周知します。

倒壊のリスクが特に高いとされている昭和56年５月以前の木造住宅について、
各種補助制度により耐震化を支援します。

良好な景観の形成を促進するため、景観形成重点地区において、建築物の建築
や外観の修景など、景観に配慮した取り組みを支援します。
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施策６ 水道

【背景】

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

【取組の方向性】

7-6-1.【強靭（きょうじん）】災害に強いしなやかな水道の構築

・

7-6-2.【持続】健全で持続可能な水道経営

・

・

7-6-3.【安全】安全で安心できる水道水の供給

・ 安全な水道水を供給するため、各水源の原水や給水栓末端部において定期的に
水質検査を実施し、その結果をホームページで公表します。

災害に強い水道を構築し、安全な水の供給を確保するため、基幹となる水道施
設の耐震化を進めます。

老朽化に起因する事故を防止し、良好な水道を持続的に提供するため、老朽化
した水道施設の更新を進め、水道施設の点検を含む適正な維持管理を図りま
す。

料金収入の減少や水道施設の更新費の増加に対応するため、水道施設のダウン
サイジングや統廃合により経費削減につなげます。

本市においても老朽化が進んでいる水道施設が存在するため、その更新や定期
的な点検、維持修繕を計画的に進めることが必要です。

人口減少や節水機器の普及などに伴う給水量の減少により、料金収入が減少
し、水道事業の経営が厳しくなっています。

有機フッ素化合物（PFAS）などによる健康影響が問題となっている中、水道水
の水質基準に基づく適正な水質監視・管理が重要です。

【推進方針】 安全で安心な水を未来へつなげます

令和６年能登半島地震を踏まえ、今後想定される大地震に備えて基幹となる水
道施設の耐震化が重要です。

令和６年能登半島地震では、水道施設が甚大な被害を受け、復旧が長期化した
ことから、施設の耐震化と災害時の業務継続体制の重要性が改めて強く認識さ
れました。

災害時における迅速な復旧活動や業務継続体制を確保するため、防災拠点とな
る「上下水道部新庁舎」を整備しました。

全国で道路陥没や漏水事故など、水道管路の老朽化が原因とされる事象が多数
発生しています。

健康影響が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）が一部の水道事業で検出され
たことを受け、代表的な物質（PFOS、PFOA）は令和８年４月より法的拘束力の
ある「水質基準」に引き上げられました。
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施策７ 下水道

【背景】

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

【取組の方向性】

7-7-1.快適な生活環境の整備

・

7-7-2.市街地の浸水被害の軽減

・

7-7-3.施設の更新と防災対策

・

・

雨水ポンプ場や排水路など、老朽化が進む下水道施設の計画的な改築・更新を
進めます。

大規模地震への備えとして、防災・減災対策を計画的に進め、下水道施設の被
害軽減を図ります。

気候変動の影響により天候災害が増加・深刻化しており、浸水被害の軽減を図
るため、雨水排水施設の整備が必要です。

本市においても、下水道管路の老朽化に起因する道路陥没や、災害時における
施設の機能不全が懸念されることから、適切な改築・更新及び耐震化を進める
必要があります。

快適で安全な生活環境を実現するため、汚水管渠の整備を計画的に進めるとと
もに、五十鈴川中村浄化センターを廃止し、流域下水道への統合による効率化
を図り、住民が安心して暮らせる衛生的な社会づくりに取り組みます。

勢田川流域等において、各関係機関と協働で流域治水を推進し、排水施設の整
備を行い、浸水被害の軽減を図ります。

人口減少及び物価高騰などを踏まえ効率的に公共下水道の整備を進め、生活環
境の改善や公共用水域の水質保全を図ることが必要です。

【推進方針】 公共用水域の水質保全と浸水被害の軽減を進めます

下水道は、私たちの暮らしの中で生じた汚水から水環境を守るとともに、快適
で安全な生活環境を実現する重要な役割を担っています。

計画的に下水道整備を進め、公共下水道人口普及率は63.3％（令和６年度末時
点）まで向上するなど、快適で衛生的な生活環境の基盤整備を推進してきまし
た。

平成29年10月の台風21号による市内の浸水被害を受け、国・県と連携して勢田
川流域等の重点的な対策として、浸水被害軽減のための河川整備と一体となっ
た雨水排水対策を進めてきました。

令和６年能登半島地震では、下水道施設が甚大な被害を受け復旧が長期化した
ことから、耐震化による防災機能の強化が改めて強く認識されました。

他自治体で発生した下水道管路に起因する大規模な道路陥没事故を受け、下水
道施設の適正な維持管理の重要性が高まっています。

災害時における迅速な復旧活動や業務継続体制を確保するため、防災拠点とな
る「上下水道部新庁舎」を整備しました。
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

38.4 37.9 37.5 37.0 38.4 38.2 38.0 37.7

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

3,288 2,957 3,543 3,204 3,634 3,680 3,727 3,774

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

46 40 50 48 48 46 51 52

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

9.5 9.7 10.0 10.2 10.4 10.7 10.9 11.2

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

分
野
７
　
都
市
基
盤

施策１
土地利用

　7-1-1　秩序ある土地利用の推進

居住誘導区域内の人口密度（人/ha）

(時点)

（出典） 伊勢市立地適正化計画（H30～R15）

(指標の算出方法) 居住誘導区域内の人口 / 居住誘導区域面積

【目標指標】

中心市街地の歩行者通行量（人）

(時点)

（出典） 伊勢市中心市街地活性化基本計画（R8～R12）

(指標の算出方法) 中心市街地7カ所で計測された歩行者数（調査年1回）

　7-1-2　地籍調査の推進

市全体地籍調査の進捗率（％）

(時点)

地籍調査の実施面積（ha）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 地籍調査を実施した面積（参考：調査対象面積20,077ha）

（出典）

(指標の算出方法) （地籍調査済面積 / 調査対象面積）×100
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

3,386 2,677 3,232 2,153 2,000 2,000 2,000 2,000

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

23 49 19 23 25 25 25 25

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2 4 3 8 6 5 3 6

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

11 12 5 6 6 14 14 15

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

　7-2-2　通学路の安全対策

通学路の安全対策実施箇所数（箇
所）

(時点)

（出典） 伊勢市通学路交通安全プログラム

(指標の算出方法) 伊勢市通学路交通安全プログラムに基づき安全対策を実施した箇所数

分
野
７
　
都
市
基
盤

施策２
道路・公園

　7-2-1　幹線道路の効率的な整備

道路改良工事延長（ｍ）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 道路改良工事における道路側溝整備延長

【目標指標】

　7-2-3　橋梁長寿命化の推進

橋梁の長寿命化実施箇所数(橋）

(時点)

（出典） 伊勢市橋梁長寿命化修繕計画（H26～R15）

(指標の算出方法) 橋梁の長寿命化に関する実施橋梁数

　7-2-4　公園整備及び公園施設長寿命化の推進

公園の長寿命化実施箇所数（公園）

(時点)

（出典） 伊勢市公園施設長寿命化計画（H26～R15）

(指標の算出方法) 公園の長寿命化に関する実施公園数
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

1,577 1,654 1,783 1,962 2,051 2,140 2,229

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

1,248 1,255 1,270 1,274 1,277 1,280 1,283

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

8 7 7 13 12以下 12以下 12以下 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
７
　
都
市
基
盤

施策３
交通

　7-3-1　地域公共交通の充実

観光利用が多い路線バスの年間利用
者数（千人）

(時点)

（出典） 伊勢市地域公共交通計画（R8～R12）

(指標の算出方法) 外宮内宮線、CANバス、二見サンアリーナ線のバス年間利用者数

　7-3-2　交通渋滞対策の推進

御木本道路1km以上の渋滞発生日数
（日）

(時点)

（出典）

【目標指標】

生活利用が主となる路線バス及び市
内コミュニティバスの年間利用者数
（千人）

第3次伊勢志摩定住自立圏共生ビジョン（R6～R10）

(指標の算出方法) 宇治浦田町交差点（伊勢西IC方面）から1km以上の渋滞発生日数

(時点)

（出典） 伊勢市地域公共交通計画（R8～R12）

(指標の算出方法)
路線バス（観光利用が多い路線を除く）及び市内コミュニティバスの年間利
用者数
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

950 1,056 1,464 1,117 1,650 1,650 1,650 1,650

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

23 25 26 33 34 35 36 36

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

分
野
７
　
都
市
基
盤

施策４
河川・排水

　7-4-1　河川・排水路の健全化の推進

浚渫（しゅんせつ）土砂量（㎥）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 河川浚渫工事による浚渫実施数量

【目標指標】

　7-4-2　ポンプ場の更新及び長寿命化等の推進

長寿命化に着手したポンプ場数＜累
計＞（箇所）

(時点)

（出典） 伊勢市都市ポンプ場長期補修計画（H29～R63）

(指標の算出方法)
新設後15年以上経過した都市ポンプ場（ポンプ場9、ポンプ施設30）のうち
長寿命化に着手したポンプ場の箇所数（H29年度～）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

2 2 2 2 1 1

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

267 269 308 327 200 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

15 23 17 15 8 - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

4 4 6 20 30 30 30 30

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2 9 1 4 4 4 4 4

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
７
　
都
市
基
盤

施策５
住宅

　7-5-1　市営住宅の適正な管理と居住支援

改修工事を実施した市営住宅数
（棟）

(時点)

（出典） 第2期伊勢市営住宅等長寿命化計画（R6～R15）

(指標の算出方法) 改修工事を実施した市営住宅の棟数

【目標指標】

　7-5-4　良好な景観形成

伊勢市景観形成推進事業補助金交付
件数（件）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 伊勢市景観形成推進事業補助金の交付件数

　7-5-2　空家等対策の推進

空家等の除却・管理済件数（件）

(時点)

（出典） 第2期伊勢市空家等対策計画（R4～R8）

(指標の算出方法) 耐震補強工事補助金の交付件数

　7-5-3　木造住宅の耐震化

耐震補強工事補助件数

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 空家バンクによる売買・賃貸借契約の成約件数

(指標の算出方法) 管理依頼・除却補助金等による空家の解消件数

空家バンクの成約件数（件）

(時点)

（出典） 第2期伊勢市空家等対策計画（R4～R8）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

120,630 119,157 117,648 116,349 - - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

41.6 42.9 44.3 44.5 46.2 47.1 48.4 -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

1.04 1.01 0.90 0.87 0.99 1.00 1.00 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

113.9 110.9 108.7 100.1 98.1 96.6 -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

0 0 0 0 0 0 0 -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
７
　
都
市
基
盤

施策６
水道

【モニタリング指標】

給水人口（人）

　7-6-1　【強靭（きょうじん）】災害に強いしなやかな水道の構築

基幹管路の耐震化率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市水道事業ビジョン（R1～R10）

(指標の算出方法) （基幹管路のうち耐震管延長 / 基幹管路延長）×100

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口

【目標指標】

経常収支比率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市水道事業ビジョン（R1～R10）

(指標の算出方法) [（営業収益＋営業外収益）／（営業費用＋営業外費用）]×100

　7-6-2　【持続】健全で持続可能な水道経営

管路の更新率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市水道事業ビジョン（R1～R10）

(指標の算出方法) （当該年度に更新された管路延長／管路延長）×100

　7-6-3　【安全】安全で安心できる水道水の供給

水源の水質事故件数（件）

(時点)

（出典） 伊勢市水道事業ビジョン（R1～R10）

(指標の算出方法) 年間水源水質事故件数
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

2.0 1.9 2.7 3.2 - - - -

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

60.3 61.0 63.3 63.7 66.1 - - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

315.0 315.0 335.6 335.6 335.6 431.8 - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

2 4 4 5 6 6 - -

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

分
野
７
　
都
市
基
盤

施策７
下水道

【モニタリング指標】

勢田川（観測地点：勢田大橋）のBOD
値（mg/ℓ）

　7-7-1　快適な生活環境の整備

下水道普及率（％）

(時点)

（出典） 伊勢市下水道事業経営戦略（H29～R8）

(指標の算出方法) （下水道処理区域内人口 / 行政区域内人口）×100

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
国土交通省　水文水質データベース
※BOD：水中の汚濁物質を微生物が分解するときに消費される酸素の量で、
値が大きいほど汚れていることを示す。(基準値：5.0mg/ℓ以下)

【目標指標】

(指標の算出方法)
5年に1回程度発生する規模の降雨に対応する下水道整備が完了した区域の
面積（整備対象881ha）

施設の更新に着手した雨水ポンプ場
数（箇所）

(時点)

(指標の算出方法) 施設の更新に着手した雨水ポンプ場の箇所数（対象施設9箇所）

（出典） 流域関連伊勢市公共下水道事業計画（H21～R9）

　7-7-3　施設の更新と防災対策

　7-7-2　市街地の浸水被害の軽減

降雨に対応する下水道整備が完了し
た区域の面積＜累計＞（ha）

(時点)

（出典） 流域関連伊勢市公共下水道事業計画（H21～R9）
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11.住み続けられるまちづくりを

16.平和と公正をすべての人に

17.パートナーシップで目標を達成しよう

16.平和と公正をすべての人に

分野８ 市役所運営

目指す姿 市民から信頼される市役所

施策１　行財政運営
主要課題

①
公共施設マネジメントの推進

デジタル行政の推進

施策２　行政組織力
主要課題

①
人材育成・人材確保・職場環境整備

関連
SDGs

主要課題
③

協働の推進

推進
方針

効率的・効果的な行政運営と持続可能
な財政運営を進めます

主要課題
②

主要課題
④

持続可能な財政運営

危機対応能力の向上

関連
SDGs

推進
方針

市民や職員とつながり、ともに考え、
未来志向でチャレンジする職員の育成
を目指します

主要課題
②
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施策１ 行財政運営

【背景】

・

・

・

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

【推進方針】 効率的・効果的な行政運営と持続可能な財政運営を進めます

公共施設等の多くは、建設時期が近い（1971～1988年）ため、今後、大規模改
修や建替えによる更新時期を集中的に迎えることから、施設更新経費等の削
減・平準化が課題です。

エネルギー価格や建設資材の高騰に加え、人件費の上昇も相まって、コストの
増大傾向が続いています。

施設の老朽化や人口減少に対応するため、総務省の指針に基づき、地方公共団
体は施設全体の最適化が必要とされています。

これまで公共施設マネジメントの取り組みを計画的に進め、除却・譲渡33件を
含む69件の取り組みが完了し、更新等費用抑制額は113億円に達しました（令和
７年度末時点）。

「デジタル社会形成基本法」等が施行（令和３年９月）され、デジタル庁主導
のもと、社会全体のデジタル化に向けた施策が推進されています。

生成ＡＩを始めとするデジタル技術の飛躍的な進化と普及により、これらの技
術を活用した柔軟な市民サービスの提供や行政運営のさらなる効率化が期待さ
れています。

行政手続きのオンライン化、キャッシュレス決済の導入、市公式LINEの機能充
実、職員のデジタルリテラシー向上や電子決裁の推進などに取り組むことで、
行政のデジタル化を推進してきました。

企業の社会的責任（CSR）や地域貢献意識の高まりを背景に、複雑化する地域課
題の解決に向け、全国的に企業と自治体が連携・協働する取り組みが増加して
います。

ふるさと納税の受入額が全国で１兆円を突破し過去最高を更新するなど制度の
利用が拡大する一方で、自治体間の寄附獲得競争は激化しています。

これまでお悔やみコーナー設置（R4.7）、「書かない窓口」導入（R6.11）、各
種証明書コンビニ交付促進などの取り組みを進め、市民の利便性向上と行政の
効率化を図ってきました。

社会保障費増や物価高騰により今後も厳しい財政運営が見込まれる中、重要課
題に対応しつつ、事業の選択と重点化による持続可能な財政運営が求められま
す。

人口減少・少子高齢化に伴い、公共施設等の利用需要が今後変化することを見
据え、施設を用いたサービスのあり方を見直すことが必要です。

職員数が減少しても、効率的な行政運営によって市民サービスを維持するため
には、職員と市民双方のデジタルリテラシー向上が不可欠です。

業務の在り方を根本から再構築し、効率化と最適化を図るために、デジタル技
術を活用した「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）」を進める必要が
あります。

限られた経営資源のなか、多様化・高度化する市民サービスに対応するために
は、多様な主体と連携・協働していく必要があります。

146



【取組の方向性】

8-1-1.公共施設マネジメントの推進

・

・

8-1-2.デジタル行政の推進

・

・

・

8-1-3.協働の推進

・

8-1-4.持続可能な財政運営

・

・

・

公共施設の運営方法等の見直しを行いながら、人口減少、年齢構成変化による
需要変化に応じた適切なサービスの提供を目指します。

デジタル技術の活用に必要なスキルやプロジェクトをけん引する能力を備えた
ＤＸ人材となる職員を育成します。

現在の業務の在り方を見直し、少ない職員数でも効率的な行政運営ができるよ
うに、庁内業務のＤＸを推進します。

さまざまなデジタル技術を活用し、市民が便利で使いやすい行政サービスを提
供できるように取り組みます。

地域課題の解決と効率的・効果的な行政運営を進めるため、周辺市町や企業・
大学等との連携・協働に取り組みます。

市民の利便性向上や業務効率化を実現するため、事業の目的に応じて業務手法
や体制の最適化を図ります。

税収入だけでなく、ふるさと納税制度や保有資産の有効活用による自主財源の
確保に取り組むとともに、国制度の積極的な活用を推進します。

既存事業の見直しを進め、真に必要な事業への投資を確保することで、効率的
かつ規律ある予算編成を実現します。

財政負担の軽減と平準化を目指し、公共施設等の更新・統廃合・長寿命化など
を計画的に実施し、施設保有量の最適化等を図ります。
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施策２ 行政組織力

【背景】

・

・

・

・

・

・

・

【課題】

・

・

・

・

・

・

・

これまで市職員の確保に向けて採用試験の時期や方法を工夫するとともに、子
育て・介護休暇制度の拡充や男性職員の育児休業取得促進などを通じた、働き
やすい職場づくりを推進してきました。

令和６年能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の発表等により、大規模災害
時における行政機能の維持・継続に向けた体制強化が改めて求められていま
す。

仕事や生活のあり方に関する価値観が多様化しており、ワークライフバランス
を保ちながら、職務に従事できる職場づくりを進めていくことが必要です。

大規模災害時において、災害対応業務を迅速に実施しつつ、行政機能を早期に
回復できるよう、あらかじめ執行体制や対応手順、資源確保をしておくことが
重要です。

大規模災害の対応を経験したことのある職員や防災に関する専門的知識を有す
る職員が少ないことから、人材育成の取り組みが求められます。

【推進方針】 市民や職員とつながり、ともに考え、未来志向でチャレンジする職員
の育成を目指します

受け身の職場風土を払拭し、主体的に施策を考え、さまざまなことに積極的に
挑戦し、課題を解決していく職員を育成することが必要です。

職員採用試験の受験者数は減少傾向となっており、人材を継続して確保してい
くことが必要です。

国において「人材育成・確保基本方針策定指針」が改正（令和５年12月）さ
れ、育成のみならず「人材確保」や「職場環境の整備」が新たに指針の柱とし
て加えられました。

市役所運営に係るＢＣＭ（事業継続マネジメント）定例会を継続的に開催し、
各部署における業務継続計画（ＢＣＰ）の実効性を検証するなど、全庁的なリ
スク管理体制の改善・強化を図ってきました。

能登半島地震等の被災地へ職員を派遣し、支援活動を通じて得た教訓やノウハ
ウを、防災対策や職員の災害対応能力の向上につなげてきました。

若年人口減少等により人材獲得競争が激化しています。また、受験生には仕事
と生活の調和（ワークライフバランス）や自己成長、仕事のやりがいなどを重
視する意識が浸透しています。

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強
化が必要とされています。

政策形成・実施にあたり関係者の参画・連携を推進するために必要なスキルを
職員が身につけることが大切です。

市民からの信頼をより高めるため、職員のコンプライアンス意識の向上が重要
です。
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【取組方向】

8-2-1.人材育成・人材確保・職場環境整備

・

・

・

8-2-2．危機対応能力の向上

・

・ 職員の災害対応能力の向上と防災意識の強化を図るため、図上訓練や被災自治
体の視察を継続して実施するとともに、職員の防災士資格の取得を推進しま
す。

ワークライフバランスの推進やハラスメント対策の強化など、すべての職員が
意欲をもって能力を最大限発揮できる職場環境の整備に取り組みます。

就職先として市役所に関心をもってもらえるよう、職員として働くことの魅力
を情報発信するとともに、多くの多様な人材に採用試験を受験してもらえるよ
う、試験方法を工夫します。

他自治体での災害の教訓を生かし、災害時の業務継続に必要な対策の実施状況
を定期的に確認するとともに、リスク管理体制の継続的な改善に取り組みま
す。

求められる職員像の実現を目指し、育成プログラムの整備・人材育成手法の充
実などに取り組みます。
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

44 53 56 69 82 101 101 104

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

17.7 20.9 22.7 24.7 30.1 34.3 34.3 34.3

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

180 360 540 720

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

1,052.3 2,007.8 3,538.2 5,639.8 6,300.0 6,500.0 6,700.0 6,900.0

R5.3.31 R6.3.31 R7.3.31 R8.3.31 R9.3.31 R10.3.31 R11.3.31 R12.3.31

11 18 38 46 55 65 75 85

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

0以下 0以下 0以下 40以下 56以下 57以下 51以下

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

105.5 100.2 93.1 50以上 50以上 50以上 50以上

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

（出典）

(指標の算出方法) 各会計年度の決算における財政調整基金残高

　8-1-4　持続可能な財政運営

将来負担比率（％）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) （将来負担額－控除財源）/（標準財政規模－基準財政需要額算入額）

財政調整基金残高（億円）

(時点)

　8-1-2　デジタル行政の推進

DX人材の育成数＜累計＞（人）

(時点)

（出典） 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（R8～R11）【策定中】

(指標の算出方法)

(指標の算出方法)
施設類型別計画（Ⅰ～Ⅲ期：平成27年度～令和26年度）の目標値460億円
（抑制される更新等費用）に対する進捗率

DXの基礎的な知識やスキルを身に付け、庁内で導入しているデジタルツー
ルを活用し、業務の効率化及び市民サービスの向上をすることができる職員
の数（令和8年度～）

　8-1-3　協働の推進

連携協定に基づき企業と連携・協働
して実施した事業数（件）

(時点)

（出典）

(指標の算出方法) 連携協定に基づき企業と連携・協働して実施した事業数

(指標の算出方法) デジタル技術の導入により、導入前と比べて短縮された業務時間の合計

分
野
８
　
市
役
所
運
営

施策１
行財政運営

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

　8-1-1　公共施設マネジメントの推進

施設類型別計画における取組完了施
設数＜累計＞

(時点)

（出典）

(指標の算出方法)
施設類型別計画（Ⅰ～Ⅱ期：平成27年度～令和16年度）の目標値135件に対
する取組完了施設数（平成27年度～）

【目標指標】

デジタル技術の活用により削減でき
た業務時間数（時間）

(時点)

（出典） 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（R8～R11）【策定中】

施設類型別計画における更新等費用
抑制額の進捗状況（％）

(時点)

（出典）
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

1,595 1,599 1,596 1,620 - - - -

R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1 R9.4.1 R10.4.1 R11.4.1

1,043 1,061 1,102 1,184 - - - -

R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1 R9.4.1 R10.4.1 R11.4.1

230 280 126 290 - - - -

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

82.4 84.6 89.5 86.5 90.0 90.0 90.0 90.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

78.8 85.0 85.0 85.0 85.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

24.4 54.3 51.7 71.4 85.0 85.0 85.0 85.0

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

10.2 11.1 11.8 11.5 12 12 12 12

R4年 R5年 R6年 R7年 R8年 R9年 R10年 R11年

分
野
８
　
市
役
所
運
営

施策２
行政組織力

(指標の算出方法) 職員アンケート

「市職員の窓口や電話での対応につ
いて満足していますか」について、
「満足である」「どちらかといえば
満足」と回答した割合（％）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法)
市民アンケート（過去1年間に市役所（総合支所等を含む）を訪れたり、担
当部署へ電話などで問い合わせたりしたことがある方が対象）

（出典）
次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく伊勢市特定事業主行
動計画

【モニタリング指標】

(指標の算出方法)

(指標の算出方法) 前期・後期試験の受験者数の合計

【目標指標】

(指標の算出方法) 会計年度任用職員数

正規職員数（人）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 正規職員数（任期付・再任用職員を含む。）

会計年度任用職員数（人）

(時点)

（出典） －

(時点)

（出典） －

男性の育児休業取得率（％）

(時点)

職員一人当たりの年次有給休暇平均
取得日数（日）

(時点)

（出典）
次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく伊勢市特定事業主行
動計画

(指標の算出方法) 暦年における職員一人当たりの平均取得日数

職員採用試験における事務職の受験
者数（人）

育児休業を取得した職員数 / 当該年度に子が出生した職員数

研修における意識・能力向上度
（％）

　8-2-1　人材育成・人材確保・職場環境整備

(時点)

（出典） －
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R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分野別モニタリング指標・目標指標 ※「/」実績値なし、「-」下位計画改定等の際に設定

分野 施策 指標(単位)
実績値 目標値

6 12 18 24 30 36 42

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

142 187 185 199 180 180 180 180

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

2 2 2 2 2 2 2 2

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

分
野
８
　
市
役
所
運
営

施策２
行政組織力

防災士資格の有資格者数（人）

(時点)

（出典） －

(指標の算出方法) 防災士の資格を有している職員数

(指標の算出方法) 災害図上訓練の参加者数（運営側を含む。）

(指標の算出方法) 業務継続マネジメント（BCM）のための全庁会議の開催回数

　8-2-2　危機対応能力の向上

全庁ＢＣＭ（業務継続マネジメン
ト）定例会の開催数（回）

(時点)

（出典） －

災害図上訓練の参加者数（人）

(時点)

（出典） －
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Ⅵ 参考資料
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第３次伊勢市総合計画 基本構想

〇まちづくりの基本理念

古来、気候風土が穏やかなこの伊勢の地は、風光明媚で海、山、里の幸に恵まれ、「美し国
うま

１」と呼ばれてきました。先人たちが守り続けてきた自然や伝統、培われてきた文化やおもて

なしの心、そしてそれらが醸成するまちの誇りを受け継ぎ、さらに次世代へ継承していくこ

とが、今を生きる私たちの責務です。

また、人口減少、少子高齢化、核家族化の進展等が招く生活への不安や、予測される地震

などの自然災害への不安を解消し、安心できるまちづくりが必要となっています。

そして何よりもまちづくりの主役である市民２が、伊勢のまちに誇りと愛着を持ち、夢や希

望を抱いていきいきと輝き暮らし続けられるまちをつくることが必要です。

「住みたい」「住み続けたい」「訪れたい」と誰をも魅了する、憧れのまちであり続けるため

に、３つの「まちづくりの基本理念」を次のとおり掲げます。

①私たちが担うまち ～伊勢人３の心意気～
い せ び と

伊勢のまちでは、鳥居前町として発展してきた「宇治」や「山田」で、古くから自治組織が

設立されるなど、独自のまちづくりが行われてきました。その気風を現在に引き継ぎ、各地

においては、地域の特性を生かした様々なまちづくりが展開されています。

まちづくりは、市民の幸せを実現するものであり、市民が主役となり、主体的に進めてい

くことが基本です。まちの課題を自らの課題として受け止め、その課題解決に向けてそれぞ

れが持つ強みや得意分野を生かして協働し実行することによって、活力に満ちた個性豊かで

魅力的なまちを実現することができます。

市民と行政がお互いに役割を認め合うなかで、市民誰もが主体者として活躍できるまちを

目指します。

１ 美し国：日本書紀に『天照大神、倭姫の命におしえて曰く「この神風の伊勢の国は常世の浪の重浪（しきなみ）帰（よ）す

る国なり、かた国の美し国なり、この国に居（お）らむとおもう」とのたまう。』とあり、当地域のことを指しま

す。

２ 市 民：本基本構想では、住民だけでなく、事業者、市内在勤者・在学者及び市内で活動する団体等も含んだ広い意味で捉

えています。

３ 伊勢人：市民を指しています。ここでは強調して“伊勢人”と呼びます。
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②人と人とのつながりで活力と安心を感じられるまち ～おかげさまの心４～

全国の人々をお迎えする伊勢のまちは、人々の交流を支えに時代と共に歩んできました。

人と人との交流は、様々な分野の活動に刺激を与え、まちを動かす大きな活力を生み出し

ます。まちが発展し、いつまでも魅力的であり続けるためには、人々が交流し、活力を感じ

られることが大切です。

また、現在の地域社会は、少子高齢化や人口減少、核家族化の進展や生活の多様化、価値観

の変化などにより、地域住民相互のつながりが希薄化し、地域社会で支えあう力が弱まりつ

つありますが、大規模災害の発生時など様々な場面では、人と人との強い結びつきが安心の

基盤となります。助け合える地域のつながりにより人々は安心して住み続けることができま

す。

時代とともに培われた「おもてなしの心」や、家族・地域・社会における「思いやりの心」

「支えあいの心」を大切にし、「おかげさまの心」を育む人と人とのつながりで活力と安心を

感じられるまちを目指します。

③地域の誇りをつなぐまち ～神宮ゆかりの地～

神宮ゆかりの地としての歴史的・文化的資産、伊勢志摩国立公園の自然資源、その知名度、

これらが創り出す地域のアイデンティティは、他の地域にはないものであり、伊勢へ人を惹

きつける求心力となっています。

常に原点に立ち帰りながら、絶えず新たに生まれ変わり続ける神宮の式年遷宮のように、

先人から受け継いだこの豊穣の地を次世代へとつなぎ、これからも国内外から親しまれると

ともに、市民がまちへの誇りと愛着を持ち続け、将来にわたって住み続けたいと思えるまち

を目指します。

〇まちの将来像

３つの「まちづくりの基本理念」を踏まえ、人と人、地域と地域、過去と未来をつなぎ、

本市が目指すまちの将来像を以下に定めます。

つながりが誇りと安らぎを育む 魅力創造都市 伊勢

４ おかげさまの心：本基本構想では、いつもまわりの人々との絆や環境に支えられているという感謝の心を指します。
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令和８年５月１日 

 

伊勢市長　鈴 木 健 一  様 

 

伊勢市総合計画審議会　会長　板井正斉 

 

 

第３次伊勢市総合計画 後期基本計画について（答申） 

 

 

　令和７年７月９日付け 07 企第 685 号で諮問のありました第３次伊勢市総合計画 後

期基本計画について、本会議で審議を重ねた結果、適当であることを答申します。 

　なお、計画の推進にあたっては、下記の事項について留意されるよう意見を付します。 

 

記 

 

１　「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と一体的に策定する重要性を認識し、全施策

において人口減少対策の視点を持ち、子育て支援や誰もが自分らしく暮らせる環境の

充実等により人口減少の流れを抑制するとともに、スマートシティの推進をはじめと

するデジタル技術の活用等により、人口減少下においても将来にわたり持続可能な都

市基盤を確立すること。 

 

２　複雑化する地域課題の解決に向け、庁内の横断的連携はもとより、市民や多様な主

体との対話を通じた協働を深め、一体となってまちづくりを推進すること。 

 

３　計画に定める指標による定量的評価、及び、市民から寄せられる声などを基にした

定性的評価により、現状の把握や事業の効果測定に努めること。 

 

４　変化が激しい時代であることを踏まえ、計画の進行管理にあたっては前例等にとら

われることなく、状況に応じた柔軟かつ迅速な対応を図ること。 

 

５　本会議の審議過程において議論された個別具体の取組に対する意見や提案等を考

慮し、各種施策の推進に努めること。

総務政策委員会資料２－５ 

令和８年６月３日 

担当：情報戦略局 企画調整課



令和８年５月１日 

 

伊勢市長　鈴 木 健 一  様 

 

伊勢市まち・ひと・しごと創生会議 

会長　齋藤　平 

 

 

第３期伊勢市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定について（答申） 

 

 

　令和７年 11 月 25 日付け 07 企第 1552 号で諮問のありました第３期伊勢市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の策定について、本会議で審議を重ねた結果、適当であること

を答申します。 

　なお、計画の推進にあたっては、下記の事項について留意されるよう意見を付します。 

 

記 

 

１　社会経済や社会情勢の大きな変化に対し、柔軟かつ迅速な対応を図る視点を持って

取り組むこと。 

 

２　限られた予算の中で最大の成果・効果が得られるよう、選択と集中を意識して取り

組むこと。 

 

３　本会議の審議過程において議論された個別具体の取組に対する意見や提案等を考

慮し、各種施策の推進に努めること。

総務政策委員会資料２－６ 

令和８年６月３日 

担当：情報戦略局 企画調整課



令和８年５月１日 

 

伊勢市長　鈴 木 健 一  様 

 

伊勢市行政改革推進委員会　会長　関根　薫 

 

 

令和８年度からの行財政改革（第３次伊勢市総合計画 後期基本計画）について 

（答申） 

 

 

　令和７年 12 月４日付け 07 企第 1614 号で諮問のありました令和８年度からの行財政

改革（第３次伊勢市総合計画 後期基本計画）の策定について、本会議で審議を重ねた

結果、適当であると認められますので、答申します。 

　なお、計画の推進にあたっては、下記の事項について留意されるよう意見を付します。 

 

記 

 

１　公共施設等の計画的な管理、自主財源の確保等により、限られた経営資源の中で持

続可能な行財政運営に努めること。 

 

２　企業やＮＰＯ、地域コミュニティ等の公共を支える多様な担い手の確保・育成に向

けた取組を強化するとともに、市民や関係機関等との協働を深め、持続可能な公共サ

ービスの提供体制を構築すること。 

 

３　次代を見据えたＤＸ人材の育成、地域ＤＸの視点を持った施策の展開により、効率

的かつ質の高い行政サービスを提供すること。 

 

４　本会議の審議過程において議論された個別具体の取組に対する意見や提案等を考

慮し、各種施策の推進に努めること。

総務政策委員会資料２－７ 

令和８年６月３日 

担当：情報戦略局 企画調整課



 

第２期 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（案）について 

１　これまでの取り組みの振り返りと今後の展望 

令和３年度に策定した第１期では、当初、職員のデジタル化への理解が進ま

ず、取り組みは一部の部署に留まっていました。 

しかし、社会全体でデジタル化が急速に進み、生成ＡＩなどの最先端技術が

自治体にも求められるようになったことで、職員の意識が変わり、市全体でデ

ジタル化が進みました。 

第２期では、令和７年４月に改定された「伊勢市人材育成・確保基本方針」

にＤＸ人材育成が盛り込まれたことから、市民と職員の両者を対象としたＤＸ

人材の育成に注力していきます。 

２　基本理念 

「～市民にも職員にも優しく便利なＤＸ行政～ 効率化で実現する、質の高い市

民サービス」 

３　計画期間 

令和８年度～令和 11 年度 

４　推進に関する基本方針 

Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる職員の育成 

①　ＤＸ推進に向けた職員の意識改革 

②　計画的なＤＸ人材育成 

③　職員のデジタルリテラシーの向上 

Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営 

　①　最適なデジタル技術を活用した業務の効率化 

②　意思決定の迅速化 

③　働き方の多様化に対応した環境整備 

④　ペーパーレス化の推進による業務環境の改善 

⑤　セキュリティ対策の徹底 

Ⅲ デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供 

　①　各種手続きのスマート化 

②　デジタル技術を活用したサービスの充実 

③　市民への情報発信の多様化、迅速化

総務政策委員会資料３-1 

令和８年６月３日 

担当：情報戦略局デジタル政策課
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第2期 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（案）　概要版

社会環境が激変する中、住民に最も身近な存在である基礎自治体には、デジタル活用による
住民の利便性向上と、業務効率化を通じた持続可能な行政運営の実現が求められています。
今後は、単なるツールの導入に留まらず、業務プロセス全体の見直し（BPR）や組織文化の変
革を含めた「DX（デジタルトランスフォーメーション）」を推進することが不可欠です。

　 今 後 、 人 口 減 少 に 伴 っ て 職 員 数 も 減 っ て い く 時 代 に お い て 、 質 の 高 い 市 民 サ ー ビ ス を 提 供 す る に は 、 こ れ ま で

の 業 務 の 在 り 方 を 根 本 か ら 見 直 し 、 職 員 が 効 率 的 に 業 務 を 行 え る 環 境 を 整 え る こ と が 重 要 で す 。 意 識 改 革 を 行

い 、 デ ジ タ ル 化 を 前 提 と し た 業 務 プ ロ セ ス の 見 直 し を 進 め る こ と で 、 単 な る デ ジ タ ル 化 で は な い 真 の D X 化 を 実

現 し 、 職 員 が 心 の ゆ と り を 持 っ て 、 市 民 が 求 め る 質 の 高 い サ ー ビ ス を 提 供 で き る よ う に 取 り 組 み ま す 。

第2期 伊勢市デジタル行政推進ビジョン基本理念

社会的背景

～市民にも職員にも優しく便利なDX行政～

効率化で実現する、質の高い市民サービス

総務政策委員会資料３-２
令和８年６月３日
担当：情報戦略局デジタル政策課
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第2期 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（案）　概要版

ビ ジ ョ ン の 位 置 づ け

　  「 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 基 本 法 」 に 基 づ く 「 市 町 村 官

民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 」 に 位 置 付 け る と 同 時 に 、 「 自

治 体 D X 推 進 計 画 」 や 「 自 治 体 D X 全 体 手 順 書 」 で 求 め

ら れ て い る 「 全 体 方 針 」 と し て 位 置 付 け ま す 。

　 ま た 、 第 3 次  伊 勢 市 総 合 計 画 ・ 後 期 基 本 計 画 に お け

る 分 野 別 計 画 と し て も 位 置 付 け ま す 。

ビ ジ ョ ン の 計 画 期 間

　 令 和 8 年 度 か ら 令 和 1 1 年 度 ま で を 計 画 期 間 と し 、

国 や 県 の 動 向 お よ び 最 新 の デ ジ タ ル 技 術 環 境 の 変

化 に 即 し た ビ ジ ョ ン と し て 推 進 を 図 る た め 、 適 宜 見

直 し を 行 い ま す 。

基 本 方 針

Ⅰ  デ ジ タ ル ツ ー ル を 使 い こ な し 、 新 た な 価 値 を 創 造

で き る 人 材 の 育 成

Ⅱ  効 率 的 に 業 務 を 行 い 、 信 頼 さ れ る 行 政 運 営

Ⅲ  デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し た 、 便 利 で 使 い や す い サ ー ビ ス の 提 供

① 　 D X 推 進 に 向 け た 職 員 の 意 識 改 革

② 　 計 画 的 な D X 人 材 育 成

③ 　 職 員 の デ ジ タ ル リ テ ラ シ ー の 向 上

① 　 最 適 な デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し た 業 務 の 効 率 化

② 　 意 思 決 定 の 迅 速 化

③ 　 働 き 方 の 多 様 化 に 対 応 し た 環 境 整 備

④ 　 ペ ー パ ー レ ス 化 の 推 進 に よ る 業 務 環 境 の 改 善

⑤ 　 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 徹 底

① 　 各 種 手 続 き の ス マ ー ト 化

② 　 デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し た サ ー ビ ス の 充 実

③ 　 市 民 へ の 情 報 発 信 の 多 様 化 、 迅 速 化
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第2期 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（案）　概要版

№ 施 策 名 称 項 目 現 状 値 R 8 R 9 R 1 0 R 1 1

1
D X の 本 質 を 理 解 し 、
現 状 を 見 直 す た め の
意 識 付 け

D X と は 何 か 、 デ ジ タ ル 化
と の 違 い と 進 め 方 を 理 解 し
て い る 職 員 の 割 合

2 4 . 0 % 4 0 . 0 %  6 0 . 0 %  8 0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  

2
組 織 内 の D X を け ん 引
で き る 人 材 の 育 成

「 Ｄ Ｘ シ ニ ア リ ー ダ ー 」
ま た は 「 Ｄ Ｘ リ ー ダ ー 」
の 数 【 累 計 】

‐ 2 0 名 4 0 名 6 0 名 8 0 名

3
様 々 な デ ジ タ ル ツ ー ル
を 活 用 で き る 職 員 の
育 成

「 Ｄ Ｘ 活 用 人 材 」 の 数
【 累 計 】 ‐ 1 6 0 名 3 2 0 名 ４ ８ ０ 名 6 4 0 名  

4
基 礎 的 な デ ジ タ ル
用 語 知 識 の 習 得

デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 す る
た め に 必 要 な 基 礎 知 識 を
理 解 し て い る 職 員 の 割 合

9 . 9 % 2 5 . 0 % 5 0 . 0 % 7 5 . 0 %  1 0 0 . 0 %  

5
サ ー ビ ス デ ザ イ ン
思 考 の 定 着

利 用 者 が 求 め る 価 値 を 理 解
し 、 利 用 者 目 線 で 良 い サ ー
ビ ス と は 何 か 考 え る こ と が
で き る 職 員 の 割 合

5 . 8 % 1 5 . 0 % 3 0 . 0 % 4 5 . 0 % 6 0 . 0 %

6
職 員 の セ キ ュ リ テ ィ
意 識 の 向 上

庁 内 職 員 向 け 標 的 型
攻 撃 メ ー ル 訓 練 に お け る
不 審 メ ー ル 開 封 率

R 4 : 0 . 8 ％
R 5 : 1 9 . 5 %
R 6 : 6 . 4 %
R 7 : 0 . 0 %

0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成
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第2期 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（案）　概要版

◆ Ⅱ  効率的に業務を行い、信頼される行政運営

№ 施 策 名 称 項 目 現 状 値 R 8 R 9 R 1 0 R 1 1

7
デ ー タ 分 析 ・
活 用 ス キ ル を 備 え た
人 材 の 育 成

デ ー タ ベ ー ス の 基 本 的 な
知 識 を 備 え 、 収 集 し た デ ー
タ の 可 視 化 や 分 析 ・ 活 用 を
行 う こ と が で き る 職 員 の
割 合

2 6 . 6 % 4 0 . 0 % 5 5 . 0 % 7 0 . 0 % 8 5 . 0 %

8
生 成 A I や A I - O C R ・ R P A 、
公 開 型 Ｇ Ｉ Ｓ 等 を 活 用 し た 業
務 時 間 の 削 減

デ ジ タ ル 技 術 の 導 入 に よ
り 、 導 入 前 と 比 べ て 短 縮 さ
れ た 業 務 時 間 の 合 計

５ , ６ ３ ９ . ８
時 間

6 , 3 0 0 . 0
時 間

6 , 5 0 0 . 0
時 間

6 , 7 0 0 . 0
時 間

6 , 9 0 0 . 0
時 間

9 電 子 決 裁 の 推 進
文 書 管 理 シ ス テ ム に
お け る 電 子 決 裁 率

4 3 . 9 % 4 5 . 0 % 5 0 . 0 % 5 5 . 0 % 6 0 . 0 %

1 0
執 務 場 所 に と ら わ れ
な い 労 働 環 境 の 整 備

窓 口 を 除 く 対 象 職 種
に お け る テ レ ワ ー ク
実 施 職 員 数 【 累 計 】

1 6 1 名 2 0 0 名 2 5 0 名 3 0 0 名 3 5 0 名

1 1
プ リ ン タ 使 用 枚 数 の
見 え る 化 と 意 識 改 革

全 庁 的 な 月 間
プ リ ン タ 印 刷 枚 数 の
R 7 年 度 比 削 減 率

5 , 8 2 8 , 8 7 2
枚

R 7 年 度 比
▲ 2 . 0 %

R 7 年 度 比
▲ 4 . 0 %

R 7 年 度 比
▲ 6 . 0 %

R 7 年 度 比
▲ 8 . 0 %

1 2
不 正 ア ク セ ス や 情 報
漏 洩 を 防 ぐ た め の 対
策

重 大 イ ン シ デ ン ト
発 生 件 数

R 4 : 1 件
R 5 : 1 件
R 6 : 0 件
R 7 : 1 件

0 件  0 件 0 件 0 件
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第2期 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（案）　概要版

◆ Ⅲ  デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

№ 施 策 名 称 項 目 現 状 値 R 8 R 9 R 1 0 R 1 1

1 3
行 政 手 続 き の オ ン ラ
イ ン 化 の 推 進

オ ン ラ イ ン 化 さ れ た
行 政 手 続 き の 数 1 4 2 件 1 7 0 件 2 0 0 件 2 3 0 件 2 6 0 件

1 4
利 用 者 に 優 し い U I
の 設 計

オ ン ラ イ ン 申 請 ツ ー
ル の 利 用 満 足 度 8 ３ . ４ % 8 9 . 0 % 9 3 . 0 % 9 7 . 0 % 1 0 0 . 0 ％

1 5
チ ャ ッ ト ボ ッ ト を 活 用
し た 内 外 か ら の 問 合
せ 対 応 の 自 動 化

L IN E や Ｗ ｅ ｂ 上 で
生 成 Ａ Ｉ を 活 用 し た
チ ャ ッ ト ボ ッ ト で 、 問
合 せ 対 応 可 能 な 部 署
の 数 【 累 計 】

‐ 1 5 部 署 3 0 部 署 4 5 部 署 6 0 部 署

1 6
各 種 Ｓ Ｎ Ｓ 等 を 活 用 し
た 多 様 で 迅 速 な 情 報
発 信

市 が 運 用 す る Ｓ Ｎ Ｓ
の 登 録 者 数 の 合 計

4 7 , 2 7 2
名

5 3 , 0 0 0
名

5 6 , 0 0 0
名

5 9 , 0 0 0
名

6 2 , 0 0 0
名



第2期 伊勢市デジタル行政推進ビジョン（案）

総務政策委員会資料３-3
令和８年６月３日
担当：情報戦略局デジタル政策課
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Ⅰ 　 デ ジ タ ル ツ ー ル を 使 い こ な し 、 新 た な 価 値 を
創 造 で き る 人 材 の 育 成

Ⅱ 　 効 率 的 に 業 務 を 行 い 、 信 頼 さ れ る 行 政 運 営

Ⅲ 　 デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し た 、 便 利 で 使 い や す い
サ ー ビ ス の 提 供

第4章　推進体制

１ 　 伊 勢 市 デ ジ タ ル 推 進 本 部

２ 　 伊 勢 市 シ ス テ ム 管 理 ・ セ キ ュ リ テ ィ 委 員 会  
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  １ デジタル社会を取り巻く背景 　第 1 章 　 自 治 体 Ｄ Ｘ を 取 り 巻 く 背 景

◆ デジタル社会の変革

21世紀の技術革新は、私たちの生活やビジネスを根本から変えつつあります。特に新型

コロナウイルス感染症を機に、「対面・書面・押印」を前提とした従来の行政のあり方が問い

直され、非対面・非接触でのサービス提供が急務となりました。また、近年普及した生成AI

は、議事録作成や文書作成支援等、行政業務の効率化に多大な可能性を示す一方、セキュ

リティや倫理面での新たな課題も生じています。

◆ デジタル社会実現に向けた国の方針

国はデジタル庁を創設し、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を掲げてい

ます。マイナカードの普及や行政手続きのオンライン化、自治体システム標準化・共通化等

の基盤整備を強力に推進しています。

◆ 地方自治体に求められる役割

社会環境が激変する中、住民に最も身近な存在である基礎自治体には、デジタル活用に

よる住民の利便性向上と、業務効率化を通じた持続可能な行政運営の実現が求められて

います。単なるツールの導入に留まらず、業務プロセス全体の見直し（BPR※）や組織文化

の変革を含めた「DX（デジタルトランスフォーメーション）」を推進することが不可欠です。

※ 　 B P R （ B u s i n e s s  P r o c e s s  R e - e n g i n e e r i n g 【 ビ ジ ネ ス ・ プ ロ セ ス ・ リ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 】 ）
企 業 や 組 織 の 業 務 プ ロ セ ス を 根 本 か ら 見 直 し 再 設 計 す る こ と で 、 生 産 性 向 上 や コ ス ト 削 減 等 大 幅 な 業 務 改 革 を 実 現 す る 手 法
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 ２ 国・県のデジタル推進計画等について 　第 1 章 　 自 治 体 Ｄ Ｘ を 取 り 巻 く 背 景

Ⅰ 法律・計画

◆ 官民データ活用推進基本法

行政手続きのオンライン原則化、民間手続きのワンストップ化、マイナンバーカードの普

及・利活用の促進等を基本理念として掲げています。

◆ デジタル社会の実現に向けた重点計画

デジタル社会の形成に関する国の基本方針を示すものであり、デジタル庁を中心に政府

全体で推進する施策が盛り込まれています。

◆  自治体DX推進計画

自治体DXの推進の基本的な考え方として、「住民の利便性向上」「業務効率化」「データ

活用による政策立案」の3つを掲げ、重点的に取り組むべき事項が盛り込まれています。

◆  みえのデジタル社会の形成に向けた戦略推進計画（略称：みえデジプラン）

「誰もが住みたい場所に住み続けられる三重県」を目指す姿として掲げ、「デジタルが社

会に浸透することによって、誰もが、直接的、間接的にデジタルの恩恵を受けることができ

る社会」の形成を推進しています。
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 ２ 国・県のデジタル推進計画等について 　第 1 章 　 自 治 体 Ｄ Ｘ を 取 り 巻 く 背 景

Ⅱ 国・県・市のそれぞれの役割

◆ 国 … デジタル社会の形成に関する施策の総合的かつ効果的な推進

 ・  デ ジ タ ル 社 会 の 実 現 に 向 け た 基 本 的 な 方 針 の 策 定 ・  制 度 ・ シ ス テ ム の 標 準 化 の 推 進

  ・  自 治 体 へ の 技 術 的 ・ 財 政 的 支 援 ・  マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 普 及 促 進

 ・  自 治 体 情 報 シ ス テ ム の 標 準 化 ・ 共 通 化 の 推 進 ・  ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド の 整 備 ・ 運 用

   ・  デ ー タ 連 携 基 盤 の 整 備 ・  デ ジ タ ル 人 材 の 育 成 支 援

◆ 県 … 国の方針を踏まえつつ、県内市町のデジタル化を支援する役割

  ・  県 域 全 体 の デ ジ タ ル 化 の 推 進 ・  市 町 間 の 連 携 促 進

  ・  広 域 的 な シ ス テ ム 共 同 利 用 の 推 進 ・  デ ジ タ ル 人 材 の 育 成 支 援

   ・  市 町 へ の 技 術 的 支 援 ・  デ ジ タ ル デ バ イ ド 対 策 の 推 進

・  県 と 市 町 の デ ー タ 連 携 の 推 進

◆ 市 … 住民に最も身近な基礎自治体としての役割

・  デ ジ タ ル 技 術 や デ ー タ を 活 用 し た 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 に よ る 、 住 民 の 利 便 性 向 上

・  デ ジ タ ル 技 術 や A I等 の 活 用 に よ り 業 務 効 率 化 を 図 り 、 限 ら れ た 人 的 資 源 の 有 効 活 用

・  デ ジ タ ル デ バ イ ド 対 策 を 講 じ 、 誰 も が デ ジ タ ル 化 の 恩 恵 を 受 け ら れ る 環 境 整 備

・  地 域 の 実 情 に 応 じ た Ｄ Ｘ 施 策 の 展 開 　 　 ・  住 民 や 事 業 者 と 連 携 し た 地 域 Ｄ Ｘ の 推 進



第2章　伊勢市のＤＸ化の現状
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◆ Ⅰ　全体講評

令 和 3 年 度 に 策 定 し た 第 1 期 の 取 組 を 振 り 返 る と 、 当 初 は 職 員 の 意 識 に 差 が あ り 、 デ ジ タ ル 化 の 必 要 性

の 理 解 も 進 ん で い な か っ た こ と か ら 、 取 り 組 ん で い る の は 一 部 の 部 署 や 職 員 に 留 ま っ て い ま し た 。

し か し 、 社 会 全 体 で デ ジ タ ル 化 が 進 み 、 生 成 A Iを 始 め と す る 最 先 端 の デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 を 自 治 体 に

お い て も 求 め ら れ た こ と か ら 、 徐 々 に 意 識 に 変 化 が 出 始 め 、 必 要 性 の 理 解 も 進 み 、 今 で は 市 全 体 と し て

デ ジ タ ル 化 が 定 着 し つ つ あ り ま す 。

実 績 に も 表 れ て お り 、 行 政 手 続 き の オ ン ラ イ ン 化 や Ｓ Ｎ Ｓ の 活 用 等 は 策 定 当 初 の 目 標 値 を 早 期 に 上 回 り 、

上 方 修 正 し た 目 標 も 達 成 す る 等 、 順 調 に 進 ん だ こ と に 加 え 、 そ の 他 の 取 組 の 多 く も 、 達 成 、 ま た は 未 達 成

で も 達 成 率 が 9 0 % を 超 え る 項 目 が 多 く あ り ま し た 。

し か し 、 一 方 で 主 に 電 子 決 裁 や テ レ ワ ー ク の 推 進 等 の 行 政 内 部 の 運 営 に 関 す る 取 組 を 中 心 に 達 成 率 が

低 い 取 組 が 多 か っ た こ と か ら 、 デ ジ タ ル 活 用 に よ る 住 民 の 利 便 性 向 上 だ け で な く 、 単 な る デ ジ タ ル 化 に

留 ま ら な い 業 務 プ ロ セ ス 全 体 の 見 直 し （ B P R ※ ） や 、 組 織 文 化 の 変 革 を 含 め た 「 D X 」 を 推 進 す る こ と が

不 可 欠 で す 。

ま た 、 令 和 7 年 4 月 に 「 伊 勢 市 人 材 育 成 ・ 確 保 基 本 方 針 」 が 改 訂 さ れ 、 Ｄ Ｘ 人 材 の 育 成 に つ い て も 盛 り 込

ま れ た こ と か ら 、 今 後 は Ｄ Ｘ 人 材 の 育 成 に も 注 力 し て い く こ と が 求 め ら れ ま す 。

１ これまでの取組の振り返りと今後の展望　　第 2 章 　 伊 勢 市 の D X 化 の 現 状

※ 　 B P R （ B u s i n e s s  P r o c e s s  R e - e n g i n e e r i n g 【 ビ ジ ネ ス ・ プ ロ セ ス ・ リ エ ン ジ ニ ア リ ン グ 】 ）
企 業 や 組 織 の 業 務 プ ロ セ ス を 根 本 か ら 見 直 し 再 設 計 す る こ と で 、 生 産 性 向 上 や コ ス ト 削 減 等 大 幅 な 業 務 改 革 を 実 現 す る 手 法
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№ 施 策 名 称 数 値 目 標 （ K G I ) 令 和 7 年 度 末 実 績 評 価

1
来 庁 を 不 要 と す る 行 政 手 続 き

新 た な プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を
活 用 し た 手 続 き

オ ン ラ イ ン 化 し た 手 続 き 数
 :  １ 2 ０ 件 《 累 計 》

1 4 2 件 達 成
≪ 達 成 率 ： 1 1 8 . 3 % ≫

2
マ イ ナ ン バ ー カ ー ド

の 普 及 ・ 活 用

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 交 付 率 ： ９ ０ ％ 1 0 0 . 2 %
（ ※ １ ）

達 成
≪ 達 成 率 ： 1 1 1 . 3 % ≫

3
マ イ ナ ン バ ー カ ー ド を 活 用 し た

市 独 自 の サ ー ビ ス 件 数 ： 3 件 《 累 計 》  
2 件 未 達 成

≪ 達 成 率 ： 6 6 . 7 % ≫

4

S N S を 活 用 し た
相 談 窓 口 ・ 情 報 発 信

相 談 用 L I N E 公 式
ア カ ウ ン ト 登 録 者 数 ：

１ ， 3 ０ ０ 名 《 累 計 》
1 , 4 6 7 名 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 1 2 . 8 % ≫

5
伊 勢 市 S N S 登 録 者
（ フ ォ ロ ワ ー ） 数 ：

4 2 , 0 0 0 名 《 累 計 》  
4 7 , 2 7 2 名 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 1 2 . 6 % ≫

6
利 用 者 に 優 し い U I （ ※ 2 ） の 設

計
オ ン ラ イ ン 申 請 ツ ー ル
の 利 用 満 足 度 ： １ ０ ０ ％

8 3 . 4 % 未 達 成
≪ 達 成 率 ： 8 3 . ４ % ≫

◆ Ⅱ  デジタル技術を活用した、人に優しいサービスの提供

１ これまでの取組の振り返りと今後の展望　　第 2 章 　 伊 勢 市 の D X 化 の 現 状

※ 1  R 8 . 3 月 末 時 点 で 、 交 付 枚 数 か ら 死 亡 や 有 効 期 限 切 れ 等 に よ り 廃 止 さ れ た カ ー ド の 枚 数 を 除 い た 保 有 率 は 、 8 1 . 2 % と な り ま す 。
　 【 保 有 率 】 人 口 に 対 す る 有 効 な カ ー ド の 割 合 　 【 交 付 率 】 ２ 枚 目 以 上 の 方 ・ 転 出 者 、 死 亡 し た 方 等 も 含 む

※ 2  U I （ U s e r  I n t e r f a c e 【 ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ イ ス 】 ）  ：  ユ ー ザ ー が 利 用 す る 画 面 や 外 観
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№ 施 策 名 称 数 値 目 標 （ K G I ) 令 和 7 年 度 末 実 績 評 価

7
市 民 の デ ジ タ ル

リ テ ラ シ ー の 向 上
ス マ ー ト フ ォ ン 講 習 会

に お け る 習 熟 度 ： 9 0 ％
9 5 . 6 % 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 0 6 . 2 % ≫

8 オ ー プ ン デ ー タ の 充 実 オ ー プ ン デ ー タ の ア ク セ ス 数 ： ー - （ ※ ２ ） -

9
行 政 に お け る

キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 導 入

市 の 窓 口 ・ 施 設 に お け る
キ ャ ッ シ ュ レ ス

決 済 導 入 数 ： 3 4 箇 所 《 累 計 》
3 1 箇 所 未 達 成

≪ 達 成 率 ： 9 1 . 2 % ≫

1 0
デ ジ タ ル を 活 用 し た

シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン

伊 勢 市 観 光 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ の
セ ッ シ ョ ン 数 ： 1 , 0 5 ０ ， ０ ０ ０ 件

《 暦 年 目 標 》  
1 , 5 8 9 , 9 8 9 件 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 5 1 . 4 ％ ≫

1 1
観 光 地 平 均 立 ち 寄 り 箇 所 数 ：

３ . ０ ０ 地 点 《 暦 年 目 標 》
3 . 0 2 地 点 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 0 0 . 7 % ≫

1 2

W i - F i 環 境 の 整 備

利 便 性 向 上 に 資 す る 施 設 へ の
W i - F i 導 入 数 ： 2 6 施 設 《 累 計 》

2 6 施 設 【 完 了 】 達 成
≪ 達 成 率 ： 1 0 0 % ≫

1 3
避 難 生 活 施 設 に お け る
W i - F i 導 入 率 ： １ ０ ０ %

9 4 % 達 成
≪ 達 成 率 ： 9 4 . 0 % ≫

◆ Ⅲ  利用者が身近に感じられるデジタル環境の整備

１ これまでの取組の振り返りと今後の展望　　第 2 章 　 伊 勢 市 の D X 化 の 現 状

※ ２ 　 G o o g l e  A n a l y t i c s の ア ク セ ス 数 カ ウ ン ト 方 法 が 変 更 さ れ 、 正 確 な ア ク セ ス 数 が R 5 年 度 に 計 測 不 能 と な っ た こ と か ら 、 R ４ 年 度 で 進 行 管 理 終 了
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◆ Ⅳ  高い利便性と信頼性を両立した信頼される行政運営

№ 施 策 名 称 数 値 目 標 （ K G I ) 令 和 7 年 度 末 実 績 評 価

1 4
情 報 シ ス テ ム

の 標 準 化 ・ 共 通 化
指 定 業 務 に 関 す る
シ ス テ ム 移 行 完 了

移 行 完 了 達 成

1 5
職 員 の デ ジ タ ル リ テ ラ シ ー の

向 上 、 意 識 改 革

庁 内 研 修 の 実 施 回 数
： 2 0 回 《 累 計 》  

3 9 回 達 成
≪ 達 成 率 ： 1 9 5 % ≫

1 6
対 象 職 種 に お け る 外 部

研 修 受 講 率 ： １ ０ ０ ％ 《 累 計 》
1 0 0 % 達 成

≪ 達 成 率 ： 1 0 0 % ≫

1 7
A I ・ R P A （ ※ ） を 活 用 し た

安 定 的 な 行 政 運 営

デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し た
新 た な 業 務 時 間 削 減
： 3 , 6 5 0 時 間 《 累 計 》  

4 , 8 5 1 時 間 達 成
≪ 達 成 率 ： 1 ３ ２ . ９ % ≫

1 8 テ レ ワ ー ク の 実 施
対 象 職 種 に お け る

テ レ ワ ー ク 実 施 率 ： １ ０ ０ ％
3 3 . 0 % 未 達 成

≪ 達 成 率 ： 3 3 . 0 % ≫

1 9 電 子 決 裁 の 推 進
文 書 管 理 シ ス テ ム に お け る

電 子 決 裁 率 ： 6 0 %
4 3 . 9 % 未 達 成

≪ 達 成 率 ： ７ ３ . 2 % ≫

2 0 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 の 徹 底 重 大 イ ン シ デ ン ト 件 数 ： ０ 件 1 件 未 達 成

１ これまでの取組の振り返りと今後の展望　　第 2 章 　 伊 勢 市 の D X 化 の 現 状

※  R P A （ R o b o t i c  P r o c e s s  A u t o m a t i o n 【 ロ ボ テ ィ ッ ク ・ プ ロ セ ス ・ オ ー ト メ ー シ ョ ン 】 ）  ：  デ ー タ 入 力 等 の 定 型 的 な 事 務 作 業 を ソ フ ト ウ ェ ア
ロ ボ ッ ト が 自 動 実 行 す る プ ロ グ ラ ム



第３章　伊勢市が目指す姿
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    1　基本理念 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

～市民にも職員にも優しく便利なDX行政～

効率化で実現する、質の高い市民サービス

今後、人口減少に伴って職員数も減っていく時代において、質の高い市民サービ

スを提供するには、これまでの業務の在り方を根本から見直し、職員が効率的に

業務を行える環境を整えることが重要です。

意識改革を行い、デジタル化を前提とした業務プロセスの見直しを進めることで、

単なるデジタル化ではない真のDX化を実現し、職員が心のゆとりを持って、市民

が求める質の高いサービスを提供できるように取り組みます。
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２　位置付け   (他計画との関連) 　　　 第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ 「官民データ活用推進基本法」に基づく「市町村官民データ活用推進計画」

同 法  第 9 条 第 3 項 に て 、 「 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 基 本 計 画 に 即 し 、 か つ 、 都 道 府 県 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計

画 を 勘 案 し て 市 町 村 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 を 定 め る よ う 努 め る も の と す る 」 と さ れ て い る こ と か ら 、 本

ビ ジ ョ ン を 、 「 市 町 村 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 」 と し て 位 置 付 け ま す 。

◆ 総務省「自治体DX推進計画」、「自治体DX全体手順書」に基づく「全体方針」

「 自 治 体 D X 推 進 計 画 」 に て 、 重 点 取 組 事 項 と し て 、 「 各 自 治 体 に お い て 、 D X に よ り ど の よ う な 社 会 ・ 行

政 を 目 指 す の か 、 そ の ビ ジ ョ ン （ 全 体 方 針 ） を 策 定 す る こ と が 重 要 で あ る 」 と さ れ て い ま す 。

ま た 、 「 自 治 体 D X 全 体 手 順 書 」 で は 、 D X 推 進 の プ ロ セ ス が ス テ ッ プ ０ ～ ４ に 分 類 さ れ て お り 、 最 初 の ス

テ ッ プ と し て 「 全 体 方 針 の 策 定 」 が 求 め ら れ て い る こ と か ら 、 本 ビ ジ ョ ン を 「 全 体 方 針 」 と し て 位 置 付 け ま す 。

◆  第3次 伊勢市総合計画・後期基本計画の分野8「市役所運営」における分野別計画

市 の 最 上 位 計 画 で あ る 「 第 3 次  伊 勢 市 総 合 計 画 ・ 後 期 基 本 計 画 」 に お い て も 、 「 分 野 8  市 役 所 運 営 」 の

主 要 課 題 と し て 「 デ ジ タ ル 行 政 の 推 進 」 が 掲 げ ら れ て い る こ と か ら 、 課 題 解 決 を 推 進 す る た め の 分 野 別 計

画 と し て 位 置 付 け ま す 。
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 ３　計画期間    　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

生 成 A I を 始 め と し た デ ジ タ ル 技 術 の 進 歩 は 著 し く 早 く 、 さ ら に そ れ ら は 様 々 な 分 野 に お い て 進 ん で く る

こ と か ら 、 期 間 内 で あ っ て も 柔 軟 に 計 画 を 更 新 し て 取 り 組 む こ と と し 、 個 別 の 項 目 に お い て も 、 進 捗 状 況

に 応 じ て 適 宜 目 標 を 見 直 す 等 の 対 応 を し な が ら 、 真 の Ｄ Ｘ 化 を 推 進 し ま す 。

令 和 6 年 度 令 和 7 年 度 令 和 8 年 度 令 和 9 年 度 令 和 1 0 年 度 令 和 1 1 年 度

市 

の 

計 

画

国
・
県
の
計
画

第 3 次  伊 勢 市 総 合 計 画

第 1 期 　 ビ ジ ョ ン  

官 民 デ ー タ 活 用 推 進 計 画 / デ ジ タ ル 社 会 の 実 現 に 向 け た 重 点 計 画 （ 計 画 期 間 な し ）

自 治 体 D X 推 進 計 画 （ 毎 年 度 更 新 ）

み え の デ ジ タ ル 社 会 の 形 成 に 向 け た 戦 略 推 進 計 画

中 期 基 本 計 画

新 計 画

後 期 基 本 計 画後 期 基 本 計 画

第 2 期  伊 勢 市 デ ジ タ ル 行 政 推 進 ビ ジ ョ ン
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次 に 掲 げ る 基 本 方 針 に 基 づ き 、 D X 化 に 取 り 組 み ま す 。

基本方針

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

業 務 効 率 化 を 進 め る に は 、 デ ジ タ ル ツ ー ル を 適 材 適 所 で 使 い こ な す こ と が で き る ス キ ル が 必 要 で あ る こ

と か ら 、 優 れ た デ ジ タ ル ス キ ル を 有 し 、 創 造 的 な 業 務 が で き る D X 人 材 の 育 成 に 取 り 組 み ま す 。

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

効 率 的 に 業 務 を 行 え る 環 境 を 整 備 す る こ と で 、 職 員 が 働 き や す く 、 ゆ と り を 持 っ て 業 務 に 専 念 で き る 職

場 を 実 現 し 、 市 民 か ら 信 頼 さ れ る 行 政 運 営 に 取 り 組 み ま す 。

◆ Ⅲ デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し 、 時 間 や 場 所 を 問 わ ず 簡 単 で 利 便 性 の 高 い 市 民 サ ー ビ ス を 提 供 す る と 同 時 に 、 誰

も が デ ジ タ ル 技 術 に よ る 恩 恵 を 受 け ら れ る よ う に 、 適 切 な サ ポ ー ト を し な が ら 取 り 組 み ま す 。

  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿
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◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

①　DX推進に向けた意識改革

・ DXの本質を理解し、現状を見直すための意識付け

  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

目 的
（ 意 図 ）

「 現 状 維 持 」 か ら 脱 却 し 、 デ ジ タ ル を 手 段 と し て 業 務 改 善 ・ 市 民 サ ー ビ ス 向 上 を 自 律
的 に 考 え る こ と が で き る よ う に す る 。

目 標 項 目
職 員 向 け デ ジ タ ル ス キ ル ア ン ケ ー ト に お け る 設 問 「 Ｄ Ｘ と は 何 か 、 デ ジ タ ル 化 と の 違
い を 理 解 し て い る 」 と 「 Ｄ Ｘ と は 何 か 、 Ｄ Ｘ が 求 め ら れ る 理 由 と ど の よ う に 進 め れ ば
よ い か 理 解 し て い る 。 」 の 回 答 で 、 5 段 階 中 4 段 階 以 上 の 割 合 の 平 均 値

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 2 4 . 0 % 4 0 . 0 %  6 0 . 0 %  8 0 . 0 %  1 0 0 . 0 %  
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

②　計画的なDX人材育成

・ 組織内のDXをけん引できる職員の育成

目 的
（ 意 図 ）

現 場 の 課 題 を デ ジ タ ル で 解 決 で き る 「 内 製 化 」 の 核 と な る 人 材 を 配 置 し 、 組 織 全 体
を 底 上 げ す る 。

項 目
「 伊 勢 市 人 材 育 成 ・ 確 保 基 本 方 針 」 で 位 置 付 け て い る 「 Ｄ Ｘ シ ニ ア リ ー ダ ー 」 ま た は
「 Ｄ Ｘ リ ー ダ ー 」 と し て 認 定 し た 職 員 の 数 【 累 計 】

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 ‐ 2 0 名 4 0 名 6 0 名 8 0 名
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

②　計画的なDX人材育成

・ 様々なデジタルツールを活用できる職員の育成

目 的
（ 意 図 ）

マ ニ ュ ア ル 作 業 を 減 ら し 、 職 員 が 本 来 注 力 す べ き 「 企 画 ・ 対 人 業 務 」 に 時 間 を 割 け る
よ う に す る 。

項 目
「 伊 勢 市 人 材 育 成 ・ 確 保 基 本 方 針 」 で 位 置 付 け て い る 「 Ｄ Ｘ 活 用 人 材 」 と し て 認 定 し
た 職 員 の 数 【 累 計 】

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 ‐ 1 6 0 名 3 2 0 名 4 8 0 名 6 4 0 名
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

③　職員のデジタルリテラシーの向上

・ 基礎的なデジタル用語知識の習得

目 的
（ 意 図 ）

ベ ン ダ ー や 技 術 専 門 家 と の 円 滑 な 対 話 を 可 能 に し 、 適 切 な シ ス テ ム 選 定 ・ 要 件 定 義
を 行 う 。

項 目
職 員 向 け デ ジ タ ル ス キ ル ア ン ケ ー ト に お け る 設 問 「 デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 す る た め に
必 要 な 基 本 的 な 用 語 や 知 識 を 理 解 し て い る 。 」 の 回 答 で 、 5 段 階 中 4 段 階 以 上 の 割
合

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 9 . 9 % 2 5 . 0 % 5 0 . 0 % 7 5 . 0 % 1 0 0 . 0 %  
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

③　職員のデジタルリテラシーの向上

・ サービスデザイン思考の定着

目 的
（ 意 図 ）

利 用 者 （ 市 民 等 ） の 視 点 に 立 っ て 本 質 的 な 課 題 を 発 見 で き る 能 力 を 身 に 付 け 、 よ り
価 値 が 高 く 、 持 続 可 能 な 行 政 サ ー ビ ス や 仕 組 み を 創 造 す る 。

項 目
職 員 向 け デ ジ タ ル ス キ ル ア ン ケ ー ト に お け る 設 問 「 利 用 者 が 求 め る 価 値 を 理 解 し 、
利 用 者 目 線 で 良 い サ ー ビ ス と は 何 か 考 え る こ と が で き る 。 （ サ ー ビ ス デ ザ イ ン 思 考 ）
」 の 回 答 で 、 5 段 階 中 4 段 階 以 上 の 割 合 の 平 均 値

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 5 . 8 % 1 5 . 0 % 3 0 . 0 % 4 5 . 0 % 6 0 . 0 %
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅰ デジタルツールを使いこなし、新たな価値を創造できる人材の育成

③　職員のデジタルリテラシーの向上

・ 職員のセキュリティ意識の向上

目 的
（ 意 図 ）

公 共 サ ー ビ ス の 信 頼 の 根 幹 と な る 「 個 人 情 報 保 護 」 を 、 全 職 員 の 責 務 と し て 徹 底 す
る 。

項 目 庁 内 職 員 向 け 標 的 型 攻 撃 メ ー ル 訓 練 に お け る 不 審 メ ー ル 開 封 率

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値

R 4 :  0 . 8 ％
R 5 : 1 9 . 5 %
R 6 :  6 . 4 %
R 7 :  0 . 0 %

0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

①　最適なデジタル技術を活用した業務の効率化

・ データ分析・活用スキルを備えた人材の育成

目 的
（ 意 図 ）

デ ー タ を 正 し く 見 る こ と が で き 、 う ま く 分 析 ・ 活 用 で き る 職 員 を 育 成 し 、 組 織 全 体 の
デ ー タ 活 用 能 力 を 向 上 さ せ る 。

項 目
職 員 向 け デ ジ タ ル ス キ ル ア ン ケ ー ト に お け る 設 問 「 デ ー タ ベ ー ス の 基 本 的 な 知 識 を
備 え 、 収 集 し た デ ー タ の 可 視 化 や 分 析 ・ 活 用 を 行 う こ と が で き る 。 」 の 回 答 で 、 5 段
階 で 3 以 上 の 割 合

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値  2 6 . 6 % 4 0 . 0 % 5 5 . 0 % 7 0 . 0 % 8 5 . 0 %
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

①　最適なデジタル技術を活用した業務の効率化

・ 生成AIやAI-OCR・RPA、公開型ＧＩＳ等を活用した業務時間の削減

目 的
（ 意 図 ）

最 新 の デ ジ タ ル 技 術 を 活 用 し て 業 務 効 率 化 を 図 り 、 限 ら れ た リ ソ ー ス で 最 大 限 の 行
政 サ ー ビ ス を 提 供 す る 。

項 目 デ ジ タ ル 技 術 の 導 入 に よ り 、 導 入 前 と 比 べ て 短 縮 さ れ た 業 務 時 間 の 合 計

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値
5 , 6 3 9 . 8

時 間
6 , 3 0 0 . 0

時 間
6 , 5 0 0 . 0

時 間
6 , 7 0 0 . 0

時 間
6 , 9 0 0 . 0

時 間
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

②　意思決定の迅速化

・ 電子決裁の推進

目 的
（ 意 図 ）

紙 の 回 付 時 間 を 削 減 し 、 決 裁 の 迅 速 化 お よ び 事 務 の 透 明 性 を 高 め る 。

項 目 文 書 管 理 シ ス テ ム に お け る 電 子 決 裁 率

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 4 3 . 9 % 4 5 . 0 % 5 0 . 0 % 5 5 . 0 % 6 0 . 0 %  
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

③　働き方の多様化に対応した環境整備

・ 執務場所にとらわれない労働環境の整備

目 的
（ 意 図 ）

災 害 時 や 育 児 ・ 介 護 で 在 宅 を 要 す る 時 で も 業 務 を 継 続 で き る 「 強 靭 で 柔 軟 な 働 き 方
」 を 確 立 す る 。

項 目

窓 口 職 場 以 外 の 職 場 に お い て 、 非 管 理 職 の 正 規 職 員 （ 任 期 付 職 員 ・ 再 任 用 除 く ） の
う ち 、 事 務 （ 学 芸 員 ・ 図 書 館 司 書 含 む ） ・ 技 術 職 （ 土 木 ・ 建 築 ・ 電 気 ・ 化 学 ・ 機 械 ） に お
け る テ レ ワ ー ク を 実 施 し た 職 員 の 数 【 累 計 】 《 参 考 ： R 8 . 4 . 1 時 点 の 対 象 者 数 3 7 0
人 》

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 1 6 1 名 2 0 0 名 2 5 0 名 3 0 0 名 3 5 0 名

※  窓 口 部 署 ： 窓 口 延 長 を 行 っ て い る 1 1 部 署 （ 戸 籍 住 民 課 、 収 納 推 進 課 、 課 税 課 、 医 療 保 険 課 、 介 護 保 険 課 、 高 齢 ・ 障 が い 福 祉 課 、 保 育 課 、 子 育
て 応 援 課 、 健 康 課 、 福 祉 総 合 支 援 セ ン タ ー 、 こ ど も 発 達 支 援 室 ）
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

④　ペーパーレス化の推進による業務環境の改善

・ プリンタ使用枚数の見える化と意識改革

目 的
（ 意 図 ）

部 署 ご と の 印 刷 枚 数 を 定 期 的 に 共 有 ・ 公 表 す る こ と で 意 識 改 革 を 促 す と と も に 、 紙
の 資 料 配 布 を 抑 制 し 、 会 議 や 業 務 プ ロ セ ス に お け る デ ジ タ ル 完 結 を 推 進 す る 。

項 目 全 庁 的 な 月 間 プ リ ン タ 印 刷 枚 数 の R 7 年 度 比 削 減 率

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 5,828,872枚
R 7 年 度 比
▲ 2 . 0 %

R 7 年 度 比
▲ 4 . 0 %

R 7 年 度 比
▲ 6 . 0 %

R 7 年 度 比
▲ 8 . 0 %



28

  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅱ 効率的に業務を行い、信頼される行政運営

⑤　セキュリティ対策の徹底

・ 不正アクセスや情報漏洩を防ぐための対策

目 的
（ 意 図 ）

サ イ バ ー 攻 撃 の リ ス ク を 最 小 化 し 、 市 民 の 大 切 な デ ー タ と 行 政 の 信 頼 を 守 る 。

項 目 重 大 イ ン シ デ ン ト 発 生 件 数

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値

R 4  :  1 件
R 5  :  1 件
R 6  :  0 件
R 7  :  1 件

0 件  0 件 0 件 0 件
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅲ  デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

①　各種手続きのスマート化

・ 行政手続きのオンライン化の推進

目 的
（ 意 図 ）

市 民 が 市 役 所 に 来 庁 す る こ と な く 、 場 所 や 時 間 を 問 わ ず 行 政 サ ー ビ ス を 利 用 で き る
よ う に す る 。

項 目 オ ン ラ イ ン 化 さ れ た 行 政 手 続 き の 数

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 1 4 ２ 件 1 7 0 件 2 0 0 件 2 3 0 件 2 6 0 件
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅲ  デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

①　各種手続きのスマート化

・ 利用者に優しいUI（※）の設計

目 的
（ 意 図 ）

デ ジ タ ル 機 器 に 不 慣 れ な 方 や 苦 手 な 方 で も 容 易 に 扱 え る よ う 、 手 続 き の オ ン ラ イ ン
化 に 伴 う 申 請 ツ ー ル の 使 用 方 法 等 に つ い て 、 誰 も が 使 い や す い と 感 じ る U I 設 計 に
す る 。

項 目 オ ン ラ イ ン 申 請 ツ ー ル の 利 用 満 足 度

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 ８ ３ . ４ % 8 9 . 0 % 9 3 . 0 % 9 7 . 0 % 1 0 0 . 0 ％

※  U I （ U s e r  I n t e r f a c e 【 ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ イ ス 】 ）  ：  ユ ー ザ ー が 利 用 す る 画 面 や 外 観
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅲ  デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

②　デジタル技術を活用したサービスの充実

・ チャットボットを活用した内外からの問合せ対応の自動化

目 的
（ 意 図 ）

市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 提 供 さ れ て い る 様 々 な 情 報 を 、 2 4 時 間 3 6 5 日 い つ で も
ど こ で も 、 対 話 形 式 で 迷 わ ず 必 要 な 情 報 を 探 す こ と が で き る 環 境 を 整 備 す る こ と で 、
市 民 の 利 便 性 向 上 と 職 員 の 問 合 せ 対 応 負 荷 を 軽 減 す る 。

項 目
L IN E や W e b 上 で 生 成 Ａ Ｉ を 活 用 し た チ ャ ッ ト ボ ッ ト で 、 問 合 せ 対 応 可 能 な 部 署 の
数 【 累 計 】

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 ‐ 1 5 部 署 3 0 部 署 4 5 部 署 6 0 部 署
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  ４ 推進に関する基本方針 　　　第 3 章 　 伊 勢 市 が 目 指 す 姿

◆ Ⅲ  デジタル技術を活用した、便利で使いやすいサービスの提供

③　市民への情報発信の多様化、迅速化

・ 各種ＳＮＳ等を活用した多様で迅速な情報発信

目 的
（ 意 図 ）

L IN E 、 X （ 旧 ツ イ ッ タ ー ） 、 F a c e b o o k 、 I n s t a g r a m 等 、 多 様 な S N S を 活 用 し 、
市 民 が 情 報 を 受 け 取 り や す い 環 境 を 整 備 す る 。

項 目
市 が 運 用 す る Ｓ Ｎ Ｓ ( L IN E 、 X （ 旧 ツ イ ッ タ ー ） 、 F a c e b o o k 、 In s t a g r a m 、
Y o u T u b e ） の 登 録 者 数 の 合 計

目 標 年 度 現 状 値 令 和 ８ 年 度 令 和 ９ 年 度 令 和 １ ０ 年 度 令 和 1 １ 年 度

目 標 値 4 7 , 2 7 2 名 5 3 , 0 0 0 名 5 6 , 0 0 0 名 5 9 , 0 0 0 名 6 2 , 0 0 0 名



第４章　推進体制
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   １ 伊勢市デジタル推進本部 　　第 ４ 章 　 推 進 体 制

【本部員会議】

本  部  長 ： 市 長

副 本 部 長 ： 副 市 長

本  部  員 ： 各 部 局 長 　 等

【担当部・課】

リ ー ダ ー ： 所 属 長

メ ン バ ー ： デ ジ タ ル 推 進 員

【ワーキンググループ】

テ ー マ 別 に 若 手 ～ 中 堅 の

職 員 8 ～ 1 0 名 程 度 で 構 成
協 力

デジタル政策課

【事務局】協
力（運

営
）

協
力

（助
言

）

指
示

全庁横断的にデジタル化の取組を進めるために令和3年度に設置した「伊勢市デジタル推進

本部」を引き続き設置し、DX化を推進します。

また、これまで同様、毎年度テーマ別のワーキンググループを設置し、そこで検討した結果を

本部員会議に提言し、本部員会議にて決定された事項を担当部署にて取り組むこととします。
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 ２ 伊勢市システム管理・セキュリティ委員会 　　第 ４ 章 　 推 進 体 制

報 告 指 示
【 担 当 部 署 】

【 伊 勢 市 シ ス テ ム 管 理 ・ セ キ ュ リ テ ィ 委 員 会 】

委 員 長 ： 副 市 長 、 メ ン バ ー ： 各 部 局 長

作 業 部 会 　 メ ン バ ー ： 委 員 長 指 名

【 ク ラ イ ア ン ト 管 理 運 営 委 員 】 　 ： 各 課 よ り 1 名

報 告 指 示市長

情報システムの適切な管理とセキュリティ対策の徹底を図るため、「伊勢市システム管理・セ

キュリティ委員会」も引き続き設置し、「伊勢市情報セキュリティ基本方針」に基づく適切な情報

システムの運用体制を確保するほか、関連法令に基づく適切なデータの公開、運用を行います。



伊勢市デジタル推進本部
(事務局　伊勢市 情報戦略局 デジタル政策課)

E-mail：digital@city.ise.mie.jp

TEL：0596-21-5569


